
 

別紙（34） 

外部事象の抽出について 

 

1. 設計上考慮する外部事象の選定 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出に

当たっては，国内で一般に発生し得る事象に加え，欧米の基準等で示されてい

る事象を用い網羅的に収集し，自然現象55事象，人為事象23事象を抽出した。 

その上で，地震，津波を除く各事象に対し，海外文献を参考に策定した評価

基準に基づき評価を実施し，設計上考慮する外部事象を選定した。 

 

(1) 外部事象の収集 

発電用原子炉施設に対して外部から作用する衝撃による損傷を防止するた

め，自然現象や人為事象に関して，事象を収集する。設計上考慮する外部事

象について網羅的に抽出するために国内外の基準等を収集した。 

次に挙げる資料から，国内における規制（資料①，②）で取り上げている

事象や，国外の規制として，米国原子力規制委員会が定めたPRA についての

ガイド（資料③）やIAEAが定めたガイド（資料④）に取り上げている事象を

抽出した。 

① 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則の解釈」（制定 平成25年６月19日 原規技発第1306193号 

原子力規制委員会決定） 

② 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

（制定 平成25年６月19日 原規技発第1306194号 原子力規制委員会

決定） 

③ NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983 

④ Specific Safety Guide (SSG-3) “Development and Application of 

Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants”, IAEA, April 2010 

さらに，日本の自然現象における実例（資料⑤）や，米国の原子力発電設

備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格（資料⑥），また，関連

して，地震や洪水を含む様々な過酷な自然現象への対応に適用できるように

考案されたＦＬＥＸ（多様かつ柔軟な対応方策）や大規模損壊事象を取り上

げている米国ＮＥＩのガイド等(資料⑦，⑧，⑨)で取り上げられている事象

を収集することによって，網羅性を確保した。 

⑤ 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年 

⑥ ASME/ANS RA-S-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard 

for Level 1/Large Early Release Frequency probabilistic Risk 

Assessment for Nuclear Power Plant Applications”  

⑦ DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) IMPLEMENTATION 
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GUIDE(NEI-12-06 August2012)  

⑧ B.5.b Phase2＆3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 2006)-

2011.5 NRC公表 

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：

2014」一般社団法人 日本原子力学会 2014年12月 

以上の①～⑨の資料より，外部事象78事象（自然現象55事象，人為事象23

事象）が収集された（第1－1表，第1－2表）。 

 

 

第1－1表 外部ハザードの抽出（自然現象） 

No 外部事象 
外部ハザードを抽出した文献等※ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

1-1 風（台風） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-2 竜巻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-3 高温   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-4 低温（凍結） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-5 極限的な気圧    ○     ○ 

1-6 降雨（豪雨） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-7 積雪（豪雪） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-8 ひょう   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-9 もや    ○      

1-10 霜   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-11 干ばつ   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-12 塩害，塩雲    ○     ○ 

1-13 砂嵐   ○ ○  ○ ○  ○ 

1-14 落雷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-15 隕石   ○ ○  ○ ○  ○ 

1-16 地面の隆起    ○ ○    ○ 

1-17 動物    ○     ○ 

1-18 火山（火山活動・降灰） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-19 雪崩   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-20 地滑り ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-21 地震 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-22 カルスト    ○     ○ 

1-23 地下水による浸食    ○      

1-24 海岸浸食（水面下の浸食）   ○ ○  ○ ○  ○ 

1-25 湖又は河川の水位低下   ○ ○  ○ ○  ○ 

1-26 湖又は河川の水位上昇   ○ ○ ○     

1-27 海水面低    ○     ○ 

1-28 海水面高    ○ ○    ○ 

1-29 高水温（海水温高）    ○     ○ 

1-30 低水温（海水温低）    ○ ○    ○ 

1-31 海底地滑り    ○      

1-32 氷結（水面の凍結）   ○ ○  ○ ○  ○ 

1-33 氷晶    ○     ○ 

1-34 氷壁    ○     ○ 

1-35 水中の有機物質    ○      
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No 外部事象 
外部ハザードを抽出した文献等※ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

1-36 生物学的事象 ○ ○    ○ ○  ○ 

1-37 津波 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-38 太陽フレア，磁気嵐       ○  ○ 

1-39 洪水 ○  ○  ○ ○ ○  ○ 

1-40 濃霧   ○   ○ ○  ○ 

1-41 森林火災 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

1-42 草原火災       ○  ○ 

1-43 満潮   ○   ○ ○  ○ 

1-44 ハリケーン   ○   ○ ○   

1-45 河川の迂回   ○   ○ ○  ○ 

1-46 静振   ○  ○ ○ ○  ○ 

1-47 陥没     ○  ○  ○ 

1-48 高潮   ○  ○ ○ ○  ○ 

1-49 波浪   ○  ○ ○ ○  ○ 

1-50 土石流     ○    ○ 

1-51 土砂崩れ（山崩れ，崖崩れ）     ○     

1-52 泥湧出     ○     

1-53 水蒸気，熱湯噴出     ○    ○ 

1-54 土壌の収縮又は膨張   ○  ○ ○ ○  ○ 

1-55 毒性ガス   ○  ○ ○ ○  ○ 

※ 外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.(1) 外部事象の収集」における

資料番号と同じ 
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第1－2表 外部ハザードの抽出（人為事象） 

No 外部事象 
外部ハザードを抽出した文献等※ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

2-1 船舶から放出される固体液体不純物    ○     ○ 

2-2 水中への化学物質の流出    ○      

2-3 船舶の衝突（船舶事故） ○ ○  ○   ○  ○ 

2-4 
交通機関（航空機を除く）の事故による

爆発 
  ○ ○  ○ ○  ○ 

2-5 
交通機関（航空機を除く）の事故による

化学物質流出 
   ○   ○  ○ 

2-6 爆発（発電所外） ○ ○  ○     ○ 

2-7 化学物質流出（発電所外）    ○     ○ 

2-8 発電所内貯蔵の化学物質流出   ○ ○  ○ ○   

2-9 
パイプライン事故 

（爆発，化学物質流出） 
  ○ ○  ○ ○   

2-10 軍事施設からのミサイル    ○      

2-11 掘削工事    ○      

2-12 他ユニットからの火災    ○      

2-13 他ユニットからのタービン・ミサイル    ○      

2-14 他ユニットからの内部溢水    ○      

2-15 人工衛星の落下    ○  ○ ○  ○ 

2-16 飛来物（航空機落下） ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

2-17 電磁的障害 ○ ○  ○     ○ 

2-18 ダムの崩壊 ○ ○  ○     ○ 

2-19 
工業施設又は軍事施設事故 

（爆発，化学物質放出） 
  ○   ○ ○  ○ 

2-20 タービン・ミサイル ○ ○ ○   ○ ○   

2-21 有毒ガス ○ ○ ○   ○ ○   

2-22 内部溢水 ○ ○ ○   ○    

2-23 外部火災（近隣工場等の火災） ○ ○ ○      ○ 

※ 外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.(1) 外部事象の収集」におけ

る資料番号と同じ 
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(2) 設計上考慮する外部事象の選定 

外部事象に係る海外での評価手法※を参考に，設計上考慮する外部事象を

選定するに当たり，影響を評価する基準を以下のように設定した。評価に当

たっては，サイトに外部事象が有意な影響を与えるかという観点の評価（基

準Ａ，基準Ｂ，基準Ｅ）に加え，サイトに到達した外部事象が設備にどの程

度影響を与えるかという観点の評価（基準Ｃ）を実施する，又は，外部事象

の影響規模がほかの外部事象に包含される（基準Ｄ）ことを確認している。

評価基準を第1－3表に示す。 

 

第1－3表 評価基準 

評価基準 内   容 

基準Ａ 当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所に発生しない。

（例：砂嵐） 

基準Ｂ ハザード進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知するこ

とでハザードを排除できる。（例：海岸浸食） 

基準Ｃ 当該原子炉施設の設計上考慮された事象と比較して，設備等への影

響度が同等若しくはそれ以下であり，プラントの安全性が損なわれ

ることはない。（例：濃霧） 

基準Ｄ 影響が他の事象に包含される。（例：満潮） 

基準Ｅ 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：隕石） 

※  ASME/ANS RA-Sa-2009 “ Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for 

Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment 

for Nuclear Power Plant Application”,ASME/ANS，February 2009 
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別紙（35） 

薬品類の漏えい時に使用する防護具について  

 

1. 防護具について 

島根原子力発電所２号炉の屋内には苛性ソーダや硫酸等，屋外には

液体窒素，硫酸第一鉄水溶液，ポリ塩化アルミニウム，硫酸の各種の

薬品タンクが設置されている。 

第 1 表に示す防護具の選定表に基づき，必要な防護具を着用する。 

 

第 1 表 地震時の防護具の選定表 

 炉心損傷のおそれあり 炉心損傷のおそれなし 

薬品の影響あり 放射線防護具及び薬品防護具 薬品防護具 

薬品の影響なし 放射線防護具 通常の装備 

 

1.1 屋内作業 

廃棄物処理建物に設定しているアクセスルート近傍には薬品タン

クは設置されていないため，地震による薬品漏えいの影響は想定され

ない。 

そのため，廃棄物処理建物内の作業時は，炉心損傷のおそれがある

場合は放射線防護具，炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着

用する。 

原子炉建物原子炉棟にはほう酸水貯蔵タンクが設置されているが，

耐震性を有しているため地震による薬品の漏えいは想定されず，万一，

薬品が漏えいしたとしてもアクセスルートからの離隔距離が確保さ

れているため，地震による薬品の影響は想定されない。  

そのため，原子炉建物原子炉棟内の作業時は，炉心損傷のおそれが

ある場合は放射線防護具，炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備

を着用する。 

上記のとおり，薬品防護具の着用は不要であるが，万一，薬品が滞

留している箇所周辺へのアクセスや作業を行う場合を想定し，中央制

御室及び緊急時対策所に，現場で作業に当たる要員の人数を踏まえた

数量の薬品防護具を配備する。 

 

1.2 屋外作業 

アクセスルート近傍に設置している薬品タンクのうち，２号炉ＮＧ

Ｃ液体窒素貯蔵タンクは，漏えいした場合であっても液体窒素が外気

中に拡散することから，漏えいによる影響はない。 
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アクセスルート近傍に設置している薬品タンクのうち，２号炉鉄イ

オン溶解タンクは漏えいした場合であっても側溝に流れることから，

漏えいによる影響はない。 

アクセスルート近傍の建物内に設置されている薬品タンクは漏え

いした場合であっても側溝に流れることから，漏えいによる影響はな

い。 

そのため，屋外の作業時は，炉心損傷のおそれがある場合は，放射

線防護具，炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。  

上記のとおり，漏えいによる影響は限定的と考えられるが，万一，

薬品が滞留している箇所周辺へのアクセスや作業を行う場合を想定

し，中央制御室及び緊急時対策所に，現場で作業に当たる要員の人数

を踏まえた数量の薬品防護具を配備する。  

薬品防護具の一覧を第 2 表，薬品防護具を第 1 図に示す。 

 

第 2 表 薬品防護具一覧 

装備品 耐薬品性 保管場所※ 1 

化学防護服※ 3 

薬品全般 

中央制御室： 

（10 セット）※ 2,4 

緊急時対策所： 

（40 セット）※ 2,5 

化学防護手袋 

化学防護長靴 

全面マスク※ 3 
飛沫からの防護，揮発性の薬品に対応 

チャコール・フィルタ※ 3 

※ 1：上記の表の薬品防護具及び放射性防護具一式をセットとして保管場所に保管する。  

※ 2：装備品（チャコール・フィルタを除く。）はウェットティッシュでの拭き取りにより

除染等を行い再使用する。拭き取り用のウェットティッシュを中央制御室に１個，緊

急時対策所に２個配備する。  

※ 3：放射線防護具と兼用する。  

※ 4：（運転員９名＋余裕）＝ 10 セット  

※ 5：（現場復旧班要員 24 名＋放射線管理班要員４名＋余裕）＝ 40 セット  

 

 
 

 

化学 防護 服  化学 防護 手袋  化学 防護 長靴  

 
 

 

全面 マス ク チャ コー ル・ フィ ルタ  

第 1 図 薬品防護具 
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別紙（36） 

敷地内の地下水位の設定について 

 

保管場所及びアクセスルートの評価のうち，地中埋設構造物の浮き上がり評価

等に用いる地下水位を設定するに当たっては, 地形等を適切にモデル化した浸

透流解析を実施することとし,保守性を確保する方針とする。（浸透流解析の詳細

については，四条別紙 17「地下水位低下設備について」参照） 

なお，周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価に係る地下水

位については，別紙(31)に示す。 

以下に地下水位設定の方針を示す。 

 

①解析モデル作成・再現解析による検証 

・島根原子力発電所の敷地は堅硬な地山の尾根（分水嶺）に囲まれている。

また，１，２号炉及び３号炉エリアの境界部にも同様の分水嶺が存在する。

この島根サイトの地形的特徴を踏まえ，それぞれの領域で適切に地下水位

を評価する観点から，両エリアで解析モデルを作成する。 

・解析モデル・解析条件について建設時工認を参照し設定した上で,観測記録

との比較等によりモデルの妥当性の確認を行う。 

 

 

第 1図 解析モデル鳥瞰図 

 

 

②地下水位の設定（予測解析） 

・詳細設計段階で予測解析を実施し，地中埋設構造物の浮き上がり評価等に

用いる地下水位を設定する。 

 

以上を踏まえ，地中埋設構造物の浮き上がり評価等に用いる地下水位について

は詳細設計段階で決定するため，設置許可段階においては地下水位を地表面に設

定する。 

１，２号炉主要施設

３号炉主要施設

防波壁

山側

海側
１，２号炉エリア 解析モデル ３号炉エリア 解析モデル

凡例

分水嶺 分水嶺
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別紙（37） 

建物関係の耐震評価について 

 

1. 評価概要 

島根原子力発電所２号炉における保管場所及びアクセスルートに影響を与え

る可能性のある建物（外装材等含む。）について耐震評価を実施し，保管場所及

びアクセスルートに影響がないことを確認する。 

 

2. 免震重要棟の耐震評価について 

2.1 建物諸元 

免震重要棟の諸元を第 1表に示す。 

 

第 1表 免震重要棟の諸元 

建物名称 構造 階数 基礎構造 

平面形状 地上 

高さ 

(m) 

竣工日 Ｘ 

(m) 

Ｙ 

(m) 

免震重要棟※１ 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

（一部鉄骨造） 

（免震構造） 

地上 3階 直接基礎 35.30 46.90 15.0 
平成 26年 

10月 31日 

※１：3.(3)a.①周辺構造物の損壊（建物，鉄塔等）における第１保管エリア周辺の建物。 

 

2.2 建物の耐震評価方法等 

免震重要棟の耐震評価方法等を第 2表に示し，耐震性能評価検討については

別添 1に示す。 

 

第 2表 免震重要棟の耐震評価方法等 

評価方法 検討用地震動 

地震応答解析による 

層間変形角（上部構造） 

せん断ひずみ（免震装置） 

基準地震動Ｓｓ※１ 

※１：基準地震動Ｓｓ－Ｄ，基準地震動Ｓｓ－Ｆ１，基準地震動Ｓｓ－Ｆ２，基準地震

動Ｓｓ－Ｎ１及び基準地震動Ｓｓ－Ｎ２のうち，建物の水平方向１次固有周期に

おける加速度応答スペクトルが最も大きい基準地震動Ｓｓ－Ｄを用いる。 
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2.3 建物の耐震評価結果 

免震重要棟の耐震評価結果を第 3表に示し，耐震性能評価検討については別

添 1に示す。なお，本評価結果は暫定条件を用いた評価結果であることから，

正式条件を用いた評価結果は詳細設計段階で示す。 

 

第 3表 免震重要棟の耐震評価結果 

評価方法 
評価結果 

影響 
評価基準値 最大応答値 

地震応答解析 

上部構造 
層間 

変形角 
1/75以下※１ 1/15459 無 

免震装置 
せん断 

ひずみ 

166％以下※２ 

（標準特性時） 
132％ 無 

250％以下※２ 

（特性変動時） 
169％ 無 

※１：「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説」（（社）日本建築学会）にお

いて，壁フレーム構造の安全限界状態とされる層間変形角の値。安全限界状態とは，地震

応答時の応力及び地震終了時の鉛直荷重による応力を安定して維持することができる状態

であり，建物の被災度は大破が概ねこれに対応する。 

※２：「免震構造の試評価例及び試設計例」（（独）JNES，2014）における設計目標値である。 
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3. 各建物の外装材の被害想定について 

各建物のうち，倒壊しないと判断している建物について，保管場所及びアク

セスルートに対する外装材の被害想定を実施した。 

 

3.1 評価方針 

各建物の地上部の外装材を支持する構造及び外装材を第 4表に示す。 

鉄筋コンクリート造部分の外装材は，基本的に鉄筋コンクリートの躯体に吹

付塗装のため，保管場所及びアクセスルートへの影響がないと評価する。ただ

し，吹付塗装以外の外装材を使用している場合は保管場所及びアクセスルート

への影響を評価する。なお，吹付塗装以外の外装材を使用している部分はない

ことを確認している。 

鉄骨造部分については，外装材の被害想定及び保管場所とアクセスルートへ

の影響を評価する。 

 

第 4表 耐震評価の一覧表 
No. 
※1 名称 

地上部の外装材を 

支持する構造 
外装材 

影響評価 

要否 

1 緊急時対策所 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

6 ガスタービン発電機建物 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

18 1 号炉原子炉建物 

鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

鉄骨造 
複合板（鉄板＋断熱

材＋鉄板） 
要 

鉄骨造 鉄板 否※2 

19 1 号炉廃棄物処理建物 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

20 2 号炉原子炉建物 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

21 2 号炉廃棄物処理建物 
鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

鉄骨造 ALCパネル 否※2 

22 2 号炉タービン建物 
鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

鉄骨造 鉄板 否※2 

30 2 号炉排気筒モニタ室 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

－ 免震重要棟 鉄筋コンクリート造 吹付塗装 否 

※1：別紙(28)の第 8表による管理番号を示す。 

※2：アクセスルート側に位置しておらず，外装材の脱落を想定しても影響はない。 

 

3.2 評価結果 

(1) １号炉原子炉建物の外装材被害による影響評価 

１号炉原子炉建物の外装材（複合板）について，基準地震動Ｓｓにより生

じる地震荷重に対する耐震性能を確認した結果，外装材（複合板）は脱落し

ないことから，アクセスルートへの影響はない。耐震性能評価検討について

は別添 2に示す。なお，本評価結果は暫定条件を用いた評価結果であること
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から，正式条件を用いた評価結果は詳細設計段階で示す。 

 

4. 各建物の外装材以外の部材等による影響評価について 

倒壊しないと判断している各建物の外部に設置された外装材以外の部材等に

よる保管場所及びアクセスルートに対する影響評価を実施する。 

 

4.1 評価方針 

外装材以外の部材等のうち，落下した場合に保管場所及びアクセスルートに

影響を及ぼす可能性のあるもので，人力又はホイールローダにより撤去が困難

なものについては，第 5表のとおり抽出し，耐震評価を実施する。また，それ

らの耐震設計・評価方針については第 6表に示し，その評価結果については，

工事認可の詳細設計段階で示す。 

なお，上記以外のものについては，万一落下したとしても，人力又はホイー

ルローダによる撤去が可能であることから，落下による影響は考慮していない。 

 

第 5表 外装材以外の部材等による影響評価の一覧表 

No.※1 建物 
外装材以外 

の部材等 

耐震設計・ 
評価方針分類 

条文 
要求 

評価 
区分 

1 緊急時対策所 屋外階段 耐震評価 － 工事認可 

6 
ガスタービン 

発電機建物 
屋外階段 耐震評価 － 工事認可 

20 2 号炉原子炉建物 

防護扉※2 耐震評価 － 工事認可 

大物搬入口扉 Ｓクラス ○ 工事認可 

竜巻防護対策設備 波及的影響評価 ○ 工事認可 

－ 免震重要棟 鋼製バルコニー 耐震評価 － 工事認可 

注 ：条文要求の「○」は「設置許可基準規則」第四条及び三十九条並びに「技術基準規則」
第五条及び五十条で適合性を説明するもの。 

※1：別紙(28)の第 8表による管理番号を示す。 

※2：機器搬出入用の大型のもの。 

 

第 6表 耐震設計・評価方針 

分類 設計方針 評価方針 

Ｓクラス 耐震Ｓクラスとして設計する。 「設置許可基準規則」第四条及び三十九条

並びに「技術基準規則」第五条及び五十条

の適合性説明資料に基づき評価を実施す

る。 
波及的影響評価 

耐震重要度分類の上位のクラス

に属する施設に波及的影響によ

って，安全機能を損なわせること

のないように設計する。 

耐震評価 

基準地震動Ｓｓによる地震力に

よって，転倒・落下しない設計と

する。 

支持部に生じる力が，終局強度以下である

ことを確認する。 
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別添 1 

 

免震重要棟 基準地震動Ｓｓに対する耐震性能評価検討 

 

 

1. 目的 

島根原子力発電所免震重要棟に対し，基準地震動Ｓｓに対する地震応答解析

により建物及び免震装置の耐震性能について検討を行い，建物の保管場所への

影響を確認する。 

 

2. 建物概要 

建物概要を第 1表に，梁伏図を第 1図に，断面図を第 2図に示す。検討建物

は，上部構造が鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の耐震壁付きラーメン

構造で，１階床下の免震層に免震装置（天然ゴム系積層ゴム，鉛プラグ入り積

層ゴム，低摩擦弾性すべり支承，オイルダンパ）を配置した免震構造である。 

 

第 1表 建物概要 

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

（免震構造） 

階数 地上３階 

基礎構造 直接基礎（岩盤に免震ピットが直接設置） 

平面形状 35.3m（Ⅹ方向）×46.9m（Ｙ方向） 

高さ 地上高さ 15.0m 

竣工日 平成 26年 10月 31日 
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第 1図 １階梁伏図（単位：m） 

Ｙ 

Ｘ 
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Ａ－Ａ断面（３通り）断面図（Ｙ方向） 

 

 
Ｂ－Ｂ断面（Ｄ通り）断面図（Ｘ方向） 

第 2図 断面図（単位：m） 
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3. 免震装置概要 

本建物に使用している免震装置は，天然ゴム系積層ゴム４台，鉛プラグ入り

積層ゴム 10台及び低摩擦弾性すべり支承 11台の合計 25台に加え，オイルダン

パをⅩ方向，Ｙ方向にそれぞれ 10台，合計 20台である。免震装置の概要を第

2表に，免震装置の配置図を第 3図に示す。 

 

第 2表 免震装置の概要 

免震装置 

ゴム材料 

せん断 

弾性率 

(N/mm2) 

形状 
積層ゴム 

サイズ 
ゴム総厚 

鉛径 

(mm) 
基数 品番 メーカー 

天然ゴム系 

積層ゴム 
0.392 ※１ 丸形 φ1200mm 

240.0mm 

(8.0×30) 
― 4 NS120G4 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

鉛プラグ入り 

積層ゴム 

0.385 ※１ 丸形 φ1200mm 
240.0mm 

(8.0×30) 
260 6 LS120G4H ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

0.385 ※１ 丸形 φ1300mm 
252.3mm 

(8.7×29) 
280 4 LT130G4H ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

低摩擦弾性 

すべり支承 

0.392 ※１ 丸形 φ700mm 
39.9mm 

(5.7×7) 
― 1 SP070G4 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

0.392 ※１ 丸形 φ800mm 
39.0mm 

(6.5×6) 
― 3 SP080G4 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

0.392 ※１ 丸形 φ900mm 
41.4mm 

(6.9×6) 
― 3 SP090G4 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

0.392 ※１ 丸形 φ1000mm 
40.0mm 

(8.0×5) 
― 4 SP100G4 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

オイルダンパ ― ― ― ― ― 20 BM250-4C 

日立 

ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞ 

ｼｽﾃﾑｽﾞ 

※１：20℃での値 
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第 3図 免震装置配置図 

天然ゴム系積層ゴム φ1200 

鉛プラグ入り積層ゴムφ1200 

低摩擦弾性すべり支承φ700 

オイルダンパ 

鉛プラグ入り積層ゴムφ1300 

低摩擦弾性すべり支承φ800 

低摩擦弾性すべり支承φ900 

低摩擦弾性すべり支承φ1000 

Ｙ 

Ｘ 
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4. 検討内容 

(1) 検討方針 

免震構造の本建物の倒壊は，免震装置が破壊するモードを想定し地震応答

解析を実施し，上部構造及び免震装置に対する応答について検討を実施する。 

本建物の評価基準値を第 3表に示す。 

評価基準値は上部構造については，「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評

価指針（案）・同解説」（（社）日本建築学会）において，安全限界状態とされ

る層間変形角値である 1/75とする。 

免震装置は「免震構造の試評価例及び試設計例」（（独）JNES，2014）にお

ける設計目標値のせん断ひずみである 166%（免震装置標準特性時）及び 250%

（免震装置の特性変動時）とする。 

 

第 3表 評価基準値 

部位 項目 評価基準値 

上部構造 層間変形角 1/75 以下 

免震装置 せん断ひずみ 

166％以下 

（標準特性時） 

250％以下 

（特性変動時） 
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(2) 解析モデル 

解析モデルを第 4図に示す。 

 

 

第 4図 解析モデル（単位：m） 

 

ａ．上部構造のモデルの諸元 

上部構造の水平方向は弾性の等価せん断型モデルに，鉛直方向は弾性の

軸ばねモデルとしてモデル化する。減衰特性は剛性比例の内部粘性減衰と

し，水平方向の減衰定数は免震層直上の１階床位置固定時の１次固有周期

に対して５％とする。鉛直方向の減衰定数は地盤ばね，免震装置，上部構

造の連成系鉛直方向１次固有周期に対して５％とする。 

解析モデルの諸元を第 4表に示す。 

 

第 4表 各階，階高，重量，弾性剛性 

階数 
階高 

(m) 

重量 

(kN) 

弾性剛性 (kN/m) 

Ｘ方向 Ｙ方向 Ｚ方向 

屋上階  23904    

 4.2  5.333×107 7.466×107 5.703×108 

３階  27058    

 5.0  5.158×107 6.981×107 4.770×108 

２階  29751    

 4.5  6.608×107 8.904×107 6.210×108 

１階  57765    

上部構造を 1本棒でモデル化 

免震装置を平面的に配置 

２方向特性を考慮した 

マルチ・シア・スプリング

（MSS）モデルとする 

地盤ばね・ダッシュポットを考慮する 

（水平，上下，回転） 

ＥＬ 60.55 

ＥＬ 55.55 
 

ＥＬ 51.05 
 

5
.
0 

4
.
5 

ＥＬ 64.75 
4
.
2 

ＥＬ 47.05 
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ｂ．免震層のモデルの諸元 

(a) 水平ばね要素 

免震層の水平ばねは，天然ゴム系積層ゴム，鉛プラグ入り積層ゴム及

び低摩擦弾性すべり支承をそれぞれモデル化し，その特性を線形ばね，

非線形ばねで評価する。免震装置の特性は，基準温度 20℃に対して 15℃

の特性として定めたものとする。 

なお，水平方向の減衰特性は履歴減衰のみを考慮し，材料減衰は考慮

しない。 

 

ⅰ. 天然ゴム系積層ゴムの特性を表す水平ばね 

天然ゴム系積層ゴムの特性を表す水平ばねは線形ばねにモデル化す

る。 

 

天然ゴム剛性：Kr=Ar∙Gr⁄hr 

 

天然ゴムせん断弾性率：Gr=0.392N⁄mm
2（20℃） 

 

ここで，Ar：積層ゴムの断面積，hr：ゴム層の総厚さ 

 

天然ゴム系積層ゴムの特性を表す水平ばねに考慮する諸元を第 5 表

及び第 6表に示す。 

 

第 5表 天然ゴム系積層ゴムによる免震層水平ばねの諸元（１基あたり） 

ゴムの 

せん断剛性率 

Gr (N/mm
2) 

積層ゴムの 

断面積 

Ar (cm
2) 

ゴム層総厚さ 

d (cm) 

0.392 

（20℃） 
11305 24.0 

 

第 6表 天然ゴム系積層ゴムの水平剛性（１基あたり） 

種類 基数 使用ゴム 
水平剛性※１ 

Kr (kN/m) 

φ1200 4 G4 1.87×103 

※１：基準温度 20℃に対して，15℃の特性として定めた値。 
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ⅱ. 鉛プラグ入り積層ゴムの特性を表す水平ばね 

鉛プラグ入り積層ゴムの特性を表す水平ばねは第 5 図に示す修正バ

イリニア型にモデル化する。 

 

 

第 5図 修正バイリニア型履歴 

 

鉛プラグ入り積層ゴムの特性を表す水平ばねに考慮する諸元を第 7

表に示す。 

また，第 8表に各免震装置の種々の振幅レベルでの等価水平剛性を示

す。 

 

第 7表 鉛プラグ入り積層ゴムによる免震層水平ばねの諸元 

（１基あたり） 

種類 

ゴムの 

せん断剛性率 

Gr (N/mm
2) 

積層ゴムの 

断面積 

Ar (cm
2) 

鉛プラグの 

断面積 

Ar (cm
2) 

ゴム層総厚さ 

d (cm) 

φ1200 0.385 

（20℃） 

10779 531 24.0 

φ1300 12657 616 25.2 

 

第 8表 鉛プラグ入り積層ゴムの等価剛性（１基あたり） 

種類 
鉛径 

(cm) 
基数 

使用 

ゴム 

水平剛性※１ (kN/m) 

ｄ=2.4cm 

（γ=10%） 

ｄ=24cm 

（γ=100%） 

ｄ=48cm 

（γ=200%） 

φ1200 26 6 
G4 

1.860×104 3.730×103 2.650×103 

φ1300 28 4 2.140×104 4.250×103 3.010×103 

※１：基準温度 20℃に対して，15℃の特性として定めた値。 
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ⅲ. 低摩擦弾性すべり支承の特性を表す水平ばね 

地震応答解析では，計 11 基の低摩擦弾性すべり支承をそれぞれ第 6

図に示すように，弾性剛性及び折点荷重を摩擦力とした非線形水平ばね

にモデル化する。これにはバイリニア型の履歴特性を考慮し，履歴によ

る減衰のみを考慮する。設定諸元を第 9表に示す。 

 

 

第 6図 低摩擦弾性すべり支承に与える非線形特性 

 

第 9表 低摩擦弾性すべり支承による免震層水平ばねの諸元 

（１基あたり） 

種類 基数 
鉛直力 

N (kN) 

摩擦係数 

μ 

摩擦力 

μN (kN) 

弾性剛性※１ 

K (kN/m) 

φ700 1 2146 0.015 32.2 5.06×103 

φ800 3 3286～3405 0.015 49.3～51.1 6.77×103 

φ900 3 3879～5241 0.015 58.2～78.6 8.07×103 

φ1000 4 4045～6980 0.015 60.7～104.7 1.03×104 

※１：基準温度 20℃に対して，15℃の特性として定めた値。 
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(b) 減衰要素 

減衰要素はオイルダンパをダッシュポット要素にモデル化する。ダッ

シュポット要素の諸元を第 10表に示す。 

 

第 10表 オイルダンパによる免震層ダッシュポットモデルの諸元 

（１基あたり） 

減衰係数 

C1 

(kN/(cm/s)) 

減衰係数 

C2 

(kN/(cm/s)) 

リリーフ 

荷重 

Fr (kN) 

リリーフ 

速度 

Vr (m/s) 

最大 

荷重 

Fmax (kN) 

最大 

速度 

Vmax (m/s) 

25.0 1.695 800 0.32 1000 1.50 

 

オイルダンパはＸ，Ｙ各方向 10 基ずつ，計 20 基配置する。オイルダ

ンパの特性を第 7図に示す。 

 

Ｆ

Ｖ
ＶmaxＶr

Ｃ１

Ｆmax

Ｆｒ
Ｃ２

 
第 7図 オイルダンパに与える特性 
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(c) 鉛直ばね要素 

免震層の鉛直ばねは，天然ゴム系積層ゴム，鉛プラグ入り積層ゴム，

低摩擦弾性すべり支承をそれぞれ圧縮領域と引張領域が非対称となる非

線形ばねでモデル化する。積層ゴムの引張方向の特性は，第 8 図に示す

ようにバイリニアとし，圧縮剛性に係数を乗じて設定した。各装置の特

性を第 11～13表に示す。 

なお，鉛直方向の減衰特性は剛性比例の内部粘性減衰とし，減衰定数

は地盤ばね，免震装置，上部構造の連成系鉛直方向１次固有周期に対し

て，２％とする。 

 

 

Kc：積層ゴム鉛直剛性 

1Kt=Kc/10 

2Kt=Kc/50 

Nt：面圧 1N/mm2相当軸力 

(a) 積層ゴム 

Kc：低摩擦弾性すべり支承鉛直剛性 

1Kt=0 

 

 

(b) 低摩擦弾性すべり支承 

第 8図 免震装置鉛直特性設定概要 

 

第 11表 天然ゴム系積層ゴムの鉛直特性（１基あたり） 

種類 
鉛直剛性 (kN/m) 

Nt (kN) 
圧縮側 Kc 引張側 1Kt 引張側 2Kt 

φ1200 4.57×106 4.57×105 9.14×104 1130.5 

 

第 12表 鉛プラグ入り積層ゴムの鉛直特性（１基あたり） 

種類 
鉛直剛性 (kN/m) 

Nt (kN) 
圧縮側 Kc 引張側 1Kt 引張側 2Kt 

φ1200 5.57×106 5.57×105 1.11×105 1077.9 

φ1300 6.21×106 6.21×105 1.24×105 1265.7 
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第 13表 低摩擦弾性すべり支承の鉛直特性（１基あたり） 

種類 
鉛直剛性 (kN/m) 

圧縮側 Kc 引張側 1Kt 

φ700 0.85×107 

0 
φ800 1.14×107 

φ900 1.40×107 

φ1000 1.75×107 

 

 

ｃ．地盤ばね 

建物と地盤の動的相互作用は，建物下部の地盤を等価な水平ばね，回転

ばね及び鉛直ばねとして評価する。 
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ｄ．免震装置の特性変動 

(a) 天然ゴム系積層ゴム 

免震装置のうち，天然ゴム系積層ゴムの剛性（水平及び鉛直）のばら

つきに対して第 14表に示す３要因を設定した。 

 

第 14表 天然ゴム系積層ゴムのばらつき 

ばらつきの要因 水平剛性 Kr 鉛直剛性 Kv 

製品誤差 

（設計値に対して） 
-5％～+5％ 0％～+15％ 

経年変化 

（初期値に対して） 
0％～+10％ 0％～+10％ 

環境温度 

（設計値に対して） 
-4％～+4％ 変化なし 

 

(b) 鉛プラグ入り積層ゴム 

免震装置のうち，鉛プラグ入り積層ゴムの降伏後剛性，降伏荷重特性

値及び鉛直剛性のばらつきに対して第 15表に示す３要因を設定した。 

 

第 15表 鉛プラグ入り積層ゴムのばらつき 

ばらつきの要因 
降伏後剛性 

Kd 

降伏荷重特性値 

Qd 

鉛直剛性 

Kv 

製品誤差 

（設計値に対して） 
-5％～+5％ -10％～0％ -5％～+10％ 

経年変化 

（初期値に対して） 
0％～+10％ 0％ 0％～+10％ 

環境温度 

（設計値に対して） 
-4％～+4％ -15％～+14％ 変化なし 
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(c) 低摩擦弾性すべり支承 

免震装置のうち，低摩擦弾性すべり支承の１次剛性，摩擦係数及び鉛

直剛性のばらつきに対して第 16表に示す３要因を設定した。 

 

第 16表 低摩擦弾性すべり支承のばらつき 

ばらつきの要因 １次剛性 K1 摩擦係数 μ 鉛直剛性 Kv 

製品誤差 

（設計値に対して） 
-30％～+30％ -50％～0％ -30％～0％ 

経年変化 

（初期値に対して） 
0％～+10％ 変化なし 0％～+10％ 

環境温度 

（設計値に対して） 
-4％～+4％ 変化なし 変化なし 

 

(d) オイルダンパ 

免震装置のうち，オイルダンパの減衰係数及びリリーフ荷重のばらつ

きに対して第 17表に示す３要因を設定した。 

 

第 17表 オイルダンパのばらつき 

ばらつきの要因 減衰係数 C リリーフ荷重 Fr 

製品誤差 

（設計値に対して） 
-5％～+10％ -5％～+10％ 

経年変化 

（初期値に対して） 
-3％～+3％ -3％～+3％ 

環境温度 

（設計値に対して） 
-5％～+5％ -5％～+5％ 

 

1.0.2-583



 

 

(e) 解析条件 

天然ゴム系積層ゴム，鉛プラグ入り積層ゴム，低摩擦弾性すべり支承

及びオイルダンパについては，標準特性とした場合に加え，ばらつきと

して免震層全体での等価剛性が最大あるいは最小となる組合せについて

検討を実施する。すなわち，剛性が最大となるケースとして，天然ゴム

系積層ゴムの剛性が最大，かつ鉛プラグ入り積層ゴムの降伏後剛性，降

伏荷重特性値及び鉛直剛性が最大，かつ低摩擦弾性すべり支承の摩擦力

及び鉛直剛性が最大，かつオイルダンパの減衰係数，リリーフ荷重が最

大となる組合せ及びその逆の２ケースを考慮する。解析ケースを第 18表

に示す。 

 

第 18表 解析ケース一覧 

解析 

ケース 

天然ゴム系 

積層ゴム 

鉛プラグ入り 

積層ゴム 

低摩擦弾性 

すべり支承 
オイルダンパ 

剛性 

最大 

水平剛性 Kr：1.19 

鉛直剛性 Kv：1.25 

降伏後剛性 Kd  ：1.19 

降伏荷重特性値 Qd：1.14 

鉛直剛性 Kv   ：1.20 

１次剛性 K1：1.44 

摩擦係数μ：1.00 

鉛直剛性 Kv：1.10 

減衰係数 C   :1.18 

リリーフ荷重 Fr：1.18 

標準 

特性時 

水平剛性 Kr：1.00 

鉛直剛性 Kv：1.00 

降伏後剛性 Kd  ：1.00 

降伏荷重特性値 Qd：1.00 

鉛直剛性 Kv   ：1.00 

１次剛性 K1：1.00 

摩擦係数μ：1.00 

鉛直剛性 Kv：1.00 

減衰係数 C   : 1.00 

リリーフ荷重 Fr：1.00 

剛性 

最小 

水平剛性 Kr：0.91 

鉛直剛性 Kv：1.00 

降伏後剛性 Kd  ：0.91 

降伏荷重特性値 Qd：0.75 

鉛直剛性 Kv   ：0.95 

１次剛性 K1：0.66 

摩擦係数μ：0.50 

鉛直剛性 Kv：0.70 

減衰係数 C   :0.87 

リリーフ荷重 Fr：0.87 
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(3) 固有値解析結果 

水平方向の固有値解析は，上部構造は線形とし，免震層の水平ばねを各振

幅レベルの等価線形値を取る場合について実施した。鉛直方向の固有値解析

は水平方向固定条件として解析を行った。 

 

ａ．水平方向の固有周期 

免震層が水平変形ｄ＝24cm（γ＝100％）及びｄ＝48cm（γ＝200％）に

おける等価剛性をもつ場合の水平方向の固有値解析結果を第 19 表及び第

20表に示す。 

 

第 19表 水平変形ｄ＝24cm（γ＝100％）における固有周期 

方向 次数 固有周期 (秒) 刺激係数※ 

Ｘ方向 

１ 

２ 

３ 

3.345 

0.078 

0.047 

1.001 

0.007 

0.014 

Ｙ方向 

１ 

２ 

３ 

3.344 

0.069 

0.047 

1.001 

0.008 

0.015 

※最大値を１で基準化した各次固有モードに対する刺激係数として求め絶対値を示す。 

 

第 20表 水平変形ｄ＝48cm（γ＝200％）における固有周期 

方向 次数 固有周期 (秒) 刺激係数※ 

Ｘ方向 

１ 

２ 

３ 

3.886 

0.078 

0.047 

1.001 

0.007 

0.014 

Ｙ方向 

１ 

２ 

３ 

3.886 

0.069 

0.047 

1.000 

0.009 

0.015 

※最大値を１で基準化した各次固有モードに対する刺激係数として求め絶対値を示す。 
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ｂ．鉛直方向の固有周期 

水平方向固定条件とした場合の鉛直方向の固有値解析結果を第21表に示

す。 

 

第 21表 鉛直方向の固有周期 

方向 次数 固有周期 (秒) 刺激係数※ 

Ｚ方向 

１ 

２ 

３ 

0.065 

0.023 

0.018 

1.277 

0.503 

0.233 

※最大値を１で基準化した各次固有モードに対する刺激係数として求め絶対値を示す。 
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(4) 検討用地震動 

検討用の地震動は，基準地震動Ｓｓ－Ｄ，基準地震動Ｓｓ－Ｆ１，基準地

震動Ｓｓ－Ｆ２，基準地震動Ｓｓ－Ｎ１及び基準地震動Ｓｓ－Ｎ２のうち，

免震重要棟の地盤ばね，免震装置，上部構造の連成系水平方向１次固有周期

（免震層の水平変形ｄ＝24cm（γ＝100％））における加速度応答スペクトル

が最も大きい基準地震動Ｓｓ－Ｄとする。基準地震動Ｓｓの解放基盤表面に

おける加速度応答スペクトル（水平方向）を第 9図に示す。 

免震重要棟の地震応答解析モデルへの入力地震動は，成層地盤モデルを用

いた一次元波動論による解析によって求める｡ 

 

 
第 9図 基準地震動Ｓｓの加速度応答スペクトル（水平方向，ｈ＝0.05） 

  

基準地震動Ｓｓ－ＤＨ 
基準地震動Ｓｓ－Ｆ１Ｈ（ＮＳ成分） 
基準地震動Ｓｓ－Ｆ１Ｈ（ＥＷ成分） 
基準地震動Ｓｓ－Ｆ２Ｈ（ＮＳ成分） 
基準地震動Ｓｓ－Ｆ２Ｈ（ＥＷ成分） 
基準地震動Ｓｓ－Ｎ１Ｈ 
基準地震動Ｓｓ－Ｎ２Ｈ（ＮＳ成分） 
基準地震動Ｓｓ－Ｎ２Ｈ（ＥＷ成分） 

水平変形 24cmＸ方向１次固有周期（3.345s） 
水平変形 24cmＹ方向１次固有周期（3.344s） 
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(5) 解析ケース 

免震装置の特性のばらつきを考慮した全解析ケースを第 22表に示す。 

 

第 22 表 解析ケース 

ケース 基準地震動 
入力方向 免震装置の特性 

のばらつき Ｘ Ｙ Ｚ 

Ｓｓ－Ｄ（Ｘ） 

Ｓｓ－Ｄ 

Ｈ※１ － Ｖ※２ 

標準特性時 

剛性最大 

剛性最小 

Ｓｓ－Ｄ（Ｙ） － Ｈ※１ Ｖ※２ 

標準特性時 

剛性最大 

剛性最小 

※１：基準地震動Ｓｓ－Ｄによる水平方向の入力地震動 

※２：基準地震動Ｓｓ－Ｄによる鉛直方向の入力地震動 
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(6) 地震応答解析結果 

各解析ケースにおける上部構造層間変形角を第 23 表及び第 24 表に，免震

装置せん断ひずみを第 25表に示す。 

 

第 23表 上部構造層間変形角（Ｘ方向） 

ケース 階数 標準特性時 剛性最大 剛性最小 

Ｓｓ－Ｄ（Ｘ） 

３階 1/22838 1/25830 1/23904 

２階 1/15969 1/17391 1/17194 

１階 1/15459 1/16031 1/17000 

(注)：下線はＸ方向の最大層間変形角 

 

第 24表 上部構造層間変形角（Ｙ方向） 

ケース 階数 標準特性時 剛性最大 剛性最小 

Ｓｓ－Ｄ（Ｙ） 

３階 1/35235 1/37400 1/39326 

２階 1/23969 1/24366 1/27203 

１階 1/21898 1/21729 1/24496 

(注)：下線はＹ方向の最大層間変形角 

 

第 25表 免震装置せん断ひずみ 

ケース 標準特性時 
特性変動時 

剛性最大 剛性最小 

Ｓｓ－Ｄ（Ｘ） 131.67％ 109.59％ 168.34％ 

Ｓｓ－Ｄ（Ｙ） 131.67％ 109.59％ 168.34％ 

(注)：下線は標準特性時，特性変動時それぞれの最大せん断ひずみ 
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5. まとめ 

地震応答解析により評価された結果の最大応答値を第 26表に示す。 

保管場所への影響の観点からは，以下のように評価する。 

「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説」（（社）日本建

築学会）において，安全限界状態とされる層間変形角は 1/75である。今回の解

析結果による最大層間変形角は，この 1/75を大幅に下回っている。 

また，「免震構造の試評価例及び試設計例」（(独)JNES，2014）において免震

装置の設計目標値であるせん断ひずみは 166%（免震装置標準特性時）及び 250％

（免震装置の特性変動時）である。今回の解析結果による免震装置の最大せん

断ひずみはこの値を下回っている。 

以上のことから，建物は倒壊せず，保管場所への影響はないことを確認した。 

 

第 26表 最大応答値一覧 

部位 項目 最大応答値 評価基準値 

上部構造 

最大層間変形角 

（Ｘ方向） 

1/15459 

（Ｓｓ－Ｄ（Ｘ），１階，

標準特性時） 
1/75 

最大層間変形角 

（Ｙ方向） 

1/21729 

（Ｓｓ－Ｄ（Ｙ），１階，

剛性最大） 

免震装置 

せん断ひずみ 

（標準特性時） 

132％ 

（Ｓｓ－Ｄ（Ｘ）） 
166％ 

せん断ひずみ 

（特性変動時） 

169％ 

（Ｓｓ－Ｄ（Ｘ）， 

剛性最小） 

250% 
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別添 2 

１号炉原子炉建物 外装材 基準地震動Ｓｓに対する耐震性能評価検討 

1. 目的

１号炉原子炉建物の鉄骨造部分に設置している外装材（複合板）について，

基準地震動Ｓｓにより生じる地震荷重に対する耐震性能を確認し，外装材（複

合板）のアクセスルートへの影響を確認する。外装材（複合板）の取付位置を

第 1図に示す。 

第 1図 1号炉原子炉建物 南側 外装材（複合板）取付位置図 

2. 外装材（複合板）の耐震性について

外装材（複合板）について，以下のとおり強度を確保していることを確認し

た。 

2.1 検討方針 

基準地震動Ｓｓにより外装材（複合板）に発生する応力について，第 2図に

示す簡易モデルにより評価し，許容値以下であることを確認する。 

第 2図 2スパン連続梁モデル図 

RA 

RB 

RC 

W 
L 

L 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.2 検討諸元 

外装材（複合板）の 1 枚あたりの幅に対して，ボルト取付部を支点（Ｒ）と

見なした 2スパン連続梁モデルとし，基準地震動Ｓｓにより生じる地震荷重を

分布荷重（Ｗ）とした場合に，取付ボルトに発生する引張荷重（Ｑ），外装材

（複合板）の連続部に発生する最大曲げモーメント（Ｍ）を第 1表に示す。 

・取付ボルトに発生する最大引張荷重：

Qmax=RB=5/4×W×L

・外装材（複合板）に発生する最大曲げモーメント：

Mmax=MB=1/8×W×L2

第 1表 基準地震動Ｓｓによる発生応力 

※1：外装材（複合板）の１枚あたりの単位重量（0.25kN/m）に暫定条件を元に設定した検討用震

度（6.0G）を乗じて算定した値

2.3 評価結果 

基準地震動Ｓｓにより外装材（複合板）に発生する応力に対して，許容値以

下であることを第 2表に示す。 

・外装材（外側波形鉄板）※1：

冷間圧延鋼板，厚さ     mm

・取付ボルト：

ステンレスボルト，φ7.5，2 本（１支点あたり）

・取付ボルトに発生する引張応力度：

σt=Qmax/A 

A：取付ボルトの有効断面積※2 

・外装材（外側波形鉄板）※1に発生する曲げ応力度：

σb=Mmax/Z

Z：外装材（外側波形鉄板）※1の断面係数 

分布荷重 

Ｗ 

（kN/m）

支点ピッチ 

Ｌ 

（m） 

引張荷重 

Ｑmax 

（kN） 

最大曲げ 

モーメントＭmax

（kN・m）

地震荷重

（水平） 
1.5

※1 

（@6.0G） 
0.9 1.69 0.152 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 2表 断面検討結果 
取付ボルト 外装材（外側波形鉄板） 

引張応力度σｔ 

（N/mm2）

許容値 

（N/mm2） 

曲げ応力度σｂ 

（N/mm2） 

許容値 

（N/mm2） 

地震荷重

（水平） 
42.1 210 36.5 180 

※1：複合板は外側波形鉄板，断熱材及び内側鉄板により構成しているため，強度部材を外側波形

鉄板として検討 

※2：取付ボルトの径はφ7.5 であるが，よりボルト径が小さい M6 として設定
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別紙（38） 

地滑り又は土石流による影響評価について 

 

1. はじめに 

保管場所及びアクセスルートに対する地滑り又は土石流の影響について，以

下のとおり評価し，重大事故等対応に影響がないことを確認した。 

 

2. 地滑りの影響評価について 

独立行政法人防災科学技術研究所（以下，「防災科研」）が作成した地すべり

地形分布図（平成 17 年，清水ほか「恵曇」（2005a）※１，「境港」（2005b）※２）

の記載に基づくと，第 1 図のとおり島根原子力発電所構内に地滑り地形は５箇

所記載されている。 

保管場所については，各地滑り地形の範囲外に設置されており，影響はない。 

アクセスルートについては，防災科研調査結果の地滑り地形①及び地滑り地

形⑤の範囲にあるが，自社調査（机上調査による地形判読及び現地踏査による

地滑り地形の詳細検討）の結果，地滑り地形①については深層崩壊を伴うよう

な地滑り地形ではないことを確認している。また，防災科研調査結果の地滑り

地形①付近において確認された表層土（礫質土及び粘性土）については，過去

の表層すべりの可能性が否定できないことから，周辺斜面の安定性確保のため，

撤去を行うこととしている。 

地滑り地形⑤については，自社調査の結果，地滑り土塊が認められるが，ア

クセスルートは自社調査結果の地滑り土塊の範囲外に位置する。また，地滑り

頭部付近においては，尾根筋を切り取っているが，斜面にすべり面が認められ

ないことから，アクセスルートは地滑り地形の範囲外に位置する。 

（第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 参照） 

 

※１ 清水文健・井口 隆・大八木規夫(2005a)：5 万分の 1 地すべり地形分布図，第 26 集 

「浜田・大社」図集，地すべり地形分布図 恵曇，防災科学技術研究所研究資料 第

285号，防災科学技術研究所 

※２ 清水文健・井口 隆・大八木規夫(2005b)：5 万分の 1 地すべり地形分布図，第 25 集 

「松江・高梁」図集，地すべり地形分布図 境港，防災科学技術研究所研究資料 第

278号，防災科学技術研究所 
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第 1図 地滑り地形分布図（保管場所及びアクセスルート） 

 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

 

【凡例】 

：地滑り地形（防災科研調査結果） 

：地滑り地形（自社調査結果） 

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯 

：防波壁 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

緊急時対策所 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

 

 

地滑り地形⑤ 

地滑り地形① 

⑤北西の地滑り地形 

地滑り地形② 

地滑り地形③ 

地滑り地形④ 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 
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3. 土石流の影響評価について 

国土交通省国土政策局が公開する「国土数値情報 土砂災害危険箇所データ」

の記載に基づくと，第 2 図のとおり島根原子力発電所構内の土石流危険区域は

７箇所である。 

第２保管エリア及び一部のアクセスルートが土石流危険区域の範囲内に含ま

れているが，屋外に配置している可搬型設備は複数箇所にそれぞれ離隔して分

散配置しているため，影響を受けない。アクセスルートは，複数確保している

アクセスルートが使用可能であるためアクセス性に影響はない。なお，屋内の

アクセスルートについては，原子炉建物等が影響を受ける範囲にないため，影

響はない。詳細は以下のとおり。 

(1) 対応方針 

ａ．土石流が発生した場合の対応方針 

土石流が発生し第２保管エリア及び一部のアクセスルート※１に影響が及

んだ場合は，土石流の影響を受けるおそれのないアクセスルート（要員）

を使用し，サブルート※２は使用しない。緊急時対策要員は，緊急時対策所

からアクセスルート（要員）を用いて，徒歩で土石流の影響を受けるおそ

れのない第３及び第４保管エリアに移動したうえで，保管されている可搬

型重大事故等対処設備を用いて，重大事故等の対応を実施する。 

土石流が発生した際の土砂撤去作業は，要員の安全確保の観点から，発

生後すぐに行うことは困難であると想定されるため，重大事故等の対応上，

土砂撤去作業によるアクセスルート※１の復旧には期待しない。 

土砂撤去作業は，二次災害の発生を防止するため，天候や現場状況の確

認を行ったうえで実施する。 

※１：第 2図の土石流危険区域①～⑥が掛かる範囲のアクセスルート 

※２：地震及び津波時に期待しないルートであり，地震及び津波その他の自然現象の

影響評価対象外 

 

ｂ．設置許可基準規則への適合性 

「設置許可基準規則」第四十三条第３項第五号※１に基づき，可搬型重大

事故等対処設備は，常設重大事故等対処設備と異なる場所に，２セットを

分散配置して保管することとしている。 

土石流の影響を考慮し，可搬型重大事故等対処設備は，２セットを分散

配置し，いずれか１セットは土石流の影響を受けない保管場所に配置し，

基準に適合させる。 

「設置許可基準規則」第四十三条第３項第六号※２に基づき，アクセスル

ートは，想定される自然現象，原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。），

溢水及び火災を想定しても，速やかに運搬，移動に支障をきたすことのな

いよう，複数のアクセスルートを確保することとしている。 
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想定される自然現象のうち土石流に対しては，複数のアクセスルートの

うち土石流の影響を受けないアクセスルートを少なくとも１ルート確保し，

基準に適合させる。 

※１：第四十三条第 3 項第五号：地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管すること 

※２：第四十三条第 3 項第六号：想定される重大事故等が発生した場合において、可

搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、

工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであるこ

と 

 

ｃ．土石流が発生した場合の対策内容 

土石流の影響を考慮し，全ての土石流危険区域で，同時に土石流が発生

した場合においても，重大事故等の対応が可能となるよう，以下の対策を

講ずる。また，対策の全体像を第 3 図に示す。 

① アクセスルートの確保 

・土石流が発生した場合でも，緊急時対策所から第３及び第４保管エリ

アに要員が移動できるよう，土石流の影響を受けないアクセスルート

（要員）を管理事務所２号館南東の位置に設置する。なお，移動に際

して，サブルートの使用は期待しない。 

・万一の送電線垂れ下がり時においても要員が移動できるよう，アクセ

スルート（要員）を管理事務所２号館南西の位置に設置する。 

 

② 可搬型設備の確保 

・土石流が発生した場合でも，土石流の影響を受けない第３及び第４保

管エリアに保管する可搬型設備を用いて，重大事故等の対応ができる

よう，第１保管エリアに保管していたｎ設備と第４保管エリアに保管

していた予備を入れ替える。また，資機材についても保管場所を第１

保管エリアから第４保管エリアに変更する。これに伴い，保管場所を

確保するため，第４保管エリアの範囲を拡充する。※１ 

※１：２ｎ設備は，２セットのうち１セットを第３又は第４保管エリアに配置

（変更なし） 

 

③ 原子炉注水等に使用する水源の確保 

・代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに

その周辺が土石流に覆われ，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした注水ができなくなることから，海を水源（海水取水

箇所：非常用取水設備（２号炉取水槽））とした注水を実施する※２。 
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※２：海を水源とする注水手順は，ＳＡ手順として整備済（変更なし） 

④ 可搬型設備への燃料補給手段の確保 

・ガスタービン発電機用軽油タンクの周辺が土石流に覆われ，タンクロ

ーリが寄り付けず，ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した燃料

補給ができなくなることから，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク等を使用した可搬型設備への燃料補給を実施する※３。 

※３：非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した燃料補給手順を，自

主対策手順からＳＡ手順に変更 
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※：サブルートは，地震及び津波時には期待しない。 

※：各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

※：各保管エリアには，可搬型重大事故等対処設備を記載。 

第 2図 土石流危険区域図及び各保管場所に 

  配備する可搬型重大事故等対処設備 

  

第４保管エリア【ＥＬ8.5m】 第１保管エリア【ＥＬ50m】 

・高圧発電機車：３台 
・大量送水車：２台 
・移動式代替熱交換設備：１台 
・大型送水ポンプ車：２台 
・可搬式窒素供給装置：１台 
・第１ベントフィルタ出口水素濃度：１台 
・シルトフェンス（２号炉放水接合槽用）：約 20m 
・シルトフェンス（輪谷湾用）：約 320m 
・小型船舶：１隻 
・放射性物質吸着材：３組 
・放水砲：１台 
・泡消火薬剤容器：５個 
・タンクローリ：１台 
・可搬式モニタリング・ポスト：６台 
・可搬式気象観測装置：１台 
・緊急時対策所用発電機：２台 
・緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）：30 本 
・緊急時対策所空気浄化送風機：１台 
・緊急時対策所空気浄化フィルタユニット：１台 
・ホイールローダ：１台 

・高圧発電機車：３台 
・大量送水車：１台 
・移動式代替熱交換設備：１台 
・大型送水ポンプ車：１台 
・可搬式窒素供給装置：１台 
・第１ベントフィルタ出口水素濃度：１台 
・シルトフェンス（２号炉放水接合槽用）：約 20m 
・シルトフェンス（輪谷湾用）：約 360m 
・小型船舶：１隻 
・放射性物質吸着材：１組 
・放水砲：１台 
・泡消火薬剤容器：１個 
・タンクローリ：１台 
・可搬式モニタリング・ポスト：６台 
・可搬式気象観測装置：１台 
・緊急時対策所用発電機：２台 
・緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）：510 本 
・緊急時対策所空気浄化送風機：２台 
・緊急時対策所空気浄化フィルタユニット：２台 
・ホイールローダ：１台 

第３保管エリア【ＥＬ13～33m】 第２保管エリア【ＥＬ44m】 

・高圧発電機車：１台 
・大量送水車：１台 
・移動式代替熱交換設備：１台 
・大型送水ポンプ車：１台 
・タンクローリ：１台 
・ホイールローダ：１台 

・大量送水車：１台 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

【凡例】 

：土石流危険区域 

（国土交通省国土政策局） 

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯 

：防波壁 

土石流危険区域① 

土石流危険区域② 
土石流危険区域④ 

土石流危険区域③ 

土石流危険区域⑤ 

土石流危険区域⑥ 

土石流危険区域⑦ 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

緊急時対策所 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ｄ．土石流が発生した場合の対応内容 

・緊急時対策要員は，緊急時対策所から土石流の影響を受けるおそれのな

いアクセスルート（要員）及び１，２号炉原子炉建物南側を経由したル

ートを用いて，第３及び第４保管エリアに移動する。

・第３及び第４保管エリアに保管する大量送水車及びホース展張車を用い

て，海（海水取水箇所：非常用取水設備（２号炉取水槽））を水源として，

原子炉，燃料プールに海水を注水する。なお，重大事故等の発生時にお

いては海水による注水を実施するが，重大事故等の一連の対策を講じた

ところで，淡水水源（自主対策設備である非常用ろ過水タンク等）への

注水に切り替える。（①）

・第３及び第４保管エリアに保管するタンクローリを用いて，ＥＬ15m及び

ＥＬ8.5m の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からの燃料抜取り

を実施し，大量送水車等の可搬型設備に定期的に燃料補給を実施する。

（②）

【①：海を水源とした注水手順の成立性】 

・海を水源とするタイムチャートを第 6 図に，輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）を水源とするタイムチャートを第 7 図に，使用す

るルートを第 8図に示す。

・有効性評価における輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源とした注水等の想定時間は２時間 10 分以内であり，海を水源とした

注水等も，この想定時間内（所要時間目安：１時間 40 分）で対応可能

である。（第 1表及び参考資料-1参照）

【②：非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した燃料抜取り手

順の成立性】 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した燃料抜取り手順

のタイムチャートを第 9 図に，ガスタービン発電機用軽油タンクを使

用した燃料抜取り手順のタイムチャートを第 10 図に，使用するルート

を第 11図に示す。

・有効性評価におけるガスタービン発電機用軽油タンクからの燃料抜取

作業の想定時間は約１時間 50 分となっているが，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク等を使用した燃料抜取作業の想定時間は約２時間

30分となる。（第 2表）

事象初期に使用する大量送水車の起動後（事象発生約２時間 20 分後）

から，燃料枯渇までの約 3.5時間以内に準備及び燃料補給を完了させる

必要があるが，時間内に完了することを確認している。（第 12図）
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間
1
0
分

 

※
１
：
実
機
に
よ
る
検
証
及
び

模
擬
に
よ
り
算
定
し
た
時
間
 

※
２
：
移
動
時
間
＋
操
作
時
間

に
余
裕
を
見
て
設
定
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所
の

違
い
に
よ
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補
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備

作
業

時
間

 

 

作
業

時
間

 

所
要
時
間

目
安

※
１
 

想
定

時
間

※
２
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用
軽
油
タ

ン
ク
を

使
用

し
た

 

燃
料
抜
取

り
手
順

 
１
時
間

3
4
分

 
１

時
間

5
0
分

 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機

燃
料

貯
蔵
タ

ン
ク

等
を

 

使
用

し
た

燃
料
抜

取
り

手
順

 
２
時
間

1
2
分

 
２

時
間

3
0
分

 

※
１
：
実
機
に
よ
る
検
証
及
び

模
擬
に
よ
り
算
定
し
た
時
間
 

※
２
：
移
動
時
間
＋
操
作
時
間

に
余
裕
を
見
て
設
定
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※
：

緊
急
時

対
策
所
か
ら
の
移
動
時
間
は
，
土
石
流
が
発
生

し
た
場

合
，
第

二
輪

谷
ト

ン
ネ

ル
を
通

行
す
る

ル
ー
ト

は
通

行
で

き
な

い
が
，

作
業
の
成
立
性
の
観
点
で
よ
り
遠
い
ル
ー
ト
を
使
用
し
た
場
合
の
時
間
を
算
出
 

第
6
図
 

海
を
水

源
と

し
た
注
水

手
段

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

第
7
図

 
輪
谷
貯

水
槽

（
西

１
／

西
２

）
を
水

源
と
し
た

注
水
手

段
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

大
量
送
水
車
に
よ
る
大
量
送
水
車
へ
の
送
水

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水
操

作
等

【
接
続
口
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
接
続
，
注
水
操
作
等

【
送
水
先
】

・
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

・
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

・
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

・
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

10
20

30

経
過
時
間
（
分
）

80
90

10
0

11
0

40
50

60
70

備
考

13
0

14
0

15
0

12
0

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
（
２
台
）
に
よ
る
送
水

２
時
間
10
分

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
接

続
口

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

【
接
続
口
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
運
搬
・
接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運

搬
・
敷
設
，
注
水
操
作
等

緊
急
時
対
策
要
員

６

80
90

10
0

11
0

12
0

14
0

15
0

13
0

要
員
(
数
)

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

【
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続
口

（
南
）
又
は
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
】

緊
急
時
対
策
要
員

６

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

２
時
間
10
分

【
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合

】
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第 8図 海を水源とした対応手段のルート 

３号炉

２号炉
１号炉

【凡例】 

：土石流危険区域 

（国土交通省国土政策局） 

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 

：土石流発生時における第３保管エリア 

からの大量送水車移動ルート 

：土石流発生時における第４保管エリア 

からの大量送水車移動ルート 

：土石流発生時における緊急時対策所から 

第３，４保管エリアへの徒歩ルート 

：可搬型設備の保管場所 

：防波壁 

：大量送水車 

第４保管エリア(ＥＬ8.5m） 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

緊急時対策所 

海水取水箇所 

(非常用取水設備) 

第２保管エリア（ＥＬ44m）

土石流危険区域① 

土石流危険区域② 
土石流危険区域④ 

土石流危険区域③ 

土石流危険区域⑤ 

土石流危険区域⑥ 

土石流危険区域⑦ 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

大量送水車 

大量送水車 
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※
：

緊
急
時

対
策
所
か
ら
の
移
動
時
間
は
，
土
石
流
が
発
生

し
た
場

合
，
第

二
輪

谷
ト

ン
ネ

ル
を
通

行
す
る

ル
ー
ト

は
通

行
で

き
な

い
が
，

作
業
の
成
立
性
の
観
点
で
よ
り
遠
い
ル
ー
ト
を
使
用
し
た
場
合
の
時
間
を
算
出
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非
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デ
ィ

ー
ゼ
ル
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機

燃
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使
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手

順
 

タ
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ム
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ャ
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ト
 

 

 

第
10

図
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
用
軽

油
タ

ン
ク
を
使

用
し
た

燃
料

抜
取

り
手

順
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

手
順
の
項
目

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

抜
き

取
り

準
備

補
給

補
給

片
付

け

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

15
0

経
過
時
間
（
分
）

14
0

13
0

12
0

２
時
間
30
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

手
順
の
項
目

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

バ
ル

ブ
付

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
接

続

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け12
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

１
時
間
5
0分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す
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第 11図 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した 

燃料抜取り手順のルート

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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有

効
性

評
価

に
お
け

る
非
常

用
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

燃
料

貯
蔵
タ
ン

ク
等

を
使

用
し

た
成

立
性

確
認

 

（
全

交
流

動
力

電
源
喪

失
（
Ｔ
Ｂ

Ｐ
）
）

 

操
作

項
目

操
作

の
内

容

運
転

員

（
中

央
制

御
室

）
復

旧
班

要
員

状
況

判
断

1
人 A

―
・

外
部

電
源

喪
失

確
認

等

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
準

備
操

作
―

1
4
人

a
～

n

・
放

射
線

防
護

具
準

備

・
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
原

子
炉

注
水

準
備

（
大

量
送

水
車

配
置

，
ホ

ー
ス

展
張

，
接

続
）

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
注

水
操

作

（
2
人

）

a
,
b

・
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

注
水

操
作

―
・

放
射

線
防

護
具

準
備

／
装

備

―
・

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

等
か

ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

燃
料

補
給

作
業

―
・

大
量

送
水

車
へ

の
補

給

補
給

作
業

に
約

2
0
分

必
要

と
な

る

た
め

枯
渇

2
0
分

前
ま

で
に

準
備

完

了
が

必
要

2
時

間
3
0
分

余
裕

時
間

適
宜

実
施

燃
料

補
給

準
備

2
人

r
,
s

1
0
分

1
0
分

2
時

間
1
0
分

大
量

送
水

車
起

動
後

，

約
3
.
5
時

間
後

ま
で

に

燃
料

補
給

を
実

施

原
子

炉
水

位
を

レ
ベ

ル
３

～
レ

ベ
ル

８
で

維
持

9
1
0

実
施

箇
所

・
必

要
人

員
数

6
0

1
2

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）
経

過
時

間
（

時
間

）

備
考

1
0

2
0

6
7

8
3
0

4
0

5
0

3
4

5

事
象
発
生
20
分
後

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
準
備
開
始

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
準
備
完
了
が

必
要
と
な
る
時
間

（
大
量
送
水
車
起
動
か
ら
，
約

3.
1時

間
）
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ｅ．土石流対応のうち海水注水切替え等を決定・実施するための判断基準と

対応内容 

(a) 海水注水切替え等における土石流対応にあたっての流れ 

土石流対応にあたっての流れを以下に示す。なお，土石流対応のうち海

水注水切替え等を決定・実施するための判断基準と対応内容を第 3 表に示

す。 

① 発電所構内雨量計により，１時間雨量が 60mm 以上を確認した場合

には，警戒体制を構築し，発電所施設への監視を強化する。なお，

発電所構内の雨量に加え，気象庁から発表される防災気象情報を参

考にする。 

② 構内監視カメラによる確認や現場作業員による目視確認により，作

業場所周辺（代替淡水源である輪谷貯水槽（西１／西２）周辺）の

土石流危険区域①，②において土石流発生を確認した場合には，土

石流危険区域内のアクセスルート等への立入制限及び代替淡水源

（輪谷貯水槽（西１／西２））から海を水源とする原子炉等への注

水への切替え等の手順を講じることを決定・実施する。 
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第
3
表

 
土

石
流

対
応

の
う
ち
海

水
注
水

切
替

え
等
を

決
定
・

実
施
す

る
た

め
の

判
断

基
準

と
対

応
内

容
 

 
警
戒
体
制
の
構

築
（
監
視
強
化
）
 

海
水
注
水
切
替
え
等
の
決
定
・
実
施
 

判
断
基
準
 


 
発

電
所

構
内

の
雨

量
に

加
え

，
気

象
庁

か
ら

発
表

さ
れ

る
防

災
気

象
情

報
を

参
考

に
，

発
電

所
構

内
雨

量
計

に

よ
る
１
時
間
雨
量
が

60
mm

以
上
を
確
認
し
た
場
合
 


 
構

内
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
確

認
や

現
場

作
業

員
に

よ
る

目
視

確
認

に
よ

り
，

作
業

場
所

周
辺

（
代

替
淡

水
源

で
あ

る
輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
／

西
２

）
周

辺
）

の
土

石
流

危
険

区

域
①
，
②
に
お
い
て
土
石
流
発
生
を
確
認
し
た
場
合

※
 

対
 

応
 

内
 

容
 

通
常
時
 


 
警

戒
体

制
を

構
築

し
，

発
電

所
施

設
（

土
石

流
危

険
区

域
の
状
況
を
含
む
。）

へ
の
監
視
を
強
化
す
る
。
 


 
土
石
流
危
険
区
域
①
，
②
内
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
へ
の
立
入
を
制
限
す
る
。
 


 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
い
て
，
以
下
の
手
順
を
講
じ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
 

• 
海
を
水
源
と
し
た
原
子
炉
等
へ
の
注
水
と
す
る
こ
と
。
 

• 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

を
用

い
た

燃
料

補
給

と
す

る
こ

と
。
 

重
大
事
故
等
 

発
生
時
 


 
警

戒
体

制
を

構
築

し
，

発
電

所
施

設
（

土
石

流
危

険
区

域
の
状
況
を
含
む
。）

へ
の
監
視
を
強
化
す
る
。
 


 
土
石
流
危
険
区
域
①
，
②
内
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
へ
の
立
入
を
制
限
す
る
。
 


 
以
下
の
手
順
を
講
じ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
 

• 
代
替
淡
水
源
か
ら
海
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
等
へ
の
注
水
に
切
り
替
え
る
こ
と
。
 

• 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

か
ら

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵

タ
ン
ク
等
を
用
い
た
燃
料
補
給
に
切
り
替
え
る
こ
と
。
 

※
：

作
業
場
所
周
辺
（
代
替
淡
水
源
で
あ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
／
西
２
）
周
辺
）
の
土
石
流
危
険
区
域
①
，
②
に
お
い
て
土
石
流
発
生
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
も
，

発
電
所
構
内
の
状
況
，
防
災
気
象
情
報
（
警
戒
レ
ベ
ル
相
当
情
報
）
及
び
発
電
所
構
内
雨
量
計
に
よ
る
計
測
値
を
参
考
に
，
あ
ら
か
じ
め
海
水
注
水
切
替
え
等
の
事
前
準
備
を

実
施
す
る
，
並
び
に
人
的
被
害
の
予
防
の
観

点
で
，
海
水
注
水
切
替
え
等
を
決
定
・
実
施
す
る
場
合
が
あ
る
。
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(b) 海水注水切替えの決定・実施を判断するための土石流発生の確認方法 

作業場所周辺（代替淡水源である輪谷貯水槽（西１／西２）周辺）の土

石流危険区域①，②に対しての土石流発生の確認は，構内監視カメラによ

る確認や現場作業員による目視確認により実施する。具体的な確認方法を

以下に示す。 

ⅰ. 構内監視カメラによる確認 

重大事故等発生時においても土石流発生の確認ができるよう，構内監

視カメラ（ＤＢ設備）に加えて，構内監視カメラ（ＤＢ／ＳＡ設備）を

ガスタービン発電機建物屋上に，１台新規に設置する。 

ⅱ. 現場による目視確認（構内監視カメラ以外の確認） 

発電所構内の降雨状況により警戒体制を構築し，発電所施設（土石流

危険区域の状況を含む。）への監視を強化するが，通常時及び重大事故

等発生時共に，定期的な現場パトロールを行い，土石流発生状況を確認

する。 

可搬型設備の運転状況確認や，可搬型設備への定期的な燃料補給作業

を実施するため，現場作業員による目視確認により，土石流発生状況を

確認する。 

ⅲ. 事象発生確認後の連絡体制 

土石流が発生するおそれがある状況においては，既に警戒体制を構築

し監視強化を行っており，発電所構内の施設状況を適宜連絡することと

していることから，土石流発生を確認した後，遅滞なく，緊急時対策本

部において，海水注水切替えの決定・実施を判断可能である。 

 

(c) 土石流発生を確認するために新規設置する構内監視カメラ（ガスタービ

ン発電機建物屋上）の概要 

ⅰ. 設置目的 

重大事故等発生時においても，海水注水切替え等の決定・判断を遅滞

なく行えるよう，構内監視カメラ（ＤＢ設備）に加えて，作業場所周辺

（代替淡水源である輪谷貯水槽（西１／西２）周辺）の土石流危険区域

①，②における土石流発生状況を確認できる，耐震性を有する構内監視

カメラを，ガスタービン発電機建物屋上に１台新規設置する。 

ⅱ. 位置付け 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，「ＤＢ設備（第

二十六条 原子炉制御室等）／ＳＡ設備（第五十六条 重大事故等の収

束に必要となる水の供給設備）」として設置する。 

ⅲ．耐震設計及び供給電源 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の耐震設計は，Ｃ

（Ｓｓ機能維持）とし，非常用電源（無停電交流電源）及び代替交流電

源設備から給電可能とする。 
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ⅳ．監視方法 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，重大事故等発生

時に中央制御室において運転員により，また，緊急時対策所において緊

急時対策要員により監視可能とする。 

 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要を第 4 表に示

す。また，構内監視カメラの設置場所及び監視範囲を第 13，14 図に，

土石流危険区域方向の状況把握イメージを第 15図に示す。 

 

 

第 4表 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要 

 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

外観 

 

 

 

 

 

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 

可視光カメラ：光学ズーム 30倍 

       デジタルズーム 12倍 

赤外線カメラ：デジタルズーム１～４倍 

遠隔可動 
水平可動：360° 

上下可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃ（Ｓｓ機能維持） 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ガスタービン発電機建物屋上 １台 

※：詳細設計中であり変更の可能性がある。 
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第 13図 構内及び津波監視カメラの設置場所 

  

 

構内監視カメラ 

（３号炉原子炉建物屋上） 

EL 約＋42.2m 

構内監視カメラ 

（２号炉原子炉建物屋上） 

EL 約＋63.5m 

構内監視カメラ 

（通信用無線鉄塔） 

EL 約＋125.0m 

２号炉 １号炉 

３号炉 

緊急時対策所 

構内監視カメラ 

（固体廃棄物貯蔵所 C 棟屋上） 

EL 約＋55.2m 

構内監視カメラ  

（一矢谷） 

EL 約＋33.2m 

津波監視カメラ 

（２号炉排気筒） 

EL 約＋64.0m 

構内監視カメラ 

（ガスタービン発電機建物屋上） 

EL 約＋61.5m 

津波監視カメラ 

（３号炉北側防波壁上部（西）） 

EL 約＋15.0m 

 

津波監視カメラ 

（３号炉北側防波壁上部（東）） 

EL 約＋15.0m 
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第 14図 構内及び津波監視カメラの監視範囲  

サイトバンカ建物

消火タンク

固体廃棄物貯蔵所(Ａ棟)

66kV鹿島支線No.2-1鉄塔

固体廃棄物貯蔵所(B棟)

44ｍ盤

消火ポンプ

44ｍ盤

消火タンク

220kV第二島根原子力幹線

No.1鉄塔

サイトバンカ建物

消火ポンプ

土石流危険区域⑦

土石流危険区域⑥

土石流危険区域⑤

土石流危険区域④土石流危険区域③土石流危険区域②土石流危険区域①

凡例

：土石流危険区域（国土交通省国土政策局発行）

：カメラ監視不可範囲

：津波監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）設置場所

気象観測設備

第2-66kV開閉所

ガスタービン発電機建物
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（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西１／西２）の南側方向 

 

 

（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西１／西２）の北側方向 

 

第 15図 ガスタービン発電機建物屋上からの土石流危険区域①，② 

方向の状況把握イメージ 
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(d) 土石流発生後に海水注水切替えを決定・実施するとした場合の成立性 

海水注水切替え等の決定・実施の判断基準を「作業場所周辺（代替淡水

源である輪谷貯水槽（西１／西２）周辺）の土石流危険区域①，②におい

て土石流発生を確認した場合」とし，ホース展張等の事前準備を行わず，

土石流発生を確認後から決定・実施をしても，重大事故等の対応上，成立

することを確認した。 

 

 重大事故等発生後，可搬型設備を用いて原子炉等への注水を実施する

際の作業想定時間は，以下のとおり。 

輪谷貯水槽（西１／西２）を水源とした場合の想定時間： 

約２時間 10分（実績１時間 41分） 

海を水源とした場合の想定時間： 

約２時間 10分（実績１時間 40分） 

 重大事故等発生後，原子炉への注水は，高圧注水系（原子炉隔離時冷

却系，高圧原子炉代替注水系），低圧原子炉代替注水系（常設）を用い

て，優先的に実施する。 

 可搬型設備による原子炉等への注水は，代替淡水源である輪谷貯水槽

（西１／西２）を用いて準備を実施するが，注水準備には約２時間 10

分が想定される。注水準備完了後，土石流発生を確認し海を水源とし

た注水への切替えを決定・実施することを想定しても，高圧注水系，

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉等への注水に係るそれぞ

れの制約時間※までに，海を水源とした注水に切替えることが可能かど

うか確認した。 

 第 16 図のとおり，海を水源とした注水準備作業には約２時間 10 分が

想定されるが，土石流発生の確認及び海水注水切替え等の決定・判断

に 10 分を想定しても，高圧注水系及び低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉注水を実施している間に，海を水源とした原子炉等への

注水準備は完了可能なため，注水は途切れることなく継続可能である。 

 

※：高圧注水系：機能維持可能なサプレッション・プール水温度

100℃到達までの時間（約８時間） 

低圧原子炉代替注水系（常設）：炉心冠水，崩壊熱に応じた注水量

を考慮した低圧原子炉代替注水槽枯渇までの時間（約 21時間） 
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(2) 土石流の影響を受けない参集ルート

発電所敷地外から発電所構内への参集ルートは，通常の一矢入口及び本

谷入口を通過するルートに加え迂回ルートを確保している。 

一矢入口及び本谷入口を通過するルートは，発電所構内の土石流危険区

域の範囲内に含まれているため，土石流の影響を受けて通行できないおそ

れがあるが，土石流の影響を受けるおそれのない迂回ルート（宇中入口，

宇中谷入口，内カネ谷入口）により，発電所構内に参集する。 

発電所敷地外から発電構内への参集ルートを，第 17図に示す。 

第 17図 発電所敷地外から発電所構内への参集ルート及び 

緊急時対策所へのアクセスルート 
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添付資料-1 

 

海を水源とした場合の注水における所要時間を短縮する取り組みについて 

 

 

海を水源とした場合の原子炉等への注水作業時間を短縮する取り組みとして，

第 1 図のとおり海水取水用の可搬型設備を，大型送水ポンプ車から大量送水車

に変更することとした。 

 

1. 海を水源とした所要時間を短縮する取り組み 

時間短縮取り組み前後の訓練結果（タイムチャート）の比較を第 2図に，時

間短縮が可能な作業内容を第 1表に示す。 

訓練の結果，従来の大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用した作業時間

「２時間８分」に対して，大量送水車２台を使用した作業時間を「１時間 40

分」に短縮できることを確認した。 

なお，大量送水車による海水取水は水中ポンプ及び車載している送水ポンプ

による真空引き※１にて揚程を確保する。これに伴い，流路を「平型ホース」

から「平型ホース＋吸管」に変更※２する。 

※１：基準津波による引き波時において海水面が低下すると，水中ポンプだけでは揚程が不足

し海水取水できなくなるおそれがあるため。 

※２：平型ホースでは，送水ポンプの真空引きによりホースが潰れて流路が確保できないこと

から，真空引き区間を耐負圧力のある吸管にて流路を確保する。また，吸管敷設区間は

短く（10m×２本），訓練実績により平型ホースと同等の時間で敷設作業が可能であるこ

とを確認している。なお，吸管は「消防用吸管の技術上の規格を定める省令」に適合し

ており，耐負圧力(-94kPa で 10 分保持でも変形しないこと)があり，送水ポンプは-

82kPa 程度で海水を吸い込むことから変形することなく，流路が確保可能である。なお，

吸管は大量送水車の付属品（資機材）として車載し，保管する。 
 

 

 

第 1図 海を水源とした対応手順 概略図 
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【訓練実施日】令和２年５月 24日（天候：晴れ，気温 27℃） 

【訓練結果 】海水取水用の可搬型設備を大型送水ポンプ車から大量送水車に

変更することで，水中ポンプの設置作業時間及びホース敷設時

間を短縮することができ，全体作業時間を 28 分短縮し，１時間

40 分で終えることができることを確認した。 

 

 

   ：今回の訓練実績 

  ※：タイムチャート内の番号は第 1表の番号を示す 

第 2図 海を水源とした注水手順 実績時間タイムチャート 
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1
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主
な
時

間
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縮
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能
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作
業
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.
※
１
 

主
な
作
業
項
目

 
作
業
時
間
 

時
間
短
縮
可
能
な
作
業
内
容

 
変
更
前
 

変
更
後

 

①
 

海
水
取
水
箇
所
周
り
(Ｅ

Ｌ
8.
5m
)作

業
（
車
両
配
置
，
水
中
ポ
ン
プ
設

置
）
 

70
分
 

38
分

 

・
大

型
送

水
ポ
ン

プ
車

の
水
中
ポ
ン
プ
は
約

1
3
0
k
g
の
重
量
が
あ
り
車
載
の
ユ
ニ
ッ

ク
で

運
搬

・
設

置
作

業
を

実
施

す
る

の
に

対
し

，
大

量
送

水
車

の
水

中
ポ

ン
プ

は

約
20
kg

と
軽

量
で

あ
り
人
力
で
の
運
搬
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
運
搬
・
設
置

が
容

易
で
あ

り
，
時

間
を
要
し
な
い
。
 

・
大

量
送

水
車

は
，

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

に
比

べ
て

小
型

で
，

車
両

の
取

り
回

し
及

び
配

置
に
時

間
を
要

し
な
い
。

 

②
 

排
水
ラ
イ
ン
ホ
ー
ス
敷
設

 

（
Ｅ
Ｌ
8.
5m
）
 

49
分
 

該
当

 

作
業

 

な
し

 

・
②

の
作

業
に

お
い

て
，

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

は
，

ポ
ン

プ
の

流
量

調
整

範
囲

内
に

入
る

よ
う

排
水

ラ
イ

ン
を

設
置

し
流

量
を

確
保

し
て

い
た

が
，

大
量

送
水

車
は

，

ポ
ン

プ
の

出
口

圧
力

に
応

じ
た

流
量

調
整

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
排

水
ラ

イ

ン
の

設
置
を

要
し
な

い
。
 

上
記

②
の

作
業

を
要

し
な

い
こ

と
か

ら
，

海
水

取
水

箇
所

周
り

（
Ｅ

Ｌ
8
.
5m
）

の

緊
急

時
対

策
要

員
が

③
の

ホ
ー

ス
敷

設
作

業
を

実
施

す
る

こ
と

で
，

作
業

時
間

の

短
縮

が
可
能

で
あ
る

。
 

な
お

，
①

と
③

の
作

業
は

一
部

並
行

作
業

か
ら

，
作

業
負

荷
軽

減
の

た
め

，
シ

リ

ー
ズ

で
作
業

を
実
施

す
る
こ
と
に
変
更
し
た
。
 

・
③

の
作

業
に

お
い

て
，

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

を
使

用
す

る
場

合
に

は
，

海
水

取
水

箇
所

周
り

で
は

30
0A

ホ
ー

ス
を

敷
設

し
，

3
0
0
A

ホ
ー

ス
か

ら
媒

介
金

具
に

よ

り
，

15
0A

ホ
ー

ス
に

サ
イ
ズ
ダ
ウ
ン
し

15
0
A

ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
。
一
方
，
大

量
送

水
車

を
使
用

す
る
場
合
に
は
，
媒
介
金
具
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
，
1
5
0
A
ホ

ー
ス

の
み

を
敷

設
す

る
。

な
お

，
い

ず
れ

の
ホ

ー
ス

も
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

上
に

ホ

ー
ス

展
張
車

を
用
い

て
敷
設
す
る
。
 

・
大

量
送

水
車
に

変
更

す
る
こ
と
で
，

1
5
0A

ホ
ー
ス
（
約

３
k
g
/
m）

に
比
べ
て
重
い

30
0A

ホ
ー

ス
（

約
５

k
g/
m）

を
使
用
し
な
く
な
る
こ
と
，
媒
介
金
具
が
不
要
と
な

る
こ

と
か
ら

，
ホ
ー

ス
敷
設
・
接
続
に
時
間
を
要
し
な
い
。

 

③
 

車
両
間
（
Ｅ
Ｌ
8.
5m
～
Ｅ
Ｌ

15
m）

 

ホ
ー
ス
敷
設
 

46
分
 

16
分

 

※
1：

番
号
は

第
2
図

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

内
の

番
号
を

示
す
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【訓練時の考慮事項】 

○緊急時対策所から第３及び第４保管エリアに，時間を要する第二輪谷トンネ

ルを通行し，徒歩にて移動する。その後，第３及び第４保管エリアに配置す

る大量送水車にて各作業場所へ移動する。（アクセスルートは第 4図参照） 

○緊急時対策要員の装備は，炉心損傷防止時の作業も考慮し，防護具（全面マ

スク，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用する。 

○現場の工事状況等により一部作業ができない工程は，同等の作業等を模擬す

ることで作業時間を算出する。 

 具体的な作業は以下のとおり。（第 3 図参照） 

・大量送水車～海の流路確保作業（吸管，ホース敷設作業は，必要な長さ分

を考慮し，ポンプ運搬・投入作業は，ポンプ運搬距離及び投入距離を考慮

して模擬作業を実施） 

・流路の確保における防水壁乗り越え作業（防水壁の高さ分を想定した作業

を模擬して実施） 
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緊急時対策所からの徒歩移動 

（ＥＬ33m 付近） 

 

 

防水壁ホース乗り越え作業（模擬） 

（ＥＬ8.5m ２号炉取水槽付近） 

 

 

ホース敷設作業 

（ＥＬ8.5m～15ｍ 西側道路付近） 

 

吸管・ホース設置状況（模擬） 

（ＥＬ8.5m ２号炉取水槽付近） 

 

 
吸管・ホース・水中ポンプ設置完了後 

（模擬）（ＥＬ8.5m ２号炉取水槽付近） 

 

 

大量送水車へのホース接続 

（ＥＬ15m 原子炉建物西側）

 

第 3図 訓練風景写真 
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第 4図 訓練及び想定時間の算出に用いたアクセスルート 

 

2. 海を水源とした対応手順（ＳＡ手順）の変更 

海水取水に使用する可搬型設備を，大型送水ポンプ車から大量送水車に変更

することで，大量送水車を使用する手順を自主手順からＳＡ手順に，大型送水

ポンプ車を使用する手順をＳＡ手順から自主手順に変更する。 

上記を含む，海を水源としたＳＡ手順で使用する可搬型設備を，第 2 表に

示す。 

  ：海水取水箇所付近は工事中のため，
吸管・ホース敷設，防水壁乗り越え
及びポンプ運搬・投入作業ができな
いことから，隣接する道路上で模擬
にて作業を実施 
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第
2
表
 

海
を
水

源
と

し
た
Ｓ
Ａ

手
順
で

使
用

す
る
可
搬

型
設

備
の

状
況

 

Ｓ
Ａ
手
順
 

使
用
す
る
可
搬
型
設
備

※
１
 

変
更
前
 

変
更
後

 

・
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水

 

・
原
子
炉
格
納

容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

 

・
原
子
炉
格
納

容
器
下
部
へ
の
注
水

 

・
燃
料
プ
ー
ル

へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

 

・
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
用
）

※
２
 

・
大
量
送
水
車
（
送
水
用
）

 

・
大
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）

※
５
 

・
大
量
送
水
車
（
送
水
用
）

 

・
輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
）

又
は

輪
谷

貯
水

槽
（
西
２
）

へ
の
補
給

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
用
）

※
２

，
３
 

・
大
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）

※
３

，
５

 

・
原
子
炉
補
機

代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
用
）

※
２
 

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
用
）

 

変
更
な
し

 

・
大
気
へ
の
放

射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

 

・
航
空
機
燃
料

火
災
へ
の
対
応

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
用
）

※
４
 

変
更
な
し

 

※
１
：
（

 
）

内
は

可
搬

型
設

備
の

用
途

を
示

す
。

 

※
２

：
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
は

２
ラ

イ
ン

同
時

に
送

水
が

可
能

で
あ

り
，
「

大
量

送
水

車
（

送
水

用
）

へ
の

送
水

」
又

は
「

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
又

は
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

へ
の

補
給

」

と
「
移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

へ
の

送
水

」
で
使

用
す
る

大
型
送

水
ポ
ン

プ
車

（
１
台
）

は
，
同

一
の
も

の
を
使

用
す

る
。

 

※
３
：
海

水
取
水

及
び

送
水

を
１

台
で

実
施

す
る

。
 

※
４
：
海

水
取
水

及
び

放
水

を
１

台
で

実
施

す
る

。
 

※
５

：
海

を
水

源
と

し
た

原
子

炉
圧

力
容

器
等

へ
の

注
水

手
順

は
，
「

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
又

は
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
等

へ
の

注
水

」
が

で
き

な
い

場
合

に
実

施
す

る
こ

と
か

ら
，
「

輪
谷

貯
水

槽
（

西
１

）
又

は
輪

谷
貯

水
槽

（
西

２
）

へ
の

補
給

」
と

同
時

に
実

施
す

る
こ

と
は

な
い

た
め

，
大

量
送

水
車

（
海

水
取

水
用

）
は

同
一

の
も

の

を
使
用
す

る
。
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3. 海を水源とした原子炉等への注水手順の成立性 

海水取水に使用する可搬型設備を，大型送水ポンプ車から大量送水車に変更

した場合においても，以下の手順が成立することを確認した。 

・引き波時を考慮した海水取水の揚程（16.2m）を確保でき，原子炉等へ送

水する大量送水車への海水送水が可能であること。 

・原子炉圧力容器への注水に必要な流量（30m3/h）及び原子炉格納容器内へ

のスプレイに必要な流量（120m3/h）が同時に確保可能であること。 

 

4. 可搬型設備の台数及び保管場所の変更 

大量送水車は，「設置許可基準規則」第四十三条第３項第一号に基づき，２

ｎ＋α 設備として，３台確保する計画としていたが，大量送水車による海水

取水手順をＳＡ手順化することに伴い，５台確保することに変更する。 

なお，これに伴い，大量送水車の保管場所を第 3表のとおり変更する。 

 

第 3表 大量送水車の保有台数及び保管場所の変更 

設備名称 用途 使用場所 

変更前 変更後 

第１ 
保管 

エリア 

第２ 
保管 

エリア 

第３ 
保管 

エリア 

第４ 
保管 
エリア 

第１ 
保管 
エリア 

第２ 
保管 

エリア 

第３ 
保管 

エリア 

第４ 
保管 
エリア 

大量送水車 

送水用 
ＥＬ44m周辺 

ＥＬ15m周辺 
０台 １台 １台 

予備 

１台 
０台 １台 １台 ０台 

予備 

１台 

（兼用） 

※ 

海水取水用 ＥＬ8.5m周辺 ０台 ０台 ０台 ０台 １台 ０台 ０台 １台 

予備 

１台 

（兼用） 

※ 

※：送水用及び海水取水用の設置許可基準規則解釈第 43 条第５項に基づく，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップ（α）は，発電所全体で確保する。なお，

要求されるいずれの機能も満足するため，兼用で 1台確保する。 
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別紙（39） 

島根原子力発電所における敷地の特徴について 

島根原子力発電所の特徴は以下のとおりであり，これらの特徴を踏まえ，屋外

のアクセスルート及び保管場所を設定した。 

①標高差があること

②敷地が狭隘であること

③周辺斜面が近接していること
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1. 「①標高差があること」

・図 1に示すように，敷地高さは，主に，ＥＬ8.5m，ＥＬ15m，ＥＬ44m，ＥＬ

50mに分かれており，この敷地高さを考慮し，第１保管エリアをＥＬ50m，第

２保管エリアをＥＬ44m，第３保管エリアをＥＬ13～33m，第４保管エリアを

ＥＬ8.5mに設定する。

・施設護岸にＥＬ15mの防波壁等を設置することにより，基準津波は敷地（保

管場所含む。）に到達しないが，２セットある可搬型設備のうち少なくとも１

セットは，自主的に第４保管エリア（ＥＬ8.5m）以外の高台に保管場所を確

保する。 

・淡水取水場所（ＥＬ44m）及び海水取水場所（ＥＬ8.5m）と接続口（ＥＬ15m）

で標高差があることを踏まえ，可搬型設備を速やかに配置するために，淡水

取水場所周辺で使用する可搬型設備は，淡水取水場所直上に位置する第２保

管エリア（ＥＬ44m）又は淡水取水場所へのアクセス性と第２保管エリアとの

位置的分散を考慮した第３保管エリア（ＥＬ13～33m）に配置する。

・接続口及び海水取水場所（ＥＬ8.5m）周辺で使用する可搬型設備は，緊急時

対策所からのアクセス性を考慮し第１保管エリア（ＥＬ50m）又は海水取水場

所へのアクセス性と第１保管エリアとの位置的分散を考慮した第４保管エリ

ア（ＥＬ8.5m）に配置する。

第 1図 保管場所及び屋外アクセスルートと敷地高さ関係 
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2. 「②敷地が狭隘であること」

(1) 保管場所

・敷地が狭隘であり，敷地内の平地部に切土地盤（岩盤）が少ないことから，

平地を有効に利用することを目的として，基準地震動Ｓｓに対して損壊し

ない設計とする代替淡水源（密閉式貯水槽）である輪谷貯水槽（西１／西

２）の上部を第２保管エリアとして設定する。（第 2，3図）

第 2図 第２保管エリア平面図 

第 3図 第２保管エリア 断面図（短辺方向） 
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(2) 屋外のアクセスルート

敷地が狭隘であることに対して，屋外のアクセスルートに影響を及ぼすと

考えられる構造物が近接しており，近傍に迂回が可能なアクセスルートが少

ないことから，対策が必要と考えられる。 

このため，地震時に屋外のアクセスルートの通行に影響を及ぼすことが考

えられる構造物については，以下の対策を実施し，アクセスルートを確保す

る。 

・周辺構造物※1については，損壊・倒壊により可搬型設備の運搬等に必要な

幅員確保が困難と想定されることから，耐震評価を実施し，基準地震動Ｓ

ｓに対して損壊・倒壊しない設計とする。（第 4図）

・可搬型設備の通行に支障のある段差（15cm以上）の発生が想定される箇所

について，迂回せずに通行できるよう，あらかじめ鉄筋コンクリート床版

等による段差緩和対策を行う設計とする。（第 5図）

※1：耐震評価対象の周辺構造物

通信用無線鉄塔，66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔，220kV 第二島根原子力

幹線 No.1 鉄塔，220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔，第２－66kV開

閉所屋外鉄構，２号炉開閉所防護壁，防火壁，補助消火水槽，第２予

備変圧器，重油移送配管，重油タンク（No.1,2,3）の溢水防止壁，第

二輪谷トンネル，連絡通路 

1.0.2-631



第 4図 耐震評価対象の周辺構造物の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 5図 段差緩和対策箇所（沈下量評価結果） 
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3. 「③周辺斜面が近接していること」 

・保管場所及び屋外のアクセスルートに対して周辺斜面が近接しているが，設

定した保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり並びに，屋外のア

クセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりについて，保管場所及び

屋外のアクセスルートが法尻からの離隔距離があること（斜面が崩壊しても

影響しない。），若しくは基準地震動Ｓｓによるすべり安定性評価を実施し問

題ないことを確認する。（第 6図） 

 

 

第 6図 保管場所及び屋外のアクセスルートに影響を 

及ぼすおそれのある斜面 
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別紙(40) 

鉄塔の影響評価方針について 

 

島根原子力発電所構内の送電鉄塔，開閉所屋外鉄構及び通信用無線鉄塔（以下

「鉄塔」という。）について，アクセスルートの周辺構造物として，倒壊時の影響

評価方針を以下に示す。 

 

1. 影響評価 

(1) 影響評価鉄塔 

発電所構内のアクセスルート近傍に設置されている鉄塔を抽出する。設置

位置を第 1図に，設置状況を第 1表に示す。 

① 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔 

② 66kV鹿島支線 No.3鉄塔 

③ 第 2－66kV開閉所屋外鉄構 

④ 220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔 

⑤ 220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔 

⑥ 500kV島根原子力幹線 No.1鉄塔 

⑦ 500kV島根原子力幹線 No.2鉄塔 

⑧ 500kV島根原子力幹線 No.3鉄塔 

⑨ 通信用無線鉄塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 鉄塔配置図 
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第
1
表
 

鉄
塔
設

置
状

況
一
覧
表

 

 

鉄
塔
名
称
 

送
電
電
圧
 

鉄
塔
種
別
 

基
礎
構
造

※
 

支
持
地
盤
 

設
置
場
所
 

①
 
66
kV

鹿
島
支

線
No
.2
-1

鉄
塔
 

66
kV
 

山
形
鋼
鉄
塔
 

深
礎
基
礎
 

岩
盤
 

(
N
値

50
以
上
) 

標
高

10
8
.
1ｍ

 

②
 
66
kV

鹿
島
支

線
No
.3

鉄
塔
 

66
kV
 

山
形
鋼
鉄
塔
 

逆
Ｔ
字
型

基
礎
 

岩
盤
 

(
C
M
級
岩
盤
) 

標
高

71
.
8ｍ

 

③
 
第

2－
66
kV

開
閉
所
屋
外
鉄
構
 

66
kV
 

山
形
鋼
鉄
塔
 

マ
ッ
ト
型

基
礎
 

岩
盤
 

(
C
L
級
岩
盤
) 

標
高

47
.
2ｍ

 

④
 
22
0k
V
第
二
島
根
原
子
力
幹
線

No
.1

鉄
塔
 

22
0k
V 

山
形
鋼
鉄
塔

 
逆
Ｔ
字
型
基
礎
＋
杭
 

岩
盤
 

(
N
値

44
) 

標
高

45
.
2ｍ

 

⑤
 
22
0k
V
第
二
島
根
原
子
力
幹
線

No
.2

鉄
塔
 

22
0k
V 

山
形
鋼
鉄
塔

 
逆
Ｔ
字
型

基
礎
 

岩
盤
 

(
N
値

30
) 

標
高

14
8
.
4ｍ

 

⑥
 
50
0k
V
島
根
原
子
力
幹
線

No
.1

鉄
塔
 

50
0k
V 

鋼
管
鉄
塔
 

深
礎
基
礎
 

岩
盤
 

(
N
値

50
以
上
) 

標
高

12
3
.
9ｍ

 

⑦
 
50
0k
V
島
根
原
子
力
幹
線

No
.2

鉄
塔
 

50
0k
V 

鋼
管
鉄
塔
 

深
礎
基
礎
 

岩
盤
 

(
N
値

50
以
上
) 

標
高

15
9
.
7ｍ

 

⑧
 
50
0k
V
島
根
原
子
力
幹
線

No
.3

鉄
塔
 

50
0k
V 

鋼
管
鉄
塔
 

逆
Ｔ
字
型

基
礎
 

岩
盤
 

(
N
値

30
以
上
) 

標
高

15
4
.
8ｍ

 

⑨
 
通
信
用
無
線
鉄
塔
 

－
 

鋼
管
鉄
塔
 

マ
ッ
ト
型

基
礎
 

岩
盤
 

(
C
L
級
岩
盤
) 

標
高

64
.
0ｍ

 

※
 
鉄
塔
基
礎
構
造
図
を
第

2
図
に
示
す
。
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 第 2図 鉄塔基礎構造図(1/3) 

正面図 

平面図 

① 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔 ② 66kV鹿島支線 No.3鉄塔 
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 第 2図 鉄塔基礎構造図(2/3) 

④ 220kV第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔 
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 第 2図 鉄塔基礎構造図(3/3) 

⑥ 500kV島根原子力幹線 No.1 鉄塔 
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(2) 影響評価手順 

ａ．影響評価方法選定 

発電所構内の鉄塔を対象として，倒壊等による影響を想定する。 

アクセスルートへの影響想定としては，地震により，鉄塔が最下部から

全姿倒壊したケース及び鉄塔自体が斜面を滑落したケースとして評価する。 

鉄塔の影響評価方法選定フロー(以下「フロー」という。)を第 3 図に示

す。 

 

まずは，鉄塔を中心とした鉄塔高さを鉄塔倒壊時の倒壊範囲とし，鉄塔

倒壊時の倒壊範囲がアクセスルート上にあるかを確認する。(フロー:Ⅰ) 

(a)鉄塔倒壊時の倒壊範囲がアクセスルート上にある場合 

基準地震動Ｓｓにおける耐震性評価を行い，必要に応じて補強等の影響

防止対策を実施することで地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。

(フロー:耐震性評価) 

次に，鉄塔倒壊時に倒壊範囲がアクセスルート上にない場合であっても，

鉄塔に架線している送電線が落下し,アクセスルートに影響することが考

えられるため，鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響があるかを

確認する。(フロー:Ⅱ) 

また，鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がある場合,設備対

策によりアクセスルートの健全性が確保できるかを確認する。(フロー:Ⅲ) 

(b)鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がある場合（設備対策可） 

設備対策によりアクセスルートの健全性が確保できる場合は,設備対策

を実施する設計とする。 

更に,鉄塔倒壊し，鉄塔自体が斜面を滑落した評価（以下「鉄塔滑落評価」

という。）により滑落範囲を確認し，アクセスルートの健全性を確保する設

計とする。（フロー：設備対策） 

(c)鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がある場合（設備対策不可） 

設備対策によりアクセスルートの健全性が確保できない場合は,基準地

震動Ｓｓにおける耐震性評価を行い，必要に応じて補強等の影響防止対策

を実施することで地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。(フロ

ー: 耐震性評価) 

  (d)鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響がない場合 

鉄塔倒壊時の倒壊範囲及び送電線がアクセスルートに影響がない鉄塔に

ついても，鉄塔滑落評価により滑落範囲を確認し，必要に応じて設備対策

を行い，アクセスルートの健全性を確保する設計とする。（フロー：鉄塔滑

落評価） 

  (e) 斜面上に設置されている耐震性評価対象鉄塔 

耐震性評価対象鉄塔のうち斜面上に設置されている鉄塔については，斜

面の基準地震動Ｓｓによる安定性を確認し，必要に応じて補強等の影響防
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止対策を行い，アクセスルートの健全性を確保する設計とする。（フロー：

斜面安定性評価） 

 

第 4図に 66kV鹿島支線，220kV第二島根原子力幹線及び通信用無線鉄塔，

第 5 図に 500kV 島根原子力幹線の鉄塔損壊によるアクセスルートへの影響

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3図 影響評価方法選定フロー 
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第 4図 鉄塔倒壊によるアクセスルートへの影響想定 

（66kV鹿島支線，220kV 第二島根原子力幹線，通信用無線鉄塔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5図 鉄塔倒壊によるアクセスルートへの影響想定 

（500kV 島根原子力幹線） 
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ｂ．影響評価方法選定結果 

(a) 耐震性評価により鉄塔の耐震性を確認し，アクセスルート（車両・要

員）の健全性を確保する設計とする。（第二輪谷トンネルを経由したル

ート） 

第二輪谷トンネルを経由したルートに影響を及ぼす可能性のある，

66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔，第 2－66kV開閉所屋外鉄構，220kV第二島根

原子力幹線 No.1鉄塔，No.2鉄塔，通信用無線鉄塔の５基については，耐

震性評価を行い，耐震性を確保する設計とする。そのうち斜面に設置し

ている 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔，220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔，

通信用無線鉄塔については，斜面の安定性評価を行い，斜面がすべらな

いことを確認する。 

耐震性や斜面の安定性評価の結果，強度不足等により，評価が満足し

ない結果となった場合は，補強等の影響防止対策を行い，アクセスルー

トの健全性を確保する設計とする。 

 

(b) 設備対策を行い，アクセスルート(要員)の健全性を確保する設計とす

る。（１，２号炉原子炉建物南側を経由したルート） 

１，２号炉原子炉建物南側を経由したルートに影響を及ぼす可能性の

ある，66kV 鹿島支線 No.3鉄塔については，鉄塔滑落評価を行い送電線の

落下範囲を想定したうえで，送電線下部に連絡通路（例：ボックスカル

バート）を設置して，アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 

 

(c) 鉄塔滑落評価を行い，アクセスルート（車両・要員）の健全性を確保

する設計とする。 

鉄塔倒壊，送電線落下によりアクセスルートまで距離がある 500kV 島

根原子力幹線 No.1 鉄塔，No.2 鉄塔，No.3 鉄塔の３基については，鉄塔

滑落評価を行いアクセスルートの健全性を確認する。 

なお，評価が満足しない結果となった場合は，必要に応じて設備対策

を行い，アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 

 

上記の鉄塔評価選定結果を第 2 表に示す。また，各鉄塔について耐震

性評価，設備対策又は鉄塔滑落評価を行うことによる，アクセスルート

の健全性を確保した状態について，第二輪谷トンネルを経由したアクセ

スルート及び１，２号炉原子炉建物南側を経由したアクセスルートを第 6

図及び第 7図に示す。 

 

なお，参考に，鉄塔配置とアクセスルートまでの距離を第 8 図に示す。 
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第
2
表
 

鉄
塔
評

価
選

定
結
果
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覧
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（
○

：
実

施
，

―
：

対
象

外
）

 

送
電
鉄
塔
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ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

 

（
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両
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要
員
）

確
保
 

(
第
二
輪
谷
ト
ン
ネ
ル
を

経
由
し
た
ル
ー
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) 
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震
性
 

評
価
 

 

鉄
塔
 

滑
落
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価
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震
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評
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を
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塔
の
斜

面
上
設
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面
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定
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セ
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第 6図 影響評価方法選定結果によるアクセスルート確保 

（66kV鹿島支線，220kV 第二島根原子力幹線，通信用無線鉄塔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 7図 影響評価方法選定結果によるアクセスルート確保 

（500kV 島根原子力幹線） 
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第 8-1図 鉄塔配置断面位置図（①，③，④，⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① -1 66kV 鹿島支線 No.2-1鉄塔(急傾斜方向) 

①-2 66kV 鹿島支線 No.2-1鉄塔(アクセスルート最短(北東側)) 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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①-3 66kV 鹿島支線 No.2-1鉄塔(アクセスルート最短(南西側)) 

③ 第 2－66kV 開閉所屋外鉄構 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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④ 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔 

⑤ 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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第 8-2図 鉄塔配置断面位置図（②，⑨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②-2 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔(アクセスルート最短(北東側)) 

②-1 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔(急傾斜方向) 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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⑨ 通信用無線鉄塔 

②-3 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔(アクセスルート最短(北側)) 

アクセスルート 
（要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
アクセスルート 

（車両・要員） 
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第 8-3図 鉄塔配置断面位置図（⑥，⑦，⑧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥ 500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔(急傾斜方向) 

⑦-1 500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔(急傾斜方向) 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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⑦-2 500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔(アクセスルート最短(南東側)) 

⑦-3 500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔(アクセスルート最短(東側)) 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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⑧-2 500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔(アクセスルート最短(北側)) 

⑧-1 500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔(急傾斜方向) 

ガスタービン 
発電機建物 

アクセスルート 

（車両・要員） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
アクセスルート 

（車両・要員） 
アクセスルート 

（車両・要員） 
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⑧-3 500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔(アクセスルート最短(北西側)) 

第２保管エリア 
（輪谷貯水槽（西１／西２）） 

アクセスルート 

（車両・要員） 
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(3) 影響評価方法 

  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔及び No.2鉄塔を例に説明する。 

a. 耐震性評価 

鉄塔本体及び鉄塔基礎について，基準地震動Ｓｓによる評価を行い，評

価の結果，強度不足等により，評価が満足しない結果になった場合は，補

強等の影響防止対策を実施することで，地震時においても鉄塔が倒壊しな

い設計とする。 

基準地震動Ｓｓ５波のうち一次固有周波数における加速度応答スペクト

ルが大きいものを用いる。具体的にはＳｓ－Ｄ及びＳｓ－Ｎ１を用いる。 

(a)  鉄塔本体 

鉄塔部材と送電線をモデル化し，応答解析を行い，部材に発生する

応力が許容応力以下であることを確認する。 

(b)  鉄塔基礎 

鉄塔本体の地盤応答解析結果を基礎の応力解析に用い，鉄塔基礎の

強度及び地盤支持力を確認する。 

 

第 9図の耐震性評価フローに基づき確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9図 220kV 第二島根原子力幹線鉄塔耐震性評価フロー 

※安定性評価含む 
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[入力地震動作成] 

解放基盤面で定義された基準地震動Ｓｓを解放基盤モデルの逆応答解

析により解析モデル底面（T.P.-215m）まで引き戻した後，この引き戻し

波を用いて鉄塔位置の実地盤モデルにより順応答解析を行い，解析モデル

底面境界まで引き上げた地震波を作成する。（1次元波動論に基づく地震応

答解析を行う。） 

地震波にて 2次元動的 FEM 時刻歴非線形解析を行い，鉄塔本体の解析に

用いる入力地震動を作成する。 

[地盤応答解析] 

地震波を用いて2次元動的FEM 時刻歴非線形解析を行い鉄塔基礎の応力

解析に用いる地盤変位の算出を行う。 

[鉄塔本体解析モデル設定] 

・鉄塔モデル 

耐震性評価に用いる 220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔及び No.2鉄

塔の鉄塔モデルを第 10図に示す。対象鉄塔はすべて梁要素でモデル化

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10図 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔及び No.2 鉄塔のモデル 

 

  

 送電鉄塔（No.1） 送電鉄塔（No.2） 
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・架渉線モデル 

架空地線と電力線の架渉線はそれぞれの径間及び碍子装置を分割し，

棒要素（トラス要素）でモデル化する。 

・連成系モデル 

鉄塔と架渉線の連成系モデルを第 11図及び第 12図に示す。隣接鉄塔

まで含めた連成系モデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11図 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔を主とした連成系モデル 
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第 12図 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔を主とした連成系モデル 
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[地震動の入力位置及び方向] 

地震動は水平１方向と鉛直方向の同時入力とする。水平方向の入力方向

は，第 13図に示すとおり，架渉線の影響が強くなりやすい線路方向，腹材

の分担応力が大きくなりやすい線路方向と線路直角方向及び主柱材の分担

応力が大きくなりやすい対角方向の計８方向とする。 

地震動の入力方向及び位置を第 13図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13図 地震動の入力方向及び位置 

 

[減衰定数の設定] 

減衰定数の設定として鋼管鉄塔の減衰定数を２%，山形鋼鉄塔の減衰定数

を５%，架渉線の減衰定数を 0.4%として用いる。（第 3表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：入力位置 

８方向（45°区切り） 

270° 
315° 

0° 

45° 
90° 135° 

225° 

180° 

(若番側) 

(老番側) 
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第 3表 減衰の設定 

対象 振動数ｆ（Hz） 減衰定数ｈ※ 

鉄塔本体 
鋼管鉄塔 

鉄塔ごとに固有１次振動数を設定 
２％ 

山形鉄塔 ５％ 

架渉線 径間ごとに地線と電力線で固有１次振動数を設定 0.4％ 

※今回適用する基準地震動は兵庫県南部地震相当の大振幅応答になることから，

「平成７年兵庫県南部地震を踏まえた送配電設備の耐震性評価」（電力中央研究

所）の報告を参考とし，鋼管鉄塔を２％，山形鉄塔を５％とした。また，昭和

57 年に送電鉄塔の動的安定性の検討」（UHV 送電特別委員会の線路部会）の報

告を参考とし，架渉線を 0.4％とした。 

 

   [風の影響] 

 地震発生時に作用する風速として「建築基準法」を適用し，平成 12年 5

月 31日建設省告示第 1454号に定められた島根県松江市に該当する基準風

速 30m/sを考慮する。 

 

[鉄塔基礎解析モデル設定] 

・220kV第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔基礎モデル 

220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔基礎は，各床板に接続された鋼管

杭（φ700mm，L=8.5m～14.5m）で構成されており，鋼管杭を介して表層

から最大約 17m以深の岩盤で支持する構造形式である。 

なお，各脚間は不同変位の抑制を目的としたつなぎ梁が設けられてい

る。 

220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔基礎の解析モデルを第 14図に示

す。鋼管杭，基礎床板及びつなぎ梁は，鋼材及びコンクリートの線形モ

デルとし，地盤はばね要素でモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14図 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔基礎の解析モデル 
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・220kV第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔基礎モデル 

220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔基礎は，a，d 脚及び b，c脚のそ

れぞれで基礎型が異なり，基礎高さも異なる（ポスト継高さが異なる）

構造である。 

220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔基礎の解析モデルを第 15図に示

す。基礎体はコンクリートの線形モデルとし，地盤はばね要素でモデル

化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15図 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔基礎の解析モデル 

 

[鉄塔本体評価] 

鉄塔・架渉線連成系の有限要素モデルにて鉄塔本体地震応答解析を実施

する。得られた解析結果に風速 30m/s の風荷重を考慮し，部材発生応力の

最大値を抽出した後，部材・ボルト強度に対する安全率にて耐震性評価を

実施する。 

[鉄塔基礎評価] 

算出する発生応力が，鋼管杭（220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔基礎）

及び鉄筋コンクリート基礎部（220kV 第二島根原子力幹線 No.1鉄塔基礎及

び No.2基礎）の許容限界値を下回ることを確認する。 

[支持地盤の評価] 

No.1鉄塔：鋼管杭打設時の地盤が設計支持力以上の強度を有しているこ

とを確認する。 

No.2鉄塔：地層断面図より，基礎床板下面が岩盤に着底していることを

確認する。また，岩盤の物性値が，設計に使用している地盤

物性値以上であることを確認する。 

[補強案の検討] 

強度不足により，評価が満足しない結果となった場合は，補強等の影響

防止対策を実施する。 
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ｂ．斜面の安定性評価 

耐震性評価を行う鉄塔のうち斜面上に位置する鉄塔について，設置され

ている斜面の基準地震動Ｓｓによる安定性を確認する。 

対象斜面の安定性評価は「別紙（31） 保管場所及び屋外のアクセスル

ートの斜面の地震時の安定性評価について」において説明する。（第 16図

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 図 鉄塔及び保管場所・アクセスルート周辺 
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ｃ．鉄塔滑落評価 

(a)  66kV鹿島支線 No.3鉄塔 

66kV鹿島支線 No.3鉄塔の前後径間における送電線の実長，並びに送電

線の張力を考慮し，鉄塔滑落時における送電線の落下によるアクセスル

ートへの影響範囲を確認する。 

アクセスルートの影響範囲については，送電線下部に連絡通路（例： 

ボックスカルバート）を設置する設計とする。 

 

[評価前提条件] 

・鉄塔倒壊前には送電線は断線しない。 

・鉄塔倒壊時に周辺の他物との接触の影響により，１相の送電線が断線す

る。 

・鉄塔最下部から全姿倒壊することとする。 

・地滑りとの重畳は考えない。（地震による倒壊） 

[評価方法] 

・66kV鹿島支線 No.3鉄塔の前後径間の送電線張力を確認する。 

・送電線張力及びがいし・架線金具引張荷重が，鉄塔滑落時の許容応力を

満足していることを確認する。 

・送電線張力差，鉄塔設置場所勾配及び送電線実長を考慮し，滑落距離及

び滑落方向から影響範囲を確認する。 

 

第 17図に 66kV鹿島支線 No.3鉄塔の設置状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17図 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔設置状況 
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(b)  500kV島根原子力幹線 No.1鉄塔，No.2鉄塔，No.3鉄塔 

    500kV島根原子力幹線 No.1鉄塔，No.2鉄塔，No.3鉄塔の３基について

は，鉄塔滑落評価を行いアクセスルートの健全性を確認する。 

    評価前提条件及び評価方法については，66kV鹿島支線 No.3 鉄塔と同様

である。 

    なお，評価が満足しない結果となった場合は，必要に応じて設備対策

を実施し，アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 
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8．補足資料 

補足（1） 

第159回審査会合（平成26年11月13日）からの主要な変更点について 

 

 

第159回審査会合（平成26年11月13日）から第819回審査会合（令和元年12月24

日）間の主な変更点について，先行他プラントの状況や島根２号炉の審査の進捗

により対応が必要となった保管場所及び屋外アクセスルートについて，以下のと

おり変更を実施した。 

 

1. 保管場所の変更について 

・予備も原子炉建物から100m以上の離隔距離を確保することとしたため，２号

炉原子炉建物から100m以内に予備置場として設定していた第４保管エリアを

他の保管場所と統合し，第５保管エリアを第４保管エリアとして再設定した。 

・可搬型設備の数量見直し等に伴い，第１保管エリア及び第４保管エリアの形

状を変更した。 

・構内敷地造成，可搬型重大事故等対処設備等の数量見直しに伴い，第３保管

エリアをＥＬ44mからＥＬ33mに移設した。 

・輪谷貯水槽（西１／西２）を密閉式貯水槽に変更し，貯水槽上面を第２保管

エリアとして設定した。 

 

2. 屋外アクセスルートの変更について 

・発電所構内の道路をアクセスルート（可搬型設備の運搬，要員の移動等が可

能なルート）とサブルート（地震及び津波時に期待しないルート）に再設定

した。 

・１号炉北側の防波壁内側に新たにサブルートを設定し，防波壁内側に１，２

号炉の周回ルートを確保した。 

・管理事務所２号館は損壊することを前提として評価を行った。その結果，必

要な幅員が確保できない事から，南側背後斜面の一部を切取り，管理事務所

２号館の損壊による影響範囲外にアクセスルートの必要な幅員を確保した。 

・通行不能となる全ての段差発生箇所に対して，あらかじめ段差緩和対策を行

うこととする。これにより，仮復旧なしで可搬型設備の通行が可能である。 
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第 1図 保管場所設備及び可搬型設備アクセスルート 

（平成26年11月13日説明時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 保管場所設備及び屋外アクセスルート 

第１保管エリア（EL50m） 

第４保管エリア（EL8.5m） 

第２保管エリア（EL44m） 

第３保管エリア（EL33m） 

緊急時対策所 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯 

：防波壁 
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補足（2） 

作業に伴う屋外の移動手段について 

 

1. 作業に伴う屋外の移動手段について 

重大事故等時の屋外の移動手段については，対応する要員の負担及び対応す

る作業の迅速化の観点から，車両が使用可能な場合には車両による移動を基本

とする。 

なお，地震による重大事故等時において，緊急時対策所から可搬型重大事故

等対処設備の保管場所までのアクセスルートは必要な幅員を確保可能である。

（別紙(19)参照） 

 

2. 徒歩移動が必要となる作業に関する作業員の負担 

アクセスルートが確保できず車両による移動が困難な場合は，重機を操作す

る要員が保管場所まで徒歩で移動する必要がある。 

この場合，炉心損傷の徴候等に応じて放射線防護具を着用する（炉心損傷の

徴候等に応じて指示者が適切な放射線防護具類を判断し，要員に着用を指示す

る。）が，移動後の作業は重機での操作となること，重機にはエアコンが装備

されていることから，酷暑期であっても作業負担は軽減される。 

また，アクセスルートが確保されてからは車両で移動できることから，徒歩

による移動はないものと考えている。 

 

3. 徒歩移動時間の検証 

通常状態の道路における徒歩移動時間が時速４km であることの妥当性につ

いて，保守的に放射線防護具を着用した状況（全面マスク等を着用）での移動

時間を検証した。  
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第 1図 徒歩移動検証ルート 

 

第 1表 緊急時対策所から第４保管エリアまでの徒歩による移動時間 

ケース 所要時間 
参考 

天候等 被験者年齢 

被験者Ａ 全面マスク 

＋化学防護服

＋被水防護服

＋化学防護手

袋＋化学防護

長靴＋ヘッド

ライト 

29分 41秒 

曇り 

気温：11.0℃ 

湿度：67％ 

56才 

被験者Ｂ 30分 04秒 26才 

被験者Ｃ 31分 42秒 41才 

被験者Ｄ 32分 07秒 39才 

 

緊急時対策所から第４保管エリア（約 2,710m）まで，徒歩での移動時間は約

30分～32分であった。移動時間は積雪や暑さ等の環境による影響も考えられる

が，途中休憩を取る，又はスローペースで移動することにより想定する移動速

度（時速４km で想定すると 41分）程度での移動は可能であることを確認した。 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

 

緊急時対策所 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：検証ルート 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 
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補足（3） 

屋内のアクセスルートにおける資機材設備の転倒調査について 

アクセスルートにおける資機材設備の転倒等による影響について，有効性評価

の各事象の対応操作毎にウォークダウンを行っている。 

具体的な確認内容については，有効性評価の事象の対応操作において，時間的

裕度が少ない注水弁電源切替操作を例に，中央制御室から原子炉建物３階にある

Ａ及びＢ非常用電気室送風機室までのウォークダウン結果を示す。 

ウォークダウンに用いたアクセスルートは第 1図のとおりである。

ルート近傍にある資機材設備の場所及び大きさ，通路幅を計測した結果は第 1

表のとおりであり，「アクセスルート近傍の設置物は，転倒防止処置を施してい

る物を含めすべて転倒する」ものとし，「設置物が転倒した際，最も通路がふさ

がれるパターンを想定しても通行可能な幅が 30cmあれば通過可能」，「設置物が

転倒した際に設置物の移動が可能な場合（重量物でない場合）は，通過可能」と

した場合の各資機材設備に対する通行可能性評価を行った。通行できない場合は

乗り越えることを想定する。 

このケースの場合，乗り越えの可能性のある場所がないことを確認した。 

さらに，万一通常のアクセスルートが使用できない場合を想定し，他のアクセ

スルートについても通過可能であることを確認した。（第 1図の青破線）

このケースの場合，転倒による乗り越えの可能性のある箇所がないことを確認

した。 
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第 1表 資機材設備の設置状況 

番
号

場所 

（フロア） 
物品名 

（上段）物品の計測結果[mm] 
通路 

の幅 写真 高さ 奥行 幅 
最大 

長さ 

（下段）評価結果 [mm] 

①

廃棄物 

処理建物 

１階 

補助盤室

連絡通路 

資機材 

保管庫 

900 400 900 1,273 

1,590 
設置物が転倒したとしても通

路の幅が十分なため 

アクセス性問題なし

②

原子炉 

建物 

付属棟 

２階 

A-非常用

電気室

資機材 

保管庫 

1,800 400 900 2,013 

2,300 
設置物が転倒したとしても通

路の幅が十分なため 

アクセス性問題なし

③

原子炉 

建物 

付属棟 

２階 

B-非常用

電気室

踏み台 

900 700 500 1,141 

2,300 
設置物が転倒したとしても通

路の幅が十分なため 

アクセス性問題なし
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補足（4） 

作業時間短縮に向けた取り組みについて 

 

重大事故等時における可搬型代替交流電源設備からの電源供給を行う際，電

源ケーブルを敷設する作業時間を短縮する観点で，第 1図に示すあらかじめ建

物内にケーブル等を敷設配置することを実施している。 

 

 

 

 

  第 1図 電源設備の常設化概略図 

ﾒﾀｸﾗ 

切替盤 

ﾒﾀｸﾗ 

切替盤 

Ｃ－非常用 

所内電気設備 

Ｄ－非常用 

所内電気設備 

高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（西側） 

高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（南側） 

緊急用メタクラ 

原子炉建物 

新設常設化 既設 
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補足（5） 

屋外での通信機器通話状況の確認 

 

発電所構内における屋外での作業や移動中，及び発電所構外における要員参

集の途中において，通信機器が確実に機能することを以下の方法により確認し

た。 

 

方法：無線通信設備（携帯型）での通話確認 

屋外アクセスルート上の車中，又は，歩行において，緊急時対策所及び

中央制御室との通話が可能であることを確認する。  

 

結果：アクセスルート，サブルートからの通信状況は良好であること（一部連

絡が取りづらい場所も少しの移動で解消されること）を確認した。 

なお，第二輪谷トンネルについては，通信連絡設備が使用できないこと

から，入域の際と退出の際に緊急時対策本部へ連絡する運用とする。 
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第 1図 無線通信設備（携帯型）における通信状況の確認範囲 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

緊急時対策所 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 
 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 
：サブルート（車両・要員） 
：サブルート（要員） 

：可搬型設備の保管場所 
：防火帯 

第二輪谷トンネル（通信不可）

(EL50m) 
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補足（6） 

１～３号炉同時発災時における屋外のアクセスルートへの影響 

 

１～３号炉同時発災時におけるアクセスルートへの影響について，有効性評価

で提示したケースをもとに評価を行った。 

 

1. 前提条件 

(1) 想定する重大事故等＜有効性評価で説明＞ 

必要となる対応操作，必要な要員及び資源を評価する際に想定する各号炉

の状態を第 1 表に示す。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故及び共通要因による複数炉の重大事

故等の発生の可能性を考慮し，島根原子力発電所１，２号炉について，全交

流動力電源喪失及び燃料プールでのスロッシングの発生を想定する。なお，

１号炉の燃料プールにおいて，全保有水喪失を想定した場合は自然対流によ

る空気冷却での使用済燃料の冷却維持が可能と考えられるため※1，必要な要員

及び資源を検討する本事象では，燃料プールへの注水実施が必要となるスロ

ッシングの発生を想定した。 

また，不測の事態を想定し，１号炉において事象発生直後に内部火災が発

生していることを想定する。なお，水源評価に際しては１号炉における消火

活動による水の消費を考慮する。 

なお，島根原子力発電所３号炉については，初装荷燃料装荷前のため，燃

料からの崩壊熱除去が不要であり，アクセスルート等への影響評価のみを実

施する。 

２号炉について，有効性評価の各シナリオのうち，必要な要員及び資源（水

源，燃料及び電源）ごとに最も厳しいシナリオを想定する。 

２号炉への対応に必要となる緊急時対策所における活動，及び重大事故等

対策に係る作業，アクセスルートの移動による現場の線量率を評価する際に

おいて，１号炉の状態は放射線遮蔽の観点で厳しい１号炉の燃料プールの全

保有水喪失を想定する。 

※1：技術的能力 添付資料 1.0.16 「重大事故等時における停止号炉の影響に

ついて」参照 

 

(2) 必要となる対応操作及び必要な要員及び資源の整理 

「(1) 想定する重大事故等」にて必要となる対応操作，必要な要員，７日

間の対応に必要となる資源，各作業の所要時間について，第 2表及び第 1図

のとおり整理する。また，各号炉の必要な水量を第 3表，１号炉の注水及び

給電に用いる設備の台数を第 4表に示す。 
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(3) 想定する高線量場発生 

２号炉への対応に必要となる緊急時対策所における活動，及び重大事故等

対策に係る作業，アクセスルートの移動による現場線量率の概略を第 2 図～

第 3図に示す。 

 

2. １～３号炉同時発災時におけるアクセスルートへの影響について 

アクセスルートへの影響については，１号炉の燃料プールで全保有水が喪失

した場合の現場線量率をもとに評価した。第 2図に，線量率の概略を示す。 

 

(1) 緊急時対策所への参集及び保管場所への移動による影響 

緊急時対策所への参集については，管理事務所又は宿泊場所からのアクセ

スルートにおける徒歩の総移動時間は約 10分であり，各エリアでの移動時間

及び第 2図の現場線量率の関係より移動にかかる被ばく線量は約 1.7mSvとな

る。 

また，緊急時対策所から各保管エリアへの移動等における被ばく線量の一

例として，緊急時対策所から第４保管エリア（保守性を考慮し最も移動時間

がかかるエリア）への移動を考える。 

徒歩での総移動時間は約 40分であり，各エリアでの移動時間及び第 2図の

現場線量率の関係より移動にかかる被ばく線量は約 0.45mSv となる。 

なお，線量率の高いエリアは限られることから，これらを極力避けること

により，被ばく線量を抑えることができる。また，徒歩での移動に比べ車両

で移動した場合は総移動時間及び被ばく線量はより小さくなる。 

よって，高線量場の発生を含め，１号炉に重大事故等が発生した場合であ

っても，２号炉の重大事故等への対応作業のためのアクセスは可能であり，

重大事故等時における活動が可能である。 

 

(2) ２号炉の重大事故等への対応作業への影響 

２号炉の重大事故等への対応作業のうち，比較的時間を要する操作として

原子炉補機代替冷却系の準備操作(資機材配置及びホース敷設，起動及び系統

水張り)を想定しているが，１号炉の燃料プールに近い２号炉での当該操作場

所での線量率は，第 2図に示す線量率を内挿すると約５mSv/h となる。 

当該操作の想定操作時間は約７時間 20分であること，及びこの想定操作時

間には当該操作場所への移動時間が含まれていること，あるいは参集要員に

よる操作要員の交代も可能であることから，重大事故等時における活動が可

能である。 
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3. １～３号炉同時発災時におけるアクセスルートの輻輳性について 

１～３号炉同時被災時におけるアクセスルートの輻輳性について，徒歩での

移動によるアクセスルートの輻輳は考えづらいことから車両移動時の輻輳性に

ついて考慮する。 

地震による被害想定一覧を第 3図に示す。 

 

(1) 可搬型設備の移動の特徴 

島根原子力発電所の保管場所は，第１，２，３及び４保管エリアの４箇所

に可搬型設備が設置されている。このため，可搬型設備はタンクローリを除

き，保管場所から設置場所に移動する際の往路のみとなるため，車両の流れ

は基本的には１方向になることが可搬型設備の移動における特徴である。（第

3図） 

 

(2) 検討内容  

保管場所からの可搬型設備の移動において，第１，２，３及び４保管エリ

アから２号炉の使用場所までのアクセスルートのうち，仮復旧の必要はない

が，車両が交互通行となるアクセスルート（幅員７m未満）となる箇所を第 4

図に示す。 

第１，４保管エリアから２号炉に向かうアクセスルート及び第２，３保管

エリアから作業場所へ向かうアクセスルートの一部で片側通行となるが，タ

ンクローリを除き，可搬型設備は設置場所に移動する際の往路のみとなるた

め，車両の通行性に影響はない。 

なお，１号炉への対処として，燃料プールへの大量送水車による注水（第 1

図）及びタンクローリによる給油が考えられるが，これらについても，可搬

型設備の移動はタンクローリを除き保管場所から当該号炉への１方向となる

こと，また，注水が必要になるタイミングまで十分な時間的余裕があること

（第 3 表）から，アクセスルートの輻輳の要因とはならず，対応作業への影

響はないと考える。 

また，アクセスルートのうち道幅が狭い箇所（第 4 図）を各車両が通行す

る場合は，無線通信設備（携帯型）を使用し相互連絡することにより，交互

通行が可能であることから，車両の通行性に影響はない。 

 

 

4. 評価結果 

上記 2～3.の評価及び対策により，１～３号炉が同時に発災しても，２号炉重

大事故等の対応については影響を与えないことを確認した。 
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第
1
表
 

想
定
す

る
各

号
炉
の
状

態
 

 

項
目
 

２
号

炉
 

１
号
炉
 

要
員
 

・
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
 

・
燃
料
プ
ー
ル
で
の
ス
ロ
ッ
シ
ン

グ
発
生
 

・「
3.

1.
3 

雰
囲
気
圧
力
・
温
度
に

よ
る

静
的
負

荷
（
格
納

容
器

過
圧

・
過
温

破
損
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
を
使
用
し

な
い

場
合

」
 

・「
4.

2 
想
定
事
故
２
」

※
１
 

・
全
交
流
動
力
電
源
喪
失

※
２
 

・
燃
料
プ
ー
ル
で
の
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
発
生
 

・
内
部
火
災

※
３
 

水
源
 

・
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
 

・
燃
料
プ
ー
ル
で
の
ス
ロ
ッ
シ
ン

グ
発
生
 

・「
2.

1 
高
圧
・
低
圧
注
水

機
能

喪
失

」
，
「
2.
4.
2
 

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（

残
留

熱
除

去
系
が
故
障
し
た
場
合
）
」
 

・「
4.

2 
想
定
事
故
２
」

※
１
 

燃
料
 

・
外
部
電
源
喪
失
 

・
燃
料
プ
ー
ル
で
の
ス
ロ
ッ
シ
ン

グ
発
生
 

・「
2.

1 
高
圧
・
低
圧
注
水

機
能

喪
失

」
，
「

2.
4.
2
 

崩
壊

熱
除

去
機

能
喪

失
（

残
留

熱
除

去
系
が
故
障
し
た
場
合
）」
，「

2.
6 

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ
時

注
水
機

能
喪

失
」
 

・「
4.

2 
想
定
事
故
２
」

※
１
 

電
源
 

・
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
 

・
燃
料
プ
ー
ル
で
の
ス
ロ
ッ
シ
ン

グ
発
生

  

・「
2.

3.
1 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失

（
長

期
Ｔ
Ｂ

）
」

  

・「
4.

2 
想
定
事
故
２
」

※
１
  

※
１

：
サ

イ
フ

ォ
ン

現
象

に
よ

る
漏

え
い

は
，

サ
イ
フ
ォ

ン
ブ
レ

イ
ク
配

管
に
よ

り
停
止

さ
れ
る

。
  

し
た
が
っ

て
，
こ

の
漏

え
い

に
よ

る
影

響
は
ス
ロ

ッ
シ
ン

グ
に
よ

る
溢
水

に
包
絡

さ
れ
る

た
め
，
燃

料
プ
ー

ル
か

ら
の

漏
え

い
は

，
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

漏
え

い
を

想
定

す
る

。
 

※
２

：
燃

料
に

つ
い

て
は

高
圧

発
電

機
車

の
運

転
継
続
を

想
定
す

る
。

 

※
３

：
２

号
炉

は
火

災
防

護
措

置
が

強
化

さ
れ

る
こ
と
か

ら
，
１

号
炉
で

の
内
部

火
災
を

想
定
す

る
。
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第
2
表

 
同

時
被

災
時

の
１
，
２

号
炉

の
燃
料

プ
ー
ル
の

対
応
操

作
，

必
要

な
要

員
及

び
資

源
 

 

必
要

と
な
る

対
応
操
作
 

対
応

操
作
概

要
 

対
応

要
員
 

必
要
な
資
源
 

内
部

火
災
に

対
す
る
消
火
活
動

 
建
物
内
の
火
災

を
想

定
し
，
当

該
火

災
に

対
す

る
現
場
確
認
・

消
火

活
動
を
実

施
す

る
。
 

自
衛

消
防
隊
 

○
水
源

 
32
m
3 

○
燃
料

 
 

化
学
消
防
自
動

車
：

約
5
m3

 

（
0
.
0
2
7
5
 m

3 /
ｈ
×
2
4ｈ

×
7日

×
1
台
）
 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
：
約

5
m
3 

（
0
.
0
2
5
 
m3
/
ｈ
×

24
ｈ
×

7
日
×

1
台
）
 

各
注

水
系
に

よ
る
燃
料
プ
ー
ル

へ
の

注
水
（

復
水
輸
送
系
，
燃

料
プ

ー
ル
補

給
水
系
，
消
火
系
，

大
量

送
水
車

に
よ
る
燃
料
プ
ー

ル
へ

の
給
水

，
２
号
炉
は
有
効

性
評

価
の
シ

ナ
リ
オ
を
想
定
）

 

各
注
水
系
に
よ

る
燃

料
プ
ー
ル

及
び

格
納

容

器
へ
の
給
水
を

行
い

，
燃
料
プ

ー
ル

か
ら

の
崩

壊
熱
の
継
続
的

な
除

去
を
行
う

。
 

運
転

員
，
緊

急
時
対

策
要
員
，
 

８
時

間
以
降

を
目
安

に
発
電

所
外

か
ら
参

集
す
る
要
員
 

○
水
源
（
詳
細
は
第

3
表
参
照
）
 

・
１
号
炉
：

1
8
0m

3  
・
２
号
炉
：

4
,
1
7
4m

3※
 

※
２
号
炉
に
つ
い
て
は
有
効
性
評
価

「
2.
1
 

高
圧
・
低
圧
注
水
機
能
喪
失
」
，

「
2
.
4.
2
 

崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失
（
残
留
熱
除
去
系
が

故
障
し
た
場
合
）
」
で
想
定
し
て
い
る
水
源

(
3
,6
0
0m

3 )
も
含
む
 

○
燃
料
 

・
１
号
炉
 
大
量
送
水
車
：
約

1
2
m3

 

（
0
.
0
67
7m

3 /
ｈ
×
24
ｈ
×
7
日
×
１
台
）
 

・
２
号
炉
 
大
量
送
水
車
：
約
1
2
m3

 

（
0
.
0
67
7m

3 /
ｈ
×
24
ｈ
×
7日

×
１
台
）
 

高
圧

発
電
機

車
に
よ
る
給
電
，

受
電
 

高
圧
発
電
機
車

に
よ

る
給
電
，
受

電
操
作

を
実

施
す
る
。
 

運
転

員
，
緊

急
時
対

策
要
員
，
 

８
時

間
以
降

を
目
安

に
発
電

所
外

か
ら
参

集
す
る
要
員
 

○
燃
料
 

高
圧
発
電
機
車
：
約

1
9
m3

 

（
0
.
1
1m

3 /
ｈ
×
2
4
h×

7日
×
１
台
）
 

燃
料

給
油
作

業
 

大
量
送
水
車

及
び
高

圧
発
電
機

車
に

給
油

を

行
う

。
 

緊
急

時
対
策

要
員
 

－
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第 3表 １，２号炉の必要な水量 

 

 

１号炉 ２号炉 

廃止措置中※１ 運転中※１ 

炉 燃料プール 炉 燃料プール 

炉心燃料 全燃料取り出し 装荷済 

原子炉開放状態 開放（プールゲート閉） 未開放（プールゲート閉） 

水位 

― 

ＮＷＬ 

重要事故シー

ケンス（2.1 

高圧・低圧注

水機能喪失，

2.4.2 崩壊

熱除去機能喪

失（残留熱除

去系が故障し

た場合））に

よる 

ＮＷＬ 

想定するプラントの状態 

スロッシング

による漏えい 

＋全交流動力

電源喪失 

スロッシングに

よる漏えい 

＋全交流動力電

源喪失 

スロッシング 

溢水量※２（m3） 
180 180 

65℃到達までの 

時間（hr） 
111 17.94 

100℃到達までの 

時間（hr） 
266.4 43.07 

必要な注水量①※３（m3） － 394 

事象発生からTAF到達まで

の時間（hr） 
1,579 306.03 

通常水位（オーバーフロー

水位）から必要な遮蔽水位 
※４までの水位差（m） 

5.6 2.6 

必要な注水量②※３（m3） 180 574 

 
※１：廃止措置中の１号炉は平成27年４月時点での崩壊熱により算出。２号炉はプラント停止50日後の

崩壊熱により算出。 

※２：１号炉の溢水量は，２号炉の評価結果に基づきスロッシングによる溢水量を設定。（１号炉の燃

料プールは２号炉に比べて保有水量や表面積が小さいため溢水量は少なくなると考えられる） 

※３：「必要な注水量①」：蒸発による水位低下防止に必要な注水量。「必要な注水量②」：通常水位まで

の回復及びその後７日間通常水位を維持するために必要な注水量。 

※４：２号炉原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）での現場の線量率が10mSv/h以下となる水位。（遮

蔽水位の計算に用いた１号炉の線源の強度は保守的に設定（実際の保管体数798体に対して1,539

体保管している前提で評価）） 
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第
4
表
 

１
号
炉

の
注

水
及
び
給

電
に
用

い
る

設
備
の

台
数

 

 

記
載

は
設
置

台
数
で

あ
り
，
（

 
）
内
は
そ
の
系
統
の
み
で
注
水
す
る
の
に
必
要
な
台
数

 

 
１

号
炉
 

共
通
 

備
考
 

注
水

設
備
 

復
水
輸
送
系
 

３
(１

) 
－

 
全

交
流

動
力

電
源
喪
失
時
は
高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
給
電
を
実
施
す
る
こ
と

で
使

用
可
能
 

補
給
水
系
 

３
(１

) 
－

 
全

交
流

動
力

電
源
喪
失
時
は
高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
給
電
を
実
施
す
る
こ
と

で
使

用
可
能
 

消
火
系
 

２
(１

) 
－

 
全

交
流

動
力

電
源
喪
失
時
は
高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
給
電
を
実
施
す
る
こ
と

で
使

用
可
能
 

大
量
送
水
車
 

１
(１

) 
必

要
な

台
数

に
対
し

て
十
分

な
台

数
を
保

有
(
１
) 

十
分

時
間
余

裕
が
あ
る
た
め
，
１
台
を
用
い
て
，
必
要
な
箇
所
に
順
次
注
水
を

実
施

し
て
い

く
こ
と
が
可
能
 

給
電

設
備
 

高
圧
発
電
機
車
 

１
(１

) 
必

要
な

台
数

に
対
し

て
十
分

な
台

数
を
保

有
(
１
) 

十
分

時
間
余

裕
が
あ
る
た
め
，
１

台
を
用
い
て
，
必
要
な
箇
所
に
順
次

給
電
を

実
施

し
て
い

く
こ
と
が
可
能
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（

）
内

の
数

字
は
他
の
作
業
終
了
後
，
移
動
し
て

対
応
す
る

人
員

数
 

 
※

：
当
直

長
含
む
人
数
 
 

    

 

第
1
図
 

１
号
炉

に
お

け
る
各
作

業
と
所

要
時

間
 

 
 

な
お

，
２
号
炉
に
お
い
て
原
子
炉
運
転
中

を
想
定

し
た
場
合

，
原

子
炉

側
と
燃

料
プ
ー
ル

側
と

の
重

大
事
故
等
対
応
の
重
畳
も
考
え
ら
れ
る
が
，
運
転
中
に
燃
料
プ

ー
ル

貯
蔵
さ
れ
て
い
る
燃
料
の
崩
壊
熱
が

低
い
こ

と
か
ら
（

第
3
表

参
照

）
，
原

子
炉
側

の
事

故
対

応
が
収
束
に
向
か
っ
て
い
る
状
態
で
の
対
応
と
な
り
，
緊
急
時

対
策

要
員
や
参
集
要
員
に
よ
り
対
応
可
能

で
あ
る

。
ま
た
プ

ラ
ン

ト
状

態
の
監

視
に
お
い

て
も

，
原

子
炉
側
で
期
待
し
て
い
る
運
転
員
が
併
せ
て
燃
料
プ
ー
ル
側
を

監
視

で
き
る
た
め
，
現
在
の
要
員
で
の
対

応
が
可

能
で
あ
る

。
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第
2
図
 

線
量
率

の
概

略
分
布
（

１
号
炉

で
の

高
線
量
場

発
生

）
 

 

【
凡
例

】
 

：
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
（
車
両
・
要
員
） 

：
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
（
要
員
）
 

：
サ
ブ
ル
ー
ト
（
車
両
・
要
員
）
 

：
サ
ブ
ル
ー
ト
（
要
員
）
 

：
可
搬
型
設
備
の
保
管
場
所
 

：
防
火
帯
 

：
防
波
壁
 

３
号
炉

 

２
号

炉
 

１
号
炉

  

第
４
保

管
エ

リ
ア

（
Ｅ

Ｌ
8
.5
m）

 

第
３
保
管
エ
リ
ア
（

Ｅ
Ｌ

1
3～

3
3
m）

 

第
２
保
管
エ
リ
ア
（

Ｅ
Ｌ

4
4m
）

 

第
１
保
管
エ
リ
ア
（

Ｅ
Ｌ

5
0
m）

 

緊
急

時
対

策
所

 

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備
 

(
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
) 

 

 

 
 

5
00
m 

※
 

（
6.
0×

10
-
2 m
S
v/
ｈ
）
 

3
00
m 

※
 

（
0.
67
m
Sv
/ｈ

）
 

1
50
m 

※
 

（
5.
2m
S
v/
ｈ
）
 

8
0m
 

※
 

（
19

mS
v
/ｈ

）
 

3
0m
 
※
 

（
11
0m
S
v/
ｈ
）
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    第 3図 アクセスルートにおける地震後の被害想定（一覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

緊急時対策所 

 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） ：屋外タンクの溢水源  

：アクセスルート（要員） ：薬品施設 

：サブルート（車両・要員）                     ：鉄塔  

：サブルート（要員） ：送電線 

：可搬型設備の保管場所 ：鉄塔の影響範囲 

：可燃物施設の火災発生源（⇒消火）                ：防波壁                    
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第 4 図 アクセスルートのうち道幅が狭い箇所 

 

 

 

  

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

緊急時対策所 

 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 

：アクセスルート（要員） 
：仮復旧の必要はないが車両が交互通行となるアクセスルート（幅員７ｍ未満） 
：可搬型設備の保管場所 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 
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補足（7） 

海水取水場所での取水ができない場合の代替手段について 

 

海水取水については，ＥＬ8.5mに位置する海水取水場所（非常用取水設備（２

号炉取水槽））から取水することとしているが，２号炉の北側（海側）で海水取

水ができない場合を想定し検討を行った。 

海水取水の成立性について，大型航空機落下の影響を受けた場合を想定した原

子炉補機代替冷却系の設置及び使用の成立性について，大型航空機が非常用取水

設備（２号炉取水槽）へ落下すると仮定し評価を行った。（第 1図） 

評価の結果，非常用取水設備及び２号炉放水槽以外の海水取水場所（１号炉取

水槽，荷揚場，３号炉取水管点検立坑）は健全であるため，当該箇所から取水す

る。万一すべての取水場所が使用不可の場合は，格納容器フィルタベント系によ

る原子炉格納容器内の除熱を行う。燃料プールについては燃料損傷までの時間余

裕があることから，燃料プールスプレイ系等による注水に切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 海水取水場所と原子炉建物の配置図 

 

 

 

３号炉 

２号炉 
１号炉 

  

 

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 
：サブルート（要員） 
：防波壁 

：海水取水場所 

２号炉放水槽 

１号炉取水槽 

３号炉取水管点検立坑 

荷揚場 

100m 

非常用取水設備 

（２号炉取水槽） 
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補足（8） 

防波壁通路防波扉の運用について 

 

防波壁通路防波扉（以下「防波扉」という。）の配置図及び外観を第 1図に示

す。 

防波扉は，耐震Ｓクラス設備及び人力による開閉※１が可能な設計とする。ま

た，発電機※２又は常用電源による開閉も可能な設計とする。 

防波扉の運用については，通常時閉運用とし，現場での注意表示及び各種手順

書にて明記する。 

監視設備として，扉設置場所，中央制御室に警報ブザーを設置し，閉め忘れを

防止する。 

また，津波注意報，津波警報又は大津波警報発令時には速やかに閉止できる人

員を確保すること，当直長からのページング放送等により直ちに閉止することを

条件に開放を可とする運用とする。 

 

※１： 電源喪失時においても，第 2図に示す手動ウインチ※３又は手動ハンド

ル※４を用いた操作により確実に閉止可能な設計とする。 

※２： 防波扉開閉用の小型発電機。 

※３： 電動操作機と扉を開閉させるための減速機の連結を切り離すことによ

り，電源喪失時においても，手動による開閉操作が可能。 

※４： 電動操作機と連結する手動ハンドルを操作することで，電源喪失時に

おいても，手動による開閉操作が可能。 
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第 1図 防波扉配置図及び外観 

 

 

  

３号炉 

２号炉 
１号炉 

 

第４保管エリア（ＥＬ8.5m） 

第３保管エリア（ＥＬ13～33m） 

第２保管エリア（ＥＬ44m） 

第１保管エリア（ＥＬ50m） 

緊急時対策所 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

 

  

【凡例】 
：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 

：サブルート（車両・要員） 
：サブルート（要員） 
：防波壁 

：可搬型設備の保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

防波扉 

防波扉 

防波扉 

防波扉 
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手動ウインチ操作状況        手動ウインチ 外観写真 

 

 

手動ウインチ構造図 

 

第 2図 手動ウインチ及び手動ハンドルを用いた操作状況及び構造図 

（例：１，２号炉北側防波扉）（１／２） 
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手動ハンドル操作状況 

 

 
開閉装置（電動操作機，クラッチ装置，手動ハンドル，減速機）構造図 

 

第 2図 手動ウインチ及び手動ハンドルを用いた操作状況及び構造図 

（例：１，２号炉北側防波扉）（２／２） 

（電動操作機） 

（クラッチ装置） 

（減速機） 

手動ハンドル 
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補足（9） 

２号炉原子炉建物南側屋外のアクセスルートについて 

 

２号炉原子炉建物南側の最小の道路幅は「約 7.9m」，２号炉原子炉建物と南側

に位置する斜面との距離は「約 30.3m」であり，通常時においては可搬型設備（車

両）のすれ違いを考慮しても，十分な道路幅を確保している。 

なお，工事等において資機材（クレーン，トラック等）を配置する場合におい

ても，アクセスルートに必要な通行幅 3.0m※以上を確保する。 

また，アクセスルートのうち道幅が狭い箇所を車両が通行する場合は，無線通

信設備（携帯型）を使用し相互連絡することにより，交互通行が可能であること

から，車両の通行性に影響はない。 

※可搬型設備のうち最大幅の大型送水ポンプ車の車両幅（約 2.5m）及び使用ホ

ース中最大サイズの 300A ホース１本敷設の幅（約 0.4m）を考慮し設定。な

お，その他のサイズのホース使用時も１本敷設で使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第 1図 ２号炉原子炉建物南側における道路幅及び斜面との距離 

２号炉 
１号炉 

：アクセスルート 

２号炉 

原子炉建物 ２号炉 

廃棄処理建物 

約 30.3m 

約 7.9m 
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補足（10） 

大量送水車等使用時におけるホースの配備長さ並びにホースコンテナ及び 

ホース展張車の配備イメージについて

島根原子力発電所における大量送水車及び大型送水ポンプ車とともに使用するホ

ースの配備長さ，ホースコンテナ，ホース展張車等の配備イメージについて，以下に

示す。 

1. ホースの配備長さ

ホースの配備長さは，以下の考え方で設定した。

①用途ごとに算出したホース敷設距離（自主設備の使用を含む。）をもとに，敷設

数及び同時使用を考慮して必要長さを設定

②ホースコンテナ及びホース展張車に搭載可能なホース長さをもとに，ホース必要

長さを満足するコンテナ数及びホース展張車台数を設定

③ホースコンテナ数及びホース展張車台数とホースコンテナ及びホース展張車に

搭載可能なホース長さからホースの配備長さを設定

ホース展張車数は用途ごとの同時使用を考慮して設定した。

用途ごとのホース配備長さ，ホース展張車配備数を第１表に示す。また，用途ご

とのホース敷設ルートを第 1図～第 7図に，用途ごとのホース必要長さを第 2表～

第 8表に示す。 

2. ホースコンテナ及び展張車の配備イメージ

ホースコンテナ及び展張車の配備イメージについて，第 9表に示す。
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第 1図 ホース敷設ルート 
（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした低圧代替注水） 

 

第 2表 ホース敷設距離 

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした低圧代替注水） 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート① 

輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２） 

西側接続口 602m 626m 

 ルート② 西側接続口 702m 766m 

 ルート③ 南側接続口 649m 676m 

 ルート④ 南側接続口 726m 766m 

 

 

ルート① 

ルート③ ルート④ 

南側接続口 

西側接続口 

南側接続口 

西側接続口 

南側接続口 

西側接続口 

南側接続口 

西側接続口 

ルート② 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

1.0.2-698



第 2図 ホース敷設ルート（海を水源とした低圧代替注水）(１／３) 

第 3表 ホース敷設距離（海を水源とした低圧代替注水）(１／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート①
非常用 

取水設備 

西側接続口 1,322m 1,331m 

ルート② 南側接続口 1,370m 1,381m 

ルート③

２号炉放水槽 

西側接続口 1,307m 1,331m 

ルート④ 南側接続口 1,354m 1,381m 

非常用 

取水設備 

ルート① ルート②

ルート③ ルート④

西側接続口 

南側接続口 

非常用 

取水設備 

西側接続口 

南側接続口 

２号炉 

放水槽 

２号炉 

放水槽 

西側接続口 

南側接続口 

西側接続口 

南側接続口 
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第 2図 ホース敷設ルート（海を水源とした低圧代替注水）(２／３) 

第 3表 ホース敷設距離（海を水源とした低圧代替注水）(２／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート⑤

１号炉取水槽 

西側接続口 1,687m 1,731m 

ルート⑥ 南側接続口 1,735m 1,781m 

ルート⑦

荷揚場 

西側接続口 1,405m 1,431m 

ルート⑧ 南側接続口 1,452m 1,481m 

ルート⑤

西側接続口 

南側接続口 

ルート⑥

西側接続口 

南側接続口 

ルート⑦

西側接続口 

南側接続口 

ルート⑧

西側接続口 

南側接続口 

荷揚場 

１号炉 

取水槽 

１号炉 

取水槽 

荷揚場 
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第 2図 ホース敷設ルート（海を水源とした低圧代替注水）(３／３) 

第 3表 ホース敷設距離（海を水源とした低圧代替注水）(３／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート⑨
３号炉取水管 

点検立坑 

西側接続口 1,550m 1,567m 

ルート⑩ 南側接続口 1,694m 1,728m 

ルート⑩

ルート⑨

３号炉取水管 

点検立坑 

３号炉取水管 

点検立坑 

西側接続口 

南側接続口 

西側接続口 

南側接続口 
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第 3図 ホース敷設ルート 

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給）(１／２) 

第 4表 ホース敷設距離

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給）(１／２) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート①
輪谷貯水槽（東１）及び

輪谷貯水槽（東２） 
輪谷貯水槽 

（西１）及び 

輪谷貯水槽 

（西２） 

434m 455m 

ルート②
非常用 

取水設備 
1,589m 1,610m 

ルート③ ２号炉放水槽 1,574m 1,610m 

ルート④ １号炉取水槽 1,954m 1,960m 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) ルート①

ルート②

ルート③ ルート④

非常用 

取水設備 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

２号炉放水槽 
１号炉取水槽 

輪谷貯水槽(東１)及び 

輪谷貯水槽(東２) 
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第 3図 ホース敷設ルート 

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給）(２／２) 
 

第 4表 ホース敷設距離 

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給）(２／２) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート⑤ 荷揚場 輪谷貯水槽 

（西１）及び 

輪谷貯水槽 

（西２） 

1,672m 1,710m 

 ルート⑥ 
３号炉取水管 

点検立坑 
1,966m 2,010m 

 

 

 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 

荷揚場 

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) ルート⑤ 

ルート⑥ 

３号炉取水管 

点検立坑 
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第 4図 ホース敷設ルート（低圧原子炉代替注水槽への補給）(１／３) 

第 5表 ホース敷設距離（低圧原子炉代替注水槽への補給）(１／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート①
輪谷貯水槽（西１）及び 

輪谷貯水槽（西２） 

低圧原子炉代替

注水槽 

726m 766m 

ルート②
純水タンク 

（Ａ），（Ｂ） 
318m 355m 

ルート③
１号ろ過水 

タンク
483m 505m 

ルート④
２号ろ過水 

タンク
530m 555m 

低圧原子炉 

代替注水槽 

純水タンク 

（Ａ），（Ｂ） 

低圧原子炉 

代替注水槽 

１号ろ過水 

タンク

２号ろ過水 

タンク

低圧原子炉 

代替注水槽 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ルート①

ルート②

ルート③ ルート④

輪谷貯水槽(西１)及び 

輪谷貯水槽(西２) 
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第 4図 ホース敷設ルート（低圧原子炉代替注水槽への補給）(２／３) 
 

第 5表 ホース敷設距離（低圧原子炉代替注水槽への補給）(２／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート⑤ 
非常用 

ろ過水タンク 

低圧原子炉代替

注水槽 

907m 915m 

 ルート⑥ 
非常用 

取水設備 
1,370m 1,381m 

 ルート⑦ ２号炉放水槽 1,354m 1,381m 

 ルート⑧ 荷揚場 1,452m 1,481m 

 

 

 

 

非常用ろ過水 

タンク 

低圧原子炉 

代替注水槽 非常用 

取水設備 

低圧原子炉 

代替注水槽 

２号炉 

放水槽 

荷揚場 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ルート⑤ 

ルート⑥ 

ルート⑦ 

ルート⑧ 

低圧原子炉 

代替注水槽 
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第 4図 ホース敷設ルート（低圧原子炉代替注水槽への補給）(３／３) 

第 5表 ホース敷設距離（低圧原子炉代替注水槽への補給）(３／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート⑨
３号炉取水管 

点検立坑 

低圧原子炉代替

注水槽 
1,694m 1,728m 

３号炉取水管 

点検立坑 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ルート⑨
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第 5図 ホース敷設ルート（復水貯蔵タンクへの補給）(１／３) 

第 6表 ホース敷設距離（復水貯蔵タンクへの補給）(１／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート①
輪谷貯水槽（西１）及び 

輪谷貯水槽（西２） 

復水貯蔵 

タンク

712m 786m 

ルート②
純水タンク 

（Ａ），（Ｂ） 
491m 535m 

ルート③
１号ろ過水 

タンク
655m 685m 

ルート④
２号ろ過水 

タンク
703m 735m 

,

(B)

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 5図 ホース敷設ルート（復水貯蔵タンクへの補給）(２／３) 

第 6表 ホース敷設距離（復水貯蔵タンクへの補給）(２／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート⑤
非常用ろ過水 

タンク

復水貯蔵 

タンク

1,080m 1,085m 

ルート⑥
非常用 

取水設備 
1,332m 1,360m 

ルート⑦ ２号炉放水槽 1,316m 1,360m 

ルート⑧ １号炉取水槽 1,697m 1,760m 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 5図 ホース敷設ルート（復水貯蔵タンクへの補給）(３／３) 

第 6表 ホース敷設距離（復水貯蔵タンクへの補給）(３／３) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

ルート⑨ 荷揚場 
復水貯蔵 

タンク

1,415m 1,460m 

ルート⑩
３号炉取水管 

点検立坑 
1,560m 1,590m 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 6図 ホース敷設ルート（放射性物質拡散抑制） 
 

第 7 表 ホース敷設距離（放射性物質拡散抑制） 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート① 非常用取水設備 

放水砲 

747m 755m 

 ルート② ２号炉放水槽 330m 355m 

 ルート③ １号炉取水槽 643m 655m 

 ルート④ 荷揚場 545m 555m 

 

 

 

 

非常用 

取水設備 

放水砲 

２号炉 

放水槽 

放水砲 

１号炉 

取水槽 

放水砲 

荷揚場 

放水砲 

ルート① 
ルート② 

ルート③ 
ルート④ 
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第 7図 ホース敷設ルート（最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送） 

(１／２) 
 

第 8表 ホース敷設距離（最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送）(１／２) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート① 非常用取水設備 

移動式代替 

熱交換設備 

908m 925m 

 ルート② ２号炉放水槽 388m 425m 

 ルート③ １号炉取水槽 815m 825m 

 ルート④ 荷揚場 603m 625m 

 

 

 

 

移動式代替 

熱交換設備 

非常用 

取水設備 

２号炉 

放水槽 

移動式代替 

熱交換設備 

１号炉 

取水槽 

移動式代替 

熱交換設備 

荷揚場 

移動式代替 

熱交換設備 

ルート① ルート② 

ルート④ ルート③ 
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第 7図 ホース敷設ルート（最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送） 

(２／２) 
 

第 8表 ホース敷設距離（最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送）(２／２) 

凡例 ルート 水源 送水先 敷設距離 必要長さ 

 ルート⑤ ３号炉取水管 

点検立坑 

移動式代替 

熱交換設備 
1,529m 1,575m 

 

 

移動式代替 

熱交換設備 

ルート⑤ 

３号炉取水管 

点検立坑 
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車
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張
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補足（11） 

地震時における屋外のアクセスルートへの放射線影響について 

 

発電所内の構造物が地震により損壊することを想定した場合のアクセスルート

への放射線影響について検討した。 

 

1. 損壊を想定する構造物 

防波壁内側に設置される構造物のうち，耐震Ｓクラス（Ｓｓ機能維持含む。）

の構造物※を除く全ての構造物が地震により損壊することを想定する。 

※：別紙(28)第 5表及び第 6表の評価結果により耐震評価に基づき影響がな

いことを確認した構造物 

 

2. 構造物損壊時の放射線影響 

1.において損壊を想定する構造物のうち，放射性物質を内包する設備等を含

む構造物（以下「構造物」という。）を以下に示す。構造物の配置を第 1図に，

構造物が地震により損壊した場合の放射線影響を第 1表に示す。 

・固体廃棄物貯蔵所Ｂ棟 

 

なお，上記に示す構造物の他に，サイトバンカ建物，固体廃棄物貯蔵所Ａ棟，

固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟，固体廃棄物貯蔵所Ｄ棟に線源となる設備があるが，各

建物内にある線源からアクセスルートまでは十分に離れていることから，重大

事故等対応に影響を及ぼすものではないと考えている。 

 

3. アクセスルートへの放射線影響 

2.に示した構造物が地震により損壊した場合のアクセスルートに対する放射

線影響について検討した結果，重大事故等対応に影響を及ぼすものはないと考

える。 

(1)重大事故等対応において，ポンプ設置作業を実施することにより，作業時間

が比較的長くなる場所となる可搬型設備の作業場所（２号炉原子炉建物周辺，

２号炉取水槽周辺）付近に構造物が設置されていない。 

(2)比較的線量率の高い構造物（固体廃棄物貯蔵所Ｂ棟）の周辺にアクセスルー

トが設定されているが，可搬型設備の通行時に一時的に通過する場所であり，

長期間滞在することはないため，放射線影響は小さい。 
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第 1図 地震による損壊を想定する放射性物質を内包する構造物 

 

 

第 1表 構造物損壊時の放射線影響 

構造物名称 
放射性物質を 
内包する設備等 

放射線影響 

（構造物損壊時） 

固体廃棄物貯蔵所Ｂ棟 ドラム缶※1 約 2mSv／h※2 

※1：雑固体廃棄物（管理区域内の作業によって生じた金属や養生シート等の可燃雑

物），セメントや溶融体等の固化された物，焼却炉で可燃物を燃やした後の灰

等を保管 

※2：ドラム缶表面 

 

 

 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 
：防波壁 
：可搬型設備作業場所 

２号炉原子炉建物 

２号炉取水槽 

サイトバンカ建物 

固体廃棄物 

貯蔵所Ｂ棟 

固体廃棄物 
貯蔵所Ｄ棟 

固体廃棄物 

貯蔵所Ａ棟 

 

【凡例】 

：アクセスルート（車両・要員） 
：アクセスルート（要員） 
：サブルート（車両・要員） 

：サブルート（要員） 
：防波壁 
：可搬型設備作業場所 

固体廃棄物 

貯蔵所Ｃ棟 

３号炉 

２号炉 
１号炉 
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補足（12） 

飛来物発生防止対策のうち固縛を解除する時間の考慮について 

 

1. 飛来物発生防止対策のうち固縛の概要 

可搬型設備は，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影

響を及ぼす施設に悪影響を及ぼす可能性のある飛来物源として，飛来物発生防

止対策の選定フローに従い選定した対策手法により固縛を実施する。 

第1図に島根原子力発電所２号炉の飛来物発生防止対策の選定フロー，第2図

に飛来物発生防止対策の例を示す。 

可搬型設備は，上記の選定フローに従い，固定，緊張固縛又は余長付き固縛

のいずれかの対策手法により保管場所に固縛することとしている。 

 

2. 固縛解除作業の想定時間 

第1表に飛散物発生防止対策エリア内に位置する第３保管エリアにおける可

搬型設備の出動準備に係る作業内容と作業時間を示す。 

飛来物発生防止対策のうち固縛の解除は，重大事故等時における可搬型設備

の出動準備約40分のうち，車両等出動前確認の約10分で行うことを想定する。 

 

第1表 可搬型設備の出動準備作業時間と固縛解除作業の想定時間 

作業内容 作業時間 合計時間 

緊急時対策所から保管場所までの移動

（第３保管エリアの場合） 
約 30分 

約 40分 
車両等出動前確認（可搬型設備の固縛

解除を含む。） 
約 10分 
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【飛来物発生防止（固定，固縛）の手法の例】 

・飛来物発生防止対策のうち，固定及び固縛の手法の例を下図に示す。 

 

第 2図 飛来物発生防止対策の例 

 

3. 固縛解除作業の想定時間の妥当性 

車両等出動前確認の作業内容と固縛解除作業の想定時間の妥当性について以

下に示す。 

(1) 車両等出動前確認の作業内容等 

飛散物発生防止対策エリア内に位置する第３保管エリアに保管する可搬型

設備は，ホイールローダ，大量送水車，中型ホース展張車（150A），タンク

ローリ及び予備として保管する大型送水ポンプ車，移動式代替熱交換設備，

高圧発電機車がある。その中で，重大事故等時の初動対応として出動が想定

される可搬型設備は，アクセスルート確保に使用するホイールローダ，給水

確保に使用する大量送水車及びその中型ホース展張車（150A），燃料補給に

使用するタンクローリである。車両等出動前確認においては，これらの可搬

手法 対策の概要図 

①固定  
飛来物源に固定金具を 

取り付けて固定 

②緊張固縛  
飛来物源を連結材 
（ロープ）を用いて 

固縛 

③余長付き 
固縛 

 

飛来物源を連結材 
（ロープ）を用いて 

固縛 
【動き代がある】 

 

 

 

  
  
 

  
 

        

  

  

    

  

車両 

  

資機材 

  

 

 

  

  
  

  
  

  

資機材 
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型設備について以下の作業を実施する。 

 

ａ．可搬型設備の固縛解除及び輪留め取り外し 

第3図に可搬型設備の固縛解除の概要，第2表に重大事故等時の初動対応

において固縛解除する箇所数を示す。なお，ホイールローダは，飛散評価

により飛来物とならないことから固縛不要である。 

第2表に示す固縛箇所数に対して，固縛解除は２名１組で対応することと

し，固縛箇所１箇所当たりの作業時間については，約１分と設定する。ま

た，固縛解除に併せて輪止めの取り外しを行う。 

 

第 2表 重大事故等時の初動対応において固縛解除する箇所数※ 

対象設備 
台数 

（台） 

固縛箇所数（箇所） 

１台あたり 合計 

中型ホース展張車（150A） １ ３ ３ 

大量送水車 １ ３ ３ 

タンクローリ １ ３ ３ 

初動対応で固縛解除する箇所数 ９ 

※：第３保管エリアにおいて，初動対応として出動が想定される可搬型設備を対象とする。 

また，固縛箇所数は今後の検討結果等により変更となる可能性があるが，作業時間に影響

がない範囲で行う。 
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第 3図 可搬型設備の固縛解除の概要 

 

 

 

 

基礎 

（固縛状態） 

基礎 

（コンクリート） 

可搬型設備 

（固縛対象設備） 

連結材（胴巻き） 

固定材 

連結材（連結） 

固定材 

可搬型設備 

（固縛対象設備） 
連結材（胴巻き） 

連結材（連結） 

基礎 

（固縛解除状態） 

固定材 

可搬型設備 

（固縛対象設備） 

連結材（胴巻き） 

連結材（連結） 

連結材を解く 

連結材引き寄せ 

※：今後の検討結果等により変更となる可能性があるが，作業時間に影響がな

い範囲で行う。 

基礎地盤 

（アンカー部） （アンカー部） 
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ｂ．外観点検及びエンジン始動 

外観点検及びエンジン始動は２名１組で対応することとし，徒歩による

移動速度（４km／h）に余裕を考慮した時間として，可搬型設備１台当たり

約１分と設定する。 

 

(2) 固縛解除作業の想定時間の妥当性 

重大事故等時の初動対応において，固縛対象となる可搬型設備の出動準備

は緊急時対策要員９名で実施する。想定時間の妥当性確認に当たっては，保

守的に以下の事項を考慮する。 

 

  ・ホイールローダ，大量送水車，中型ホース展張車（150A）及びタンクロー

リの車両等出動前確認は，各２名で実施 

 

上記を踏まえ，固縛解除を含む車両等出動前確認に要する時間について検

討した結果，約４分で対応が可能であることより，固縛解除作業の想定時間

は妥当であることを確認した。（第3表） 

現実的には，妥当性確認において考慮していない緊急時対策要員１名の増

員による対応も可能であることから，車両等出動前確認時間は短縮するもの

と考える。 
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第 3表 車両等出動前確認に係る想定時間の妥当性 

対象設備 
作業 

内容 
対象数※3 

単位 

作業時間 

対応 

要員※5 

作業時間 

作業 合計 

ホイールローダ 

固縛 

解除※1 
０箇所 

１分／ 

箇所※4 
１組 

０分 

１分※6 
外観 

点検※2 
１台 １分／台 １分 

中型ホース展張車 

（150A） 

固縛 

解除※1 
３箇所 

１分／ 

箇所※4 
１組 

３分 

４分※6 
外観 

点検※2 
１台 １分／台 １分 

大量送水車 

固縛 

解除※1 
３箇所 

１分／ 

箇所※4 
１組 

３分 

４分※6 
外観 

点検※2 
１台 １分／台 １分 

タンクローリ 

固縛 

解除※1 
３箇所 

１分／ 

箇所※4 
１組 

３分 

４分※6 
外観 

点検※2 
１台 １分／台 １分 

※1：可搬型設備の固縛解除及び車輪止め外し 

※2：外観点検及びエンジン始動 

※3：各設備の固縛箇所数及び台数は第 2表参照 

※4：緊張固縛又は余長付き固縛を解除する時間 

※5：対応要員１組２名で構成 

※6：１組（２名）で対応するため，固縛解除後に外観点検を実施する場合の作業時間を記載 
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補足（13） 

２号炉と同じ敷地内で実施する工事における 

資機材，廃材等による屋外のアクセスルートへの影響 

 

２号炉と同じ敷地内で実施する工事における資機材，廃材等によるアクセスル

ートへの影響について，以下のとおり確認した。 

 

1. 影響評価  

(1) 想定事象と２号炉重大事故等対応に影響を与える可能性 

２号炉と同じ敷地内において，第３系統直流電源設備設置工事，１号炉の

廃止措置作業等（以下「第３系統直流電源設備設置工事等」という。）を行

っている。 

第３系統直流電源設備設置工事等が２号炉重大事故等対応に影響を与える

可能性を検討した結果を第 1表及び第 1図に示す。 

 

(2) 作業環境を踏まえた対策の実施 

第３系統直流電源設備設置工事等に用いる資機材（クレーン，ユニック車，

トラック等）は，容易に転倒しないように設置し，また，資機材，廃材（鉄

骨等）等が荷崩れしないように固縛する。仮に，資機材，廃材等が転倒又は

荷崩れした場合でも，屋外の重大事故等対処設備を損壊させない位置及びア

クセスルートに必要な通行幅３mを確保できる位置に配置する。特に，クレ

ーンについては，作業により一時的にアームを伸ばした状態で転倒した場合

にアクセスルートとして必要な通行幅３mを確保できない場合は，複数のア

クセスルートのうち通行可能なルートを使用する。 

また，第３系統直流電源設備設置工事等に用いる資機材及び廃材は，２号

炉と同様の管理を行い，設計飛来物の影響を超えることのないように飛来物

発生防止対策を実施する。 

さらに，竜巻の襲来が予想される場合には，速やかに作業を中断するとと

もに，建物搬入口の閉止，クレーン等の作業車両については退避，固縛等の

必要な措置を講じる。 

なお，第３系統直流電源設備設置工事等の実施に伴い，掘削等の作業によ

り複数のアクセスルートを確保できない場合には，アクセスルートを確保す

るため，耐震性を有する構台等を設置する。 

 

(3) 運用対策の実施 

２号炉重大事故等対応に影響を与えないためには，上記 1.(2)に記載した

第３系統直流電源設備設置工事等で使用する資機材又は発生する廃材に対す

る運用管理が必要である。これらの運用管理については，確実に実施するた

めに手順として原子炉施設保安規定に規定し，ＱＭＳ規程に基づき実施する。 
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2. 評価結果 

上記 1.より，２号炉と同じ敷地内で実施する工事における資機材，廃材等が，

２号炉重大事故等の対応に影響を与えないことを確認した。 

 

第 1表 第３系統直流電源設備設置工事等における資機材，廃材等に 

関する想定事象と可能性のある影響 

影響評価項目 想定事象 可能性のある影響 

作
業
環
境 

物的 

影響 

損壊 

流出物 

・第３系統直流電源設備設置工事等に

用いる資機材（クレーン等）の転倒

又は資機材及び廃材（鉄骨等）の荷

崩れ 

・竜巻による第３系統直流電源設備設

置工事等で使用する資機材，発生す

る廃材等の転倒，荷崩れ，飛来 

 

・屋外の２号炉重大事故

等対処設備が損傷又は

アクセスルートが通行

不可となる。 
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補足（14） 

アクセスルートの用語の定義 

 

アクセスルートの用語の定義を以下に整理する。整理結果を第 1表に示す。 

 

1. 屋外アクセスルート 

屋外アクセスルートは，緊急時対策所及び可搬型設備の保管場所から設置場

所及び接続場所までのルートであり，「アクセスルート」と「サブルート」で

定義する。 

 

2. 屋内アクセスルート 

屋内アクセスルートは，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内

における各設備の操作場所までのルートであり，「アクセスルート」と「迂回

路」で定義する。 

 

第 1表 アクセスルートの用語の定義 

場所 大分類 小分類 概要説明 

屋外 屋外アクセス 

ルート 

アクセスルート ・地震及び地震に随伴する津波を考慮して

も使用が可能である。 

・有効性評価及び技術的能力手順において

時間評価に用いた経路とする。 

サブルート ・地震及び津波時に期待しないルート。 

・地震，津波その他の自然現象の影響評価

対象外とする。 

屋内 屋内アクセス 

ルート 

アクセスルート ・地震，地震随伴火災及び地震随伴内部溢

水の影響を受けない。 

・有効性評価及び技術的能力手順において

時間評価に用いた経路とする。 

迂回路 ・地震，地震随伴火災及び地震随伴内部溢

水の影響を受けない。 

・転倒した常置品及び仮置資機材の人力に

よる排除や乗り越え等により通行が可能

である。 

・アクセスルートを使用できない場合に使

用可能な経路。 
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補足（15） 

迂回路における人力による仮置資機材の排除の考え方について 

  

 

屋内の迂回路における人力による仮置資機材の排除の考え方，仮置資機材の

軽量物や重量物の選定及び仮置資機材の設置に関する運用について整理し，ア

クセス性を確保するとともに，運用を社内規程に定める。 

 

 

1. 迂回路における人力による排除可能な重量 

屋内の迂回路における仮置資機材の排除の考え方について，人力（２名）で

排除可能な軽量物（40kg以下）と排除できない重量物（40kg 超過）を定義し社

内規程に定める。 

また，転倒時において通行可能な迂回路幅が確保できないかつ，乗り越え（高

さ 40cm程度※１）ができない仮置資機材のうち重量物は迂回路周辺に置かない

ことを社内規程に定める。 

※１：「建築基準法施行令」第二十三条（階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び

踏面の寸法）を参考に２段分の段差を設定。 

【考え方】第１項（四）：蹴上げ（高さ）寸法 22cm／段×２段≒40cm 

 

第 1表 仮置資機材の重量目安 

仮置資機材 

種別 

仮置資機材 

重量目安 
考え方 

軽量物 40kg※２以下 人力（２名）で排除が可能な仮置資機材 

重量物 40kg超過 
軽量物を超える重量の仮置資機材であり，人力（２名）

による排除ができない仮置資機材 

※２：厚生労働省公表の「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 年 6月 18日）を参

考に設定。 

   【考え方】腰痛予防の目安とされている基準が 18歳以上の男子労働者の場合は体重

のおおむね 40％以下である。また，「厚生統計要覧」（平成 30年度 厚

生労働省公表）によると 18 歳以上の男性の平均体重が 60kg程度であるこ

とから，人力により排除可能な重量は２名作業を想定し，60kg×40%×2

名≒40kg 以下と設定する。 
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補足（16） 

保管場所内の可搬型設備配置について 

 

1. 可搬型設備の配置の考え方 

各保管エリア内の可搬型設備の配置は，以下事項を満足した必要な離隔距離

を確保する設計とすることから，隣接する可搬型設備及びアクセスルートに影

響を与えることはない。 

・車両の地震による転倒防止及び加振試験による変位量を考慮した離隔距離の

確保※1 

・竜巻による飛散防止を考慮した固縛※2 

・車両火災による他の車両への影響を想定した離隔距離（3.0m以上）の確保※3 

・保管場所の敷地境界から3.0m以上の空地の確保※4 

 

また，可搬型設備は，作業性及び車両の動線を考慮し，手順毎に設備をまと

めて配置する設計とすることから，搬出に支障となることはない。また，車両

移動を考慮した通行幅は，アクセスルートに必要な通行幅（3.0m以上※5）を確保

し，他の可搬型設備と干渉しない設計とすることから，搬出に支障はない。 

 

保管エリア毎の可搬型設備の配置を第1～5図に示す。 

 

※1：車両同士の離隔距離は，隣り合う設備の変位量（加振試験にて確認した変

位量であり，第１，３，４保管エリアの最大値は約1.5m，第２保管エリア

の最大値は約1.8m）の合算値以上とする。 

なお，車両と構造物（遮蔽壁，コンテナ等）間は，構造物は移動しない（コ

ンテナはボルト固定，免震重要棟は最大変位量を考慮）ことから，車両の

変位量以上の離隔距離を確保する。 

※2：飛来物発生防止対策エリア内のみを対象とする。 

※3：「設置許可基準規則」第六条（外部火災）における評価。保管場所におい

て，車両（可搬型設備）の火災が起こったとしても周囲の車両に影響を及

ぼさないことを評価。具体的には，燃料積載量の大きい大型送水ポンプ車

（エンジン用燃料タンク）の火災により熱容量の最も小さいタンクローリ

（走行用燃料タンク）が受熱する際に，軽油の温度が許容限界温度となる

危険距離を求める。 

その結果，危険距離は2.2mとなり，可搬型設備間の離隔距離を3.0ｍ以上

取ることにより，影響を及ぼすことはないと評価できる。 

※4：可搬型設備には危険物である燃料油や可燃物を含むものがあることから，

その保管場所については，「危険物の規則に関する政令」で要求される空

地のない対象設備は，同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第十一条

第一項第二号で要求される空地の幅を参考にして，保管場所の敷地境界か
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ら3.0m以上の空地を確保する。 

※5：可搬型設備のうち最大車両幅を有する大型送水ポンプ車の車両幅（約2.5m）

及び使用するホースのうち最大サイズの300A ホース１本敷設の幅（約

0.4m）を考慮し，設定する。なお，その他のサイズのホース使用時も１本

敷設で使用する。 

 

2. 第１保管エリア 

・各可搬型設備は，必要な離隔距離を確保したうえで，作業性を考慮して手順

毎に使用する設備をまとめて配置する。また，同一手順で使用する可搬型設

備同士を必要に応じて縦列配置にする設計とする。 

・緊急時対策所関連設備（緊急時対策所用発電機，緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ），緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタ

ユニット）は，配置場所にて使用するため移動することはない。 

・第１保管エリア内の通路のうち最も狭い免震重要棟遮蔽壁と緊急時対策所間

等においても通路幅は約４mあり，可搬型設備のうち最大幅の大型送水ポンプ

車の車両幅（約2.5m）を考慮しても，通行に支障はない。 

・第１保管エリア内の最小離隔距離は，免震重要棟遮蔽壁と化学消防自動車等

間の1.5mであり，地震による変位量を考慮し，互いに干渉しない設計とする。 

・一部に埋戻部が存在することから，詳細設計段階において決定する地下水位

が埋戻部下端以浅となる場合，噴砂による不陸の影響の評価を実施し，不陸

の発生が想定される場合は，あらかじめ路盤補強等の対策を行う。 

 

3. 第２保管エリア 

・代替淡水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の上部に，淡

水送水手順に使用する大量送水車，中型ホース展張車（150A），可搬型スト

レーナを，必要な離隔距離を確保した上で，縦列配置する設計とする。 

・中型ホース展張車（150A）は，出入口近傍に配置し，搬出する際に，大量送

水車と干渉しない設計とする。 

・第２保管エリア内の最小離隔距離は，可搬型ストレーナ間の5.6mであり，互

いに干渉しない設計とする。 

 

4. 第３保管エリア 

・可搬型設備毎に，コンクリート基礎を設置し，それぞれ出入口を確保したう

えで，他可搬型設備と干渉しない設計とする。 

なお，コンクリート基礎は，地震時における各可搬型設備の変位量を考慮し

た十分な広さを確保し，コンクリート基礎から落下しない設計とする。また，

可搬型設備同士は必要な離隔距離を確保する。 

 ・第３保管エリア内の最小離隔距離は，可搬型ストレーナ間の2.5mであり，互

いに干渉しない設計とする。 
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5. 第４保管エリア 

・各可搬型設備は，必要な離隔距離を確保したうえで，手順毎に使用する設備

をまとめて配置する。また，同一手順で使用する可搬型設備同士を必要に応

じて縦列配置にする設計とする。 

・重大事故等時に，優先的に使用する可搬型設備は，出入口付近に配置する設

計とする。 

・埋戻土上には，可搬型重大事故等対処設備（α及び予備を除く。）は配置し

ない。 

 ・第４保管エリア内の最小離隔距離は，大型送水ポンプ車と大型ホース展張車

（300A）間等の 3.0m であり，地震による変位量を考慮し，互いに干渉しない

設計とする。 

 ・可搬型設備（α及び予備を除く。）は，切土地盤（岩盤）上に保管し，通行

範囲の埋戻土はあらかじめコンクリート置換等の対策を実施することから，

噴砂による不陸の影響はない。
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補足（17） 

有効性評価で用いる屋外のアクセスルートの設定について 

 

有効性評価及び技術的能力において，作業成立性の時間評価に用いるアクセス

ルート※1の更なる確保を目的として，サブルート※2の成立性を検討した。 

 

1. １，２号炉北側のサブルートの成立性検討 

サブルートのうち，緊急時対策所～第３保管エリア及び第４保管エリアに接

続するルートとして，第 1図に示す防波壁内側の１，２号炉北側のサブルート

（海側ルート）の成立性を検討した。 

検討した結果，（1）～（3）に示すとおり，地震時においては，重量物の転

倒・落下や，複数の建物の倒壊影響範囲が重畳すると想定されるため，有効性

評価を考慮した時間内に復旧作業を実施し，要員又は車両の通行が困難な見込

みであることから，引き続き，海側ルートは地震及び津波時には期待しないサ

ブルートとする。 

 

※1：地震及び津波の影響を考慮し，基準津波の影響を受けない防波壁内側に

あって，基準地震動Ｓｓによる被害の影響を考慮したルートと位置付け，

有効性評価において作業成立性の時間評価に用いる。  

※2：地震及び津波時に期待しないルートと位置付けるため，地震及び津波そ

の他の自然現象の影響評価対象外とする。 

 

第 1図 海側ルート  

1.0.2-736



(1) 管理事務所 1号館北側周辺 

第 2図に示すとおり，所内ボイラ建物，管理事務所１号館，管理事務所４

号館，２号倉庫の倒壊影響範囲内にある。 

各建物の倒壊影響範囲は重畳すると想定されるため，重機による撤去は困

難であること及び迂回もできないことから，地震後の被害状況を踏まえ，サ

ブル―ト（地震及び津波時に期待しないルート）とする。 

 

 

第 2図 管理事務所 1号館北側周辺 
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(2) １号炉取水槽周辺 

第 3図に示すとおり，１号炉の電解液受槽，除じん機吊上クレーン，ガン

トリクレーン，処理水受入タンクの倒壊影響範囲内にある。 

特に，除じん機吊上クレーンは，重量物であり重機による撤去は困難であ

ること及び迂回もできないことから，地震後の被害状況を踏まえ，サブル―

ト（地震及び津波時に期待しないルート）とする。 

 

 

 

 

第 3図 １号炉取水槽周辺 
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(3) ２号炉タービン建物北側周辺 

第 4図に示すとおり，取水槽ガントリクレーン，北口警備所，変圧器消火

水槽の倒壊影響範囲内にある。 

特に，取水槽ガントリクレーンは，重量物であり重機による撤去は困難で

あること及び迂回もできないことから，地震後の被害状況を踏まえ，サブル

―ト（地震及び津波時に期待しないルート）とする。 

 

 

 

第 4図 ２号炉タービン建物北側周辺 
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2. 有効性評価における作業成立性の実績時間の見直し 

仮復旧なしで可搬型設備（車両）及び要員の通行が可能なアクセスルートと

して，第 5図に示すとおり「１，２号炉原子炉建物南側を経由したルート」と

「第二輪谷トンネルを経由したルート」の２ルートを設定している。 

１，２号炉北側のサブルート（海側ルート）のアクセスルート化が困難なこ

とから，現在，有効性評価及び技術的能力において，「１，２号炉原子炉建物南

側を経由したルート」を用いて作業成立性の時間評価を実施しているが，作業

時間の観点でより保守的な評価となる「第二輪谷トンネルを経由したルート」

を用いた時間評価に，第 1表のとおり見直す。 

所要時間目安が変更となるものの，タンクローリによる燃料補給を除き，い

ずれも現状の想定時間内となる。なお，タンクローリによる燃料補給の想定時

間を見直すが，タンクローリによる燃料補給は第 6図に示すとおり，初動で実

施する大量送水車起動後の燃料枯渇前までに実施することで良いため，想定時

間の変更に伴う影響はない。 
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第 5図 緊急時対策所を起点とし，第４保管エリアを経由した 

ＥＬ8.5m 及びＥＬ15m エリア作業用アクセスルート 
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第 1表 要員の移動ルート変更に伴う有効性評価の作業時間 

 

緊急時対策所～１，２号炉原子炉 

建物南側を経由した場合の 

作業時間 

緊急時対策所～第二輪谷 

トンネルを経由した場合の 

作業時間 

所要時間目安※1 想定時間※2 所要時間目安※1 想定時間※2 

大量送水車による注水等 １時間 33分 ２時間 10分 １時間 41分 ２時間 10分 

原子炉補機代替冷却系による

除熱 
５時間 33分 ７時間 20分 ５時間 41分 ７時間 20分 

タンクローリによる燃料補給 １時間 29分 １時間 40分 ２時間 12分 ２時間 30分※ 

燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）による燃

料プール注水 

２時間 15分 ２時間 50分 ２時間 25分 ２時間 50分 

※1：実機による検証及び模擬により算定した時間 

※2：移動時間＋操作時間に余裕を見て設定 

 

 

第 6図 タンクローリの想定時間変更 タイムチャート 

（全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）） 

 

 

操作項目 操作の内容

運転員

（中央制御室）
復旧班要員

状況判断
1人

A
― ・ 外部電源喪失確認等

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）準備操作
―

14人

a～n

・ 放射線防護具準備

・ 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備

　（大量送水車配置，ホース展張，接続）

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）注水操作

（2人）

a,b
・ 低圧原子炉代替注水系（可搬型）注水操作

― ・ 放射線防護具準備／装備

―
・ 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等から

　 タンクローリへの補給

燃料補給作業 ― ・ 大量送水車への補給

補給作業に約20分必要となる

ため枯渇20分前までに準備完

了が必要

2時間30分 余裕時間

                   適宜実施

燃料補給準備
2人

r,s

10分

10分

2時間10分

大量送水車起動後，

約3.5時間後までに

燃料補給を実施

原子炉水位をレベル３～レベル８で維持

9 10

実施箇所・必要人員数

60 1 2必要な要員と作業項目

経過時間（分） 経過時間（時間）

備考10 20 6 7 830 40 50 3 4 5

事象発生20分後 タンクローリ準備開始 タンクローリの準備完了が

必要となる時間

（大量送水車起動から，約3.1時間）
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補足（18） 

第819回審査会合（令和元年12月24日）からの主要な変更点について 

 

第819回審査会合（令和元年12月24日）からの主な変更点を以下に示す。 

 

1. 土石流が発生した場合の対策内容 

・管理事務所２号館南東に，土石流の影響を受けるおそれのないアクセスルー

ト（要員）を確保する。アクセスルートの対策の一例を第1,2図に示す。 

・第１保管エリアに保管していたｎ設備と，第４保管エリアに保管していた予

備を入れ替えた。また，資機材についても保管場所を第１保管エリアから第

４保管エリアに変更した。これに伴い，保管場所を確保するため，第４保管

エリアの範囲を拡充した。第４保管エリアの位置を第2図に示す。また，保

管場所を変更した設備を第1表に示す。 

 

2. 鉄塔関係 

・66kV鹿島支線No.2-1鉄塔について，基準地震動Ｓｓにより倒壊するものとし

て整理していたが，耐震評価を実施のうえ，基準地震動Ｓｓにより倒壊しな

いことを確認する構造物として整理する。対象となる鉄塔の配置図を第3図

に示す。 

・66kV鹿島支線No.3鉄塔， 500kV島根原子力幹線No.1鉄塔，500kV島根原子力

幹線No.2鉄塔及び500kV島根原子力幹線No.3鉄塔について，地震により倒壊

し，斜面上を滑落する場合を想定しても，送電線の実長からアクセスルート

に到達しないことを確認する。対象となる鉄塔の配置図を第3図に示す。 

・万一，66kV鹿島支線No.3鉄塔～屋内開閉所間の送電線の垂れ下がりが発生し

た場合，迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応を行うこととしてい

たが，作業安全の観点から，送電線下部に連絡通路（地上ボックスカルバー

ト）を設置し，アクセスルート（要員）を確保する。アクセスルートの対策

の一例を第1,3図に示す。 

 

3. 接続口の追加に伴うアクセスルートの追加 

・四十三条共-5「可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況について」に

おいて，「原子炉建物内接続口」及び「緊急用メタクラ接続プラグ盤」を追

加したことから，接続口配置箇所への屋外及び屋内のアクセスルートを追加

する。追加箇所を第4図に示す。
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補足（19） 

第861回審査会合（令和２年５月18日）からの主要な変更点について 

第861回審査会合（令和２年５月18日）からの主な変更点を以下に示す。 

1. 可搬型設備の台数及び保管場所の変更

・土石流が発生した場合でも，「大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃

料火災への泡消火」が実施できるよう，必要数分の泡消火薬剤容器を，第1

表のとおり，土石流の影響を受けるおそれのない第４保管エリアに配備し，

予備を第１保管エリアに配備する。

・海を水源とした対応手順のうち，大量送水車２台を使用した手順を自主手順

からＳＡ手順に変更することに伴い，大量送水車の確保台数を３台から５台

に変更する。

第1表 可搬型設備の台数及び保管場所の変更 一覧 

分類 可搬型設備 用途 
使用 

場所 

変更前 変更後 
第１ 

保管 

エリア

第２ 

保管 

エリア

第３ 

保管 

エリア

第４ 

保管 

エリア

第１ 

保管 

エリア

第２ 

保管 

エリア

第３ 

保管 

エリア

第４ 

保管 

エリア

２ｎ＋α 

設備 
大量送水車 

送水用 

ＥＬ44m 

周辺 

ＥＬ15m 

周辺 

０台 １台 １台 
予備 

１台 
０台 １台 １台 ０台 

予備 

１台 
（兼用） 

※

海水 

取水用 

ＥＬ8.5m 

周辺 
０台 ０台 ０台 ０台 １台 ０台 ０台 １台 

予備 

１台 
（兼用） 

※

ｎ設備 
泡消火薬剤 

容器 航空機 

燃料 

火災用 

ＥＬ8.5m 

周辺 
５個 ０個 ０個 

予備 

３個 

予備 

１個 
０個 ０個 ５個 

その他 

設備 

泡消火薬剤 

運搬車 

ＥＬ8.5m 

周辺 
２台 ０台 ０台 １台 １台 ０台 ０台 ２台 

※：送水用及び海水取水用の「設置許可基準規則解釈」第43条第５項に基づく，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップ（α）は，発電所全体で確保

する。なお，要求されるいずれの機能も満足するため，兼用で１台確保する。 

2. 屋内接続口の追加に伴うアクセスルートの追加

・「設置許可基準規則」第五十二条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備）において，窒素供給ラインの接続口を２号炉原子炉建

物内に追加設置することから，接続口配置箇所への屋内のアクセスルートを

第1図のとおり追加する。
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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補足（20） 

海岸付近のアクセスルートの通行について 

 

海岸付近のアクセスルート（第 2 図：シルトフェンスの運搬ルート）

において，万一，想定を上回る沈下が発生し，通行に支障が生じた場合

は，段差復旧用の砕石等を用いて，重機により仮復旧を行う。（別紙(9)

参照） 

また，海岸付近のアクセスルートは，第４保管エリアから２号炉放水

接合槽へのシルトフェンスの車両運搬時に使用するが，万一，想定を上

回る沈下が発生し，加えて，上記の段差復旧作業により仮復旧できない

場合には，緊急時対策要員７名にて人力により運搬※ 1 する。 

 

・「２号炉放水接合槽」と「輪谷湾」へのシルトフェンス設置作業の想

定時間は，第 1 図のとおり，13 時間であり，シルトフェンスの設置

完了目安である手順着手後 24 時間に対して，時間的に余裕がある。 

・「２号炉放水接合槽」までのシルトフェンスの運搬は，車両を用いて

行うが，想定を上回る沈下が発生し，車両通行に支障が生じた場合

でも，上記時間余裕内で緊急時対策要員７名の人力による運搬※ 1 も

可能である。 

 

※1：２号炉放水接合槽に設置するシルトフェンスは重量約 140kg で，

人力で運搬可能な重量以下※ 2 である。また，運搬時の大きさは

約 30cm×30cm×1,000cm であり，人力で運搬できるよう持ち手

等の治具を確保する。 

なお，第４保管エリアから２号炉放水接合槽までのルートのう

ち人力による運搬距離は約 260m であり，万一，人力による運搬

を想定しても，第 1 図に示す重大事故等発生時における海洋へ

の放射性物質の拡散抑制に係るシルトフェンスの設置完了目安

時間以内に設置可能と見込めるものと考える。  

※2：厚生労働省公表の「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 

年 6 月 18 日）を参考に設定。 

【考え方】腰痛予防の目安とされている基準が 18 歳以上の男

子労働者の場合は体重のおおむね 40％以下である。また，厚生

統計要覧（平成 30 年度 厚生労働省公表）によると 18 歳以上

の男性の平均体重が 60kg 程度であることから，人力により運

搬可能な重量は 7 名作業を想定し，60kg×40%×7 名≒160kg 以

下と設定する。 
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手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアに移動）

車両健全性確認（シルトフェンス運搬車）

積込・運搬

シルトフェンスの設置

運搬・小型船舶の準備

シルトフェンスの設置

備考22

経過時間（時間）

20 40 60 20140 180 14 16 18160 24必要な要員と作業項目
経過時間（分）

シルトフェンスによる海洋への
放射性物質の拡散抑制

緊急時対策要員 ７

要員(数)

80 120100

２号炉放水接合槽へのシルトフェンス（１重目）の設置

３時間

輪谷湾へのシルトフェンス（１重目）の設置

24時間

 

第 1 図 海洋への放射性物質の拡散抑制（シルトフェンス）  

タイムチャート 

 

 

 

第 2 図 シルトフェンス設置位置及び運搬ルート 
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1. 重大事故等対策に係る体制の概要

発電所において，重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある

場合，又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大の防止，その他

必要な活動を円滑に行うため，所長（原子力防災管理者）は，事象に応じて緊急

時警戒体制，緊急時非常体制又は緊急時特別非常体制（以下総称して「緊急時体

制」という。）を発令し，発電所長を緊急時対策本部長（以下「本部長」という。）

とする緊急時対策本部を設置する。（第１表） 

また，発電所における緊急時体制の発令を受けた本社は，本社における緊急時

体制を発令し，本社に緊急時対策総本部を設置する。 

発電用原子炉施設に異常が発生し，その状況が原子力災害対策特別措置法（以

下「原災法」という。）第十条第一項に該当する事象又は第十五条第一項に該当す

る事象（以下「原災法該当事象」という。）である場合の通報，体制の発令，対策

本部の設置等については，原災法第七条に基づき作成している島根原子力発電所

原子力事業者防災業務計画（以下「防災業務計画」という。）に定めている。 

防災業務計画には，緊急時対策本部の設置，原子力防災要員を含む緊急時対策

要員を置くこと，並びにこれを支援するため緊急時対策総本部を設置することを

規定している。これらの組織により全社（全社とは，中国電力株式会社及び中国

電力ネットワーク株式会社のことをいい，以下同様とする。）として原子力災害事

前対策，緊急事態応急対策，及び原子力災害中長期対策を実施できるようにして

おくことで，原災法第三条で求められる原子力事業者の責務を果たしている。 

発電用原子炉施設の異常時には，緊急時対策本部の対応が事象収束に対して有

効に機能するように，保安規定及び社内規程において，防災訓練等を通じて平時

から機能の確認を行う。 

以下に具体的な重大事故等時の体制について示す。 

(1) 体制の特徴

緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織に対して

技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が事故対策に専念できる環境を整

える運営支援組織で編成し，それぞれの役割分担，指揮命令系統を明確にし，

効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

発電所における原子力防災組織は，その基本的な機能として，①意思決定・

指揮，②情報収集・計画立案，③復旧対応，④プラント監視対応，⑤対外対応，

⑥情報管理，⑦ロジスティック・リソース管理を有しており，①の責任者とし

て本部長が当たり，②～⑦の機能ごとに責任者として「統括」を置いている。

さらに，「統括」の下に機能班を配置し，それぞれの機能班に「班長」を置いて

いる。 

原子力防災組織の活動に当たり，各機能の責任者は情報収集を進め，それら

の結果を踏まえ当面の活動目標を設定する（戦略会議の開催）。 

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内において，本部長の権限
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は各統括又は各班長に委譲されており，各統括及び各班長は上位職の指示を待

つことなく，自律的に活動する。 

②～⑦の機能を担う必要要員規模は対応すべき事故の様相，また事故の進展

や収束の状況により異なるが，プルーム通過の前・中・後でも要員の規模を拡

大・縮小しながら円滑な対応が可能な組織とする。 

 

(2) 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発生した場

合でも速やかに対策を行えるよう，発電所内に必要な重大事故等に対処する要

員である運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊を常時確保する。 

重大事故等の対応で，高線量下における対応が必要な場合においても，社員

及び協力会社社員で対応できるよう重大事故等に対処する要員を確保する。 

病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等が発生し，

所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合は，夜間及び休日（平日

の勤務時間帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を行うとともに，

そのような事態に備えた重大事故等に対処する要員の体制に係る管理を行う。 

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止等

の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する要員で，安全が確保できる

原子炉の運転状態に移行する。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）を含めて必要な重大事故等に対処する要員を非常招集できるよう，定

期的に連絡訓練を実施する。 

 

(3) 重大事故等対策における判断者及び操作者について 

ａ．判断者の明確化 

重大事故等対策の判断はすべて発電所にて行うこととし，緊急時対策総本

部は全社大での体制にて，発電所で実施される対策活動の支援を行う。 

運転員が使用する手順書（以下「運転操作手順書」という。）に従い実施さ

れる事故時のプラント対応の判断は，当直副長が行う。一方，あらかじめ定

めた手順によらない操作及び対応については，発電用原子炉施設の運転に関

し保安の監督を職務とする発電用原子炉主任技術者の助言を踏まえ，本部長

が最終的に判断する。 

なお，国及び自治体等の関係機関及び社外の支援組織との連携に係る対応

の判断は，緊急時対策総本部長が行う。 

緊急時対策本部で実施される対応の判断は，緊急時対策要員が使用する手

順書（以下「緊急時対策本部用手順書」という。）上で役割分担に応じて定め

る責任者が行う。 

プラントの同時発災時等において複数号炉での対処が必要な事象が発生し

た場合，運転操作手順書に従い実施される事故時のプラント対応の判断は，
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当直副長が行い，緊急時対策本部は各プラントの状況（プラント監視班）や

使用可能な設備（復旧班），事象の進展（技術班）等の状況について戦略会議

等で共有し，本部長が対応すべき優先順位の最終的な判断を行う。なお，廃

止措置号炉である１号炉については，１号炉の燃料プールに保管されている

燃料に対する必要な措置を実施することとなるが，燃料プールの冷却機能を

喪失した場合においても，燃料プールの水温が 100℃に到達するのは約 11 日

後と評価※しているため，２号炉の対応が優先される。 

※ 添付資料 1.0.16「重大事故等時における停止号炉の影響について」によ

る。 

 

ｂ．操作者の明確化 

各種手順書は，運転員が使用する運転操作手順書と緊急時対策要員が使用

する緊急時対策本部用手順書と，使用主体によって整備している。 

ただし，使用目的によっては，相互の手順の完遂により機能を達成する場

合があることから，重大事故等対処設備の操作に当たっては，中央制御室と

緊急時対策本部の間で緊密な情報共有を図りながら行うこととする。 

 

2. 島根原子力発電所における重大事故等対策に係る体制について 

(1) 緊急時対策本部の体制概要 

ａ．発電所長の役割 

発電所長は，緊急時対策本部の本部長として統括管理を行い，責任を持っ

て，原子力防災の活動方針の決定を行う。なお，発電所長が不在の場合又は

欠けた場合は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理者がその職

務を代行する。（第２表） 

 

ｂ．緊急時対策本部の構成 

(a) 緊急時対策本部 

緊急時対策本部は，実施組織及び支援組織に区分される。さらに，支援組

織は，技術支援組織及び運営支援組織に区分される。 

実施組織は，重大事故等対策を実施する責任者としてプラント監視統括及

び復旧統括を配置し，プラント監視統括のもと，プラント監視班及び当直（運

転員），復旧統括のもと，復旧班及び自衛消防隊で構成する。 

支援組織のうち技術支援組織は，復旧計画の戦略立案及び発電所内外の放

射能の状況把握等を行う責任者として技術統括を配置し，技術統括のもと，

技術班及び放射線管理班で構成する。 

支援組織のうち運営支援組織は，対外対応を行う責任者として広報統括，

情報管理を行う責任者として情報統括及び緊急時対策本部の運営を支援す

る責任者として支援統括を配置し，広報統括のもと，報道班及び対外対応班，

情報統括のもと，情報管理班及び通報班，支援統括のもと，支援班及び警備
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班で構成する。 

各班及び当直にはそれぞれ責任者である班長，当直副長を配置する。 

統括及び班長が欠けた場合は，同じ機能を担務する下位の要員が代行する

か又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務することとし，具

体的な代行者の配置については，上位の職位の要員が決定することをあらか

じめ定める。 

当直副長が欠けた場合は，当直長が当直副長の職務を兼務することをあら

かじめ定める。 

緊急時対策本部（全体体制）101 名は，当社社員と給水確保，電源確保，

燃料確保，アクセスルート確保，放射線管理及び消火対応に当たる協力会社

社員（18名）で構成される。 

なお，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，初動対応を行う

重大事故等に対処する要員 47名については，当社社員と給水確保，電源確

保，燃料確保，アクセスルート確保，放射線管理及び消火対応に当たる自衛

消防隊長及び協力会社社員（18名）等で構成する。 

廃止措置号炉である１号炉は，すべての使用済燃料が１号炉の燃料プール

に保管され，十分な期間にわたり冷却された状態であり，対応作業までに時

間的な余裕があるため，監視や運転操作対応については，号炉ごとに確立し

た指揮命令系統のもと，中央制御室に常駐している運転員により対応に当た

る。 

また，可搬型設備により１号炉の燃料プールへ注水する操作については，

平日の勤務時間帯においては発電所内に勤務する緊急時対策要員，夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）においては，発電所外から参集した緊急時対

策要員で２号炉の対応を優先しつつ対応に当たる。 

 

＜実施組織＞ 

プラント監視統括：事故状況の把握の統括，事故の影響緩和及び拡大防止に

必要な運転上の操作への助言 

プラント監視班： 当直（運転員）からの重要パラメータの入手，事故対応

手段の選定に関する当直（運転員）への情報提供 

当直（運転員）：  事故の影響緩和及び拡大防止に係るプラントの運転上の

操作 

復旧統括：        可搬型設備を用いた対応，不具合設備の復旧及び消火活

動の統括 

復旧班：     事故の影響緩和及び拡大防止に係る可搬型重大事故等対

処設備の準備と操作並びに不具合設備の応急措置のた

めの復旧作業方法の作成及び復旧作業の実施 

自衛消防隊：   消火活動 

         火災発生時には，発電所内に常駐する自衛消防隊（自衛
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消防隊長及び初期消火要員）が初期消火活動を実施する。

（別紙２） 

＜技術支援組織＞ 

技術統括：  原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価の統括，

原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成の統括，

発電所内外の放射線，放射性物質濃度の状況把握に係る測定

の統括 

技術班：   原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価，原子炉

の事故の影響緩和及び拡大防止に必要な運転に関する技術的

措置，原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成 

放射線管理班：発電所内外の放射線及び放射性物質濃度の状況把握に係る測

定，放射性物質の影響範囲の推定，緊急時対策活動に係る立

入禁止措置，退去措置，除染等の放射線管理並びに重大事故

等に対処する要員・退避者の線量評価及び汚染拡大防止措

置・除染 

 

＜運営支援組織＞ 

広報統括： 報道機関対応支援，対外対応活動の統括 

報道班：  緊急時対策総本部が行う報道機関対応の支援 

対外対応班：自治体からの問合せ対応，自治体派遣者の支援 

情報統括： 関係機関への通報連絡，情報管理等の統括 

情報管理班：情報の収集，共有等 

通報班：  関係機関への通報連絡等 

支援統括： 緊急時対策本部の運営支援，警備対応の統括 

支援班：  緊急時対策本部の運営支援，重大事故等に対処する要員の人員

把握，避難誘導，資機材及び輸送手段の確保，救出・医療活動 

警備班：  出入り管理及び警備当局対応，緊急車両の誘導 

島根原子力発電所における緊急時対策本部体制と指揮命令及び情報の流

れについて別紙１に記す。また，原子力防災組織（重大事故等に対処する要

員）の体制について第１図～第３図に，中央制御室の運転員の体制を第４図，

第５図に，自衛消防隊の体制について別紙２に記す。 

 

(b) 緊急時対策本部設置までの流れ 

発電所において，警戒事態該当事象（その時点では公衆への放射線による

影響やそのおそれが緊急のものではないが，原災法該当事象に至るおそれが

ある事象），原災法該当事象が発生した場合，所長（原子力防災管理者）は

ただちに緊急時体制を発令するとともに本社電源事業本部部長（原子力管

理）へ報告する。 

情報統括は，緊急時対策本部を設置するため，重大事故等に対処する要員
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を非常招集する。（第６図） 

所長（原子力防災管理者）は，発電所における緊急時体制を発令した場合，

速やかに緊急時対策本部を設置する。 

なお，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，当直長から事象

の発生連絡を受けた連絡責任者は，所長（原子力防災管理者）に発生事象の

報告を行うとともに，手順書に従い，要員招集システムを用いて重大事故等

に対処する要員の非常招集を行う。 

ｃ．重大事故等に対処する要員が活動する施設 

重大事故等が発生した場合において，緊急時対策本部における実施組織及

び支援組織が関係箇所との連携を図り迅速な対応により事故対応を円滑に実

施するために，以下の施設及び設備を整備する。これらは，重大事故等時に

おいて，初期に使用する施設及び設備であり，これらの施設又は設備を使用

することによって発電用原子炉の状態を確認し，必要な所内外各所へ通報連

絡を行い，また重大事故等対処のため夜間においても速やかに現場へ移動す

る。なお，これらは重大事故等への対応における各班，要員数を踏まえ数量

を決定し，原子力防災訓練において，適切に活動を実施できる数量であるこ

とを確認している。（別紙３，別紙４） 

(a) 支援組織の活動に必要な施設及び設備 

重大事故等対応に必要なプラントのパラメータを確認するための安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），発電所内外に通信連絡を行い関係箇所

と連携を図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ），衛星電話設備及び

無線通信設備等を備えた緊急時対策所を整備する。 

 

(b) 実施組織の活動に必要な施設及び設備 

中央制御室，緊急時対策所及び現場との連携を図るため，有線式通信設備，

無線通信設備及び衛星電話設備等を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，操作

及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施できるよう可搬

型照明設備を整備する。 

 

(2) 緊急時対策本部の要員参集 

平日の勤務時間帯に緊急時体制が発令された場合，電話，所内通信連絡設備

等にて発電所構内の重大事故等に対処する要員に対して非常招集を行い，緊急

時対策本部を設置したうえで活動を実施する。島根原子力発電所では，中長期

的な対応も交替できるよう運転員以外の発電所員についてもほぼ全員（約 450

名）が緊急時対策要員であることから，平日の勤務時間帯での要員確保は可能

である。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に緊急時体制が発令された場合，要
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員招集システムを用いて緊急時対策本部体制を構成する重大事故等に対処する

要員に対し非常招集を行うとともに，緊急時対策本部体制が構築されるまでの

間については，発電所内に常駐している重大事故等に対処する要員による初動

体制を確立し，迅速な対応を図る。 

また，平日の勤務時間帯，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の場合に

おいても，重大事故等に対処する要員は，非常招集時，原則緊急時対策所に参

集する。 

以下，発電所構内の要員数が少なくなる夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）における緊急時体制発令時の体制について記載する。 

ａ．運転員 

２号炉について，中央制御室の運転員は，当直長１名，当直副長１名，運

転士２名，及び補助運転士３名の計７名／直を配置している。(第４図) 

２号炉の運転停止中※１については，運転員を５名（第５図）とする。 

なお，廃止措置号炉である１号炉は，当直主任１名及び補助運転士１名の

計２名／直を配置している。 

※１ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未満）及び燃料交換の期間 

  

重大事故等時には２号当直副長が，重大事故等対策に係る運転操作に関す

る指揮・命令・判断を行い，中央制御室で運転操作を行う運転員及び現場で

対応する運転員は，２号当直副長の指示のもと重大事故等対策の対応を行う

ために整備された手順書に従い事故対応を行う。当直長は，適宜，緊急時対

策本部のプラント監視班長又は連絡責任者と連携しプラント対応操作の状況

を報告する。 

２号炉停止中の運転員の数は，２号炉運転中の運転員の数より少ないが，

当直内の役割分担及び指揮命令系統は維持される。 

なお，廃止措置号炉である１号炉との同時被災時においては，１号炉はす

べての使用済燃料が１号炉の燃料プールに保管され，十分な期間にわたり冷

却された状態であることから，監視や運転操作対象が１号炉の燃料プールに

限定されること及び運転操作指揮を１号炉の当直主任が行うことにより，２

号炉の重大事故等の指揮において，情報の混乱や指揮命令が遅れることはな

い。 

当直長は，適宜，緊急時対策本部のプラント監視班長又は連絡責任者と連

携しプラント対応操作の状況を報告する。 

また，当直主任及び運転士は中央制御室内のプラント操作・監視，現場操

作の指示を行い，運転士及び補助運転士は２名以上が１組で現場操作を行う。 

なお，運転員の勤務形態は，通常サイクル５班２交替で運用しており，重

大事故等時においても，中長期での運転操作等の対応に支障が出ることがな

いよう，通常時と同様の勤務形態を継続することとしていること及び重大事

故の対応に当たっては号炉ごとに完結できるよう，２号炉は中央制御室運転
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員２名，現場運転員４名（２人１組で２チーム）の体制を整えていること，

また作業に当たり被ばく線量が集中しないよう配慮する運用としていること

から，特定の運転員に作業負荷や被ばく線量が集中することはない。 

また，１号炉は，当直長（２号炉との兼任）のもと２名の運転員が当直業

務を行っており，発電所に緊急時体制が発令された場合，必要に応じて速や

かに１号炉の燃料プールに保管されている燃料に対する必要な措置を実施す

ることにより，２号炉との同時被災の場合にも適切に対応できる。具体的に

は，燃料プール水位の監視を実施するとともに，スロッシングや燃料プール

の損傷による水位低下に対し，常設設備等を使用した冷却水補給操作等の必

要な措置を実施する。 

１号炉の燃料プールへ注水する操作については，発電所外から参集要員が

参集した時点で対応に当たる。 

 

ｂ．発電所内に常駐している緊急時対策要員及び自衛消防隊 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）には，発電所内に常駐している緊

急時対策所で対応を行う要員５名（意思決定・指揮を行う要員１名，対外対

応・情報管理を行う要員４名），現場で対応を行う復旧班要員 28 名（電源確

保要員３名，給水確保要員６名，送水確保要員６名，燃料確保要員４名，ア

クセスルート確保要員２名，自衛消防隊長１名，消防チーム６名），チェンジ

ングエリアの設営等を行う放射線管理要員３名及び中央制御室が機能しない

場合に対応を行う運転補助要員２名の合計 38名を非常招集し，緊急時対策本

部の初動体制を確立するとともに，各要員は任務に応じた対応を行う。（第２

図） 

なお，緊急時対策要員及び自衛消防隊 38名が発電所内に常駐しており，重

大事故等時においても，中長期での緊急時対策所や現場での対応に支障が出

ることがないよう，緊急時対策要員及び自衛消防隊は交替で対応可能な人員

を確保していること及び重大事故等の対応に当たっては作業ごとに対応可能

な要員を確保し，対応する手順において役割と分担を明確化していること，

また，作業に当たり被ばく線量が集中しないよう配慮する運用としているこ

とから，特定の現場要員に作業負荷や被ばく線量が集中することはない。 

また，廃止措置号炉である１号炉は，すべての使用済燃料が１号炉の燃料

プールに保管され，十分な期間にわたり冷却された状態であり，対応作業ま

でに時間的な余裕があるため，監視や運転操作対応については，号炉ごとに

確立した指揮命令系統のもと，中央制御室に常駐している運転員により対応

に当たる。 

また，可搬型設備により１号炉の燃料プールへ注水する操作については，

平日の勤務時間帯においては発電所内に勤務する緊急時対策要員，夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）においては，発電所外から参集した緊急時対

策要員で２号炉の対応を優先しつつ対応に当たる。 
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ｃ．発電所外から発電所に参集する重大事故等に対処する要員 

(a) 非常招集の流れ 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に，

発電所外にいる重大事故等に対処する要員を速やかに非常招集するため，

「要員招集システム」，「通信連絡手段」等を活用し，要員の非常招集を行う。

（第７図） 

松江市内で震度６弱以上の地震が発生した場合には，社内規程に基づき，

非常招集連絡がなくても自主的に発電所に参集する。 

地震等により家族，自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出

された場合は，家族の身の安全を確保したうえで参集する。 

集合場所は，基本的には構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及

び佐太前寮）とするが，発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所へ参

集可能とする。 

構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）に参集した

重大事故等に対処する要員は，緊急時対策本部と非常招集に係る以下の確認，

調整を行い，発電所に集団で移動する。（第９図） 

①発電所の状況（発電所への移動が可能なプラント状況かどうか（格納 

容器ベントの実施見通し），発電所に行くための必要な装備（放射線防

護服，マスク，線量計を含む。）） 

②その他発電所で得られた情報（発電所への移動に関する道路状況等，

移動するうえで有益な情報） 

③発電所へ移動する人の情報（人数，体調，移動手段（徒歩，車両），連

絡先） 

 

(b) 非常招集となる要員 

緊急時対策本部（全体体制）については，発電所員約 540 名のうち，約

390 名（令和３年３月現在）が 10km 圏内に在住しており，数時間で相当数

の要員の非常招集が可能である。（別紙７） 

なお，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発

生した場合の重大事故等に対処する要員の参集動向（所在場所（準備時間を

含む。）～集合場所（情報収集時間を含む。）～発電所までの参集に要する時

間）を評価した結果，要員の参集手段が徒歩移動のみを想定した場合かつ，

年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休であっても，７時間以内に参集

可能な重大事故等に対処する要員は150名以上（発電所員約 540名の約３割）

と考えられる。このことから，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初

動体制の拡大を図り，長期的な事故対応を行うために外部から発電所へ参集

する緊急時対策要員（54名※２）は，要員参集の目安としている８時間以内

に確保可能であることを確認した。 

※２ 要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 
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非常招集により参集した重大事故等に対処する要員の中から状況に応じ

て必要要員を確保し，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の体制から緊

急時対策本部の体制に移行する。なお，残りの要員については交替要員とし

て待機させる。 

 

ｄ．自衛消防隊 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に火災が発生した際，発電所に常

駐している自衛消防隊長及び初期消火要員による初期消火活動を実施する。 

初期消火要員は，常時 10名以上で編成し，当直長１名，運転員２名，連絡

責任者１名，誘導員１名及び消防チーム（初期消火活動を専任とする）６名

を配置している。 

重大事故等に対処する要員参集後は，自衛消防隊長１名，消防チーム６名

に，参集した消火班８名も加わった自衛消防体制を構築する。 

重大事故等の対応中に発電所敷地内で現場操作を妨げるような火災が発生

した場合には，緊急時対策要員のうち，給水・送水確保要員６名を活用する

が，消火活動が終了した時点で，自衛消防隊長の判断により速やかに重大事

故等の対応に係る現場操作に戻ることとしている。 

上記の体制を構築することにより，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

に火災が発生した際にも，重大事故等の対応に影響を及ぼすことがないよう

にする。（別紙２） 

 

(3) 通報連絡 

緊急時体制が発令された場合の通報連絡は情報管理班及び通報班が行うが，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の場合，発電所に常駐している連絡責

任者１名，連絡担当者３名の計４名で行うものとし，内閣総理大臣，原子力規

制委員会，島根県知事，松江市長，鳥取県知事及びその他定められた通報連絡

先に，所定の様式によりＦＡＸを用いて一斉送信することにより，複数地点へ

の連絡を迅速に行う体制とする。（別紙５） 

ａ．内閣総理大臣，原子力規制委員会，島根県知事，松江市長及び鳥取県知事

に対しては，電話でＦＡＸの着信の確認を行うとともに，その他通報連絡先

へもＦＡＸを送信した旨を連絡する。 

 

ｂ．その後，重大事故等に対処する要員の招集で，参集した情報管理班及び通

報班の要員確保により，更なる時間短縮を図る。 

 

(4) 緊急時対策本部内における各機能班との情報共有について 

緊急時対策本部内における各機能班，緊急時対策総本部との基本的な情報共

有方法は以下のとおりである。今後の訓練等で有効性を確認し適宜見直してい

く。（第 10図） 
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ａ．プラント状況，重大事故等への対応状況の情報共有 

①プラント監視班が安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び通信連絡

設備を用い，当直長又は当直副長からプラント状況を逐次入手し，ホワイ

トボード等に記載するとともに，主要な情報について緊急時対策本部内全

体に共有するため発話する。 

②技術班は，ＳＰＤＳデータ表示装置をもとにプラントパラメータを確認し，

状況把握，今後の進展予測及び中期的な対応・戦略を検討する。 

③各機能班は，適宜，入手したプラント状況，周辺状況，重大事故等への対

応状況をホワイトボード等に記載するとともに，適宜ＯＡ機器(パーソナル

コンピュータ等)内の共通様式に入力することで，緊急時対策本部内の全要

員，緊急時対策総本部との情報共有を図る。 

④プラント監視統括，復旧統括は，配下の各機能班の発話，ＳＰＤＳデータ

表示装置をもとに全体の状況把握，今後の進展予測・戦略検討に努めると

ともに，定期的に配下の各班長に対して，プラント状況，今後の対応方針

について説明し，状況認識，対応方針を共有する。 

⑤本部長は，定期的に各統括と対外対応を含む対応戦略等を協議し，その結

果を本部席から緊急時対策本部内の全要員に向けて発話し，全体の共有を

図る。 

⑥情報管理班を中心に，本部長，各統括の発話内容をＯＡ機器内の共通様式

に入力し，発信情報，意思決定，指示事項等の情報を更新することにより，

情報共有を図る。 

 

ｂ．指示・命令，報告 

①各機能班は，各々の責任と権限があらかじめ定められており，本部席での

発話や他の機能班から直接聴取，ＯＡ機器内の共通様式からの情報に基づ

き，自律的に自班の業務に関する検討・対応を行うとともに，その対応状

況をホワイトボード等への記載，並びにＯＡ機器内の共通様式に入力する

ことで，緊急時対策本部内の情報共有を図る。また，重要な情報について

上司である統括へ報告するが，無用な発話，統括への報告・連絡・相談で

緊急時対策本部内の情報共有を阻害しないように配慮している。 

②各統括は，配下の各班長から報告を受け，各班長に指示・命令を行うとと

もに，重要な情報について，適宜本部席で発話することで情報共有する。 

③本部長は，各統括からの発話，報告を受け，適宜指示・命令を出す。 

④情報管理班を中心に，本部長，各統括の指示・命令，報告，発話内容をＯ

Ａ機器内の共通様式に入力することで，緊急時対策本部内の全要員，緊急

時対策総本部との情報共有を図る。 

 

ｃ．緊急時対策総本部との情報共有 

緊急時対策本部と緊急時対策総本部の情報共有は，テレビ会議システム，通
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信連絡設備，ＯＡ機器内の共通様式を用いて行う。 

 

(5) 交替要員の考え方 

平日の勤務時間帯に緊急時体制が発令された場合，電話，所内通信連絡設備

等にて発電所構内の重大事故等に対処する要員に対して非常招集を行う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の場合，発電所内に宿直している運

転員７名及び緊急時対策要員及び自衛消防隊の初動要員 38名にて初期対応を実

施する（第２図）。それ以外の重大事故等に対処する要員は，要員招集システム

により非常招集される（第７図）。（(2) 緊急時対策本部の要員参集 ｃ．発電

所外から発電所に参集する重大事故等に対処する要員 参照） 

発電用原子炉主任技術者については，重大事故等の発生連絡を受けた後，速

やかに緊急時対策本部に駆けつけられるよう，早期に非常招集が可能なエリア

（松江市）に発電用原子炉主任技術者又は代行者を１名待機させる。 

発電用原子炉主任技術者は，参集途上であっても通信連絡設備（衛星電話設

備（携帯型）等）を携行することにより，緊急時対策本部からプラントの状況，

対策の状況等の情報連絡が受けられるとともに自ら確認することができる。 

また，初動後の交替についても考慮し，主要な統括・班長，発電用原子炉主

任技術者の交替要員についても，発電所への参集が可能となるよう配慮する。 

平日の勤務時間帯，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）のいずれの場合

も，参集する重大事故等に対処する要員は時間の経過に伴って増加し全体体制

の要員数（101名：第１図）以上になる。このため，長期的対応に備えて，対応

者と待機者を人選する（第８図，別紙７）。 

必要人数を発電所に残し，残りは発電所外（原子力事業所災害対策支援拠点，

自宅等）で待機し，基本的に 12時間（目途）ごとに発電所外で待機している要

員と交替することで長期的な対応にも対処可能な体制を構築する。 

なお，格納容器ベントに伴うプルーム通過時には，必要な活動に対して交替

要員を考慮した最小限の要員を緊急時対策所及び中央制御室に合計 69名が待機

する。 

緊急時対策所には，64 名（内訳：主要な本部員，統括，班長，発電用原子炉

主任技術者等の 23 名とその交替要員 23 名，中央制御室から待避４名，現場か

ら待避 14名）が待機し，中央制御室待避室には同様に５名（内訳：当直長１名，

２号当直副長１名，２号当直主任又は２号運転士１名，２号補助運転士２名）

が待機する。なお，プルーム通過中は，現場対応は行わないが，緊急時対策所

の各班の機能は維持される（第３図）。 

 

(6) 格納容器ベントに伴うプルーム通過前後の体制の移行 

ａ．プルーム通過前 

緊急時対策本部の体制は，格納容器ベントに伴うプルームの通過に備え，

プルーム通過前に緊急時対策本部の体制を変更する。プルーム通過時におい
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ても緊急時対策所に必要な重大事故等に対処する要員を残し，それ以外の重

大事故等に対処する要員は事前に原子力事業所災害対策支援拠点等に一時退

避する。 

中央制御室の運転員は，プルーム通過中の監視に必要な要員を除き緊急時

対策所に待避する。中央制御室で監視に当たる運転員は，中央制御室待避室

を正圧化させてプルームの通過に備える。 

 

ｂ．プルーム通過中 

プルーム通過中は，重大事故等の現場対応は実施できないが，緊急時対策

所における緊急時対策本部の本部長及び各統括・班長による本部体制及び各

班の機能は維持され，ＳＰＤＳデータ表示装置や監視カメラ等を用いてプラ

ント状況や周囲状況の把握及び作業再開後の対応について，緊急時対策所内

で議論される。プルーム通過後の作業再開は，可搬式モニタリング・ポスト

等の指示が減少に転じ，指示が安定したことをもって判断する。 

ｃ．プルーム通過後 

プルームの通過が判断され次第，緊急時対策所の空調を緊急時対策所正圧

化装置（空気ボンベ）による加圧状態から緊急時対策所空気浄化送風機への

切替えを行い，緊急時対策所のチェンジングエリアの運用を再開する。 

プルーム通過前に緊急時対策所に待避していた中央制御室の運転員は，プ

ルーム通過後，中央制御室のチェンジングエリアの運用が再開され次第中央

制御室に移動する。また，原子力事業所災害対策支援拠点等に退避していた

重大事故等に対処する要員を，本部長は緊急時対策本部の体制をプルーム通

過時の体制から重大事故等時の対応体制に戻すことに合わせ，発電所に要員

を招集する。 

 

3. 発電所外における重大事故等対策に係る体制について 

発電所において緊急時体制の発令を受けた場合，緊急時対策総本部及び原子力

事業所災害対策支援拠点において，発電所における重大事故等対策に係る活動を

支援する体制を構築する。（第 11図） 

以下に発電所外における体制について示す。 

(1)  緊急時対策総本部 

ａ．緊急時対策総本部の体制概要 

(a) 社長の役割 

社長は，緊急時対策総本部の総本部長として統括管理を行い，全社大での

体制にて原子力災害対策活動を実施するため緊急時対策総本部長としてそ

の職務を行う。なお，社長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従い，

緊急時対策総本部の副総本部長がその職務を代行する。 

(b) 緊急時対策総本部の構成 

緊急時対策総本部は，原子力部門のみでなく他部門も含めた全社大での体
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制にて，重大事故等の拡大防止を図り，事故により放射性物質を環境に放出

することを防止するために，特に中長期の対応について緊急時対策本部の活

動を支援することとし，事故進展評価及び放射線管理に関する支援の他，緊

急時対策本部が事故対応に専念できるよう緊急時対策本部が必要とする資

機材や人員の手配・輸送，社内外の情報収集及び災害状況の把握，報道機関

への情報発信，原子力緊急事態支援組織等関係機関への連絡，原子力事業所

災害対策支援拠点の選定・運営，他の原子力事業者等への応援要請やプラン

トメーカ等からの対策支援対応等，技術面・運用面で支援する体制を整備す

る。（第 12図） 

統括班  ：緊急時対策総本部指令の伝達，情報収集，社外関係個所への連

絡及び関係官庁等への報告連絡，応急措置の検討，統合原子力

防災ネットワークの接続確保，その他緊急時対策総本部運営に

関する事項 

放射線班 ：放射線被ばく状況の把握・推定，原子力災害医療，その他放射

線管理に関する事項 

技術班  ：事故状況の把握・評価，統括班支援 

広報班  ：報道機関対応，お客さまへの広報関係，社外諸団体との折衝 

総務班  ：食料等の調達及び宿泊施設の手配，被害申出窓口の開設 

警備班  ：警備関係 

資材班  ：応急復旧用資機材及び輸送手段の確保，その他必要な物品の調

達 

労務班  ：従業員・応援者の健康管理，作業服の調達 

外部電源復旧班：送電設備被害・復旧状況の把握，送電設備の応急措置・復

旧対策の検討，発電所保安用外部電源の送電確保に係る需給運

用 

通信班  ：保安通信回線の確保 

情報システム班：情報共有システムの維持管理 

支援班  ：原子力事業所災害対策支援拠点の設営，運営，情報収集，要員

の入退域管理，資機材の調達，輸送，その他原子力災害対策活

動の後方支援 

支援班（東京支社）：中央官庁等対応，原子力規制庁緊急時対応センターへ

の派遣 

地域対応班：原子力防災活動における関係自治体との連携，原子力事業者間

協力協定に基づく他電力との防災活動の連携 

 

ｂ．緊急時対策総本部設置までの流れ 

発電所において，緊急時体制の発令に該当する事象が発生した場合，所長

（原子力防災管理者）はただちに緊急時体制を発令するとともに本社電源事

業本部部長（原子力管理）へ報告する。 
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報告を受けた本社電源事業本部部長（原子力管理）はただちに社長に報告

し，社長は本社における緊急時体制を発令する。 

本社電源事業本部部長（原子力管理）は，緊急時対策総本部を設置するた

め，本社緊急時対策要員を非常招集する。（第 13図） 

社長は，本社における緊急時体制を発令した場合，速やかに原子力施設事

態即応センターに緊急時対策総本部を設置する。 

なお，緊急時対策総本部の要員は，主に広島市内に居住していることから，

発電所において大規模な自然災害が発生した場合でも容易に参集できる。 

 

ｃ．広報活動 

原子力災害発生時における広報活動については，原災法第十六条第一項に

基づき設置される原子力災害対策本部（全面緊急事態時の場合）と連携する

こととしており，原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）及びオフサイ

トセンターとの情報発信体制を構築し，緊急時対策総本部にて対応を行う。

（第 14図） 

また，近隣住民を含めた広範囲の住民からの問い合わせについては，相談

窓口等で対応を行い，記者会見情報等についてはホームページ等を活用し，

情報発信する。 

 

(2) 原子力事業所災害対策支援拠点 

発電所構内には，７日間外部支援なしに災害対応が可能な資機材として，必

要な数量の食料，飲料水，防護具類（汚染防護服，ゴム手袋，全面マスク等），

燃料を配備している。 

また，発電所において緊急時体制が発令された場合，発電所外からの支援体

制として，以下のとおり原子力事業所災害対策支援拠点を整備している。 

社長は，発電所における重大事故等対策に係る活動を支援するために，原災

法該当事象の通報後，原子力事業所災害対策支援拠点の設営を本社統括班長に

指示する。 

本社統括班長は，あらかじめ選定している施設の候補の中から放射性物質が

放出された場合の影響等を考慮したうえで原子力事業所災害対策支援拠点を指

定する。（別紙６） 

本社支援班長は，原子力事業所災害対策支援拠点へ必要な要員を派遣すると

ともに，原子力事業所災害対策支援拠点を運営し，発電所における重大事故等

対策に係る活動を支援する。 

原子力事業所災害対策支援拠点へ派遣された要員は，支援拠点指揮者の指揮

の下，それぞれの役割に基づき活動を行う。（第 15図） 

 

また，事態の長期化による作業員等の増員に伴って増加する放射線管理業務

等を行うための追加要員（24時間対応及び交替要員含む。）については，全社大
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からの支援要員で対応することを基本とする。 

 

(3) 中長期的な体制 

重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，緊急時対策

総本部が中心となって社内外の関係各所と連携し，適切かつ効果的な対応を検

討できる体制を整備する。 

具体的には，プラントメーカ（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社）

及び協力会社等から重大事故等時に現場操作対応等を実施する人員の派遣や事

故収束に向けた対策立案等の技術支援や設備の補修に必要な予備品等の供給及

び人員の派遣等について，協議及び合意のうえ，支援計画を定め，「非常災害発

生時における応急復旧の支援に関する覚書」を締結し，重大事故等時に必要な

支援が受けられる体制を整備している。 
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第２表 本部長不在時の代行順位 

 

代行順位 役職 

１ 副所長（技術全般） 

２ 副所長（３号試運転） 

３ 技術部長 

４ 保修部長 

５ 発電部長 

６ 廃止措置・環境管理部長 

７ 保修部課長（保修管理） 

８ 保修部課長（保修技術） 

９ 保修部課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

10 保修部課長（電気） 

11 保修部課長（計装） 

12 保修部課長（原子炉） 

13 保修部課長（タービン） 

14 保修部課長（３号電気） 

15 保修部課長（３号機械） 

※ 役職については，組織見直し等により変更される場合がある。 
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※５

　重大事故等に対処する要員

※１　本部員含む。 ①：意思決定・指揮
※２　役割に応じたチームを編成する。 ②：情報収集・計画立案
※３　火災発生時以外は復旧班員として活動を行う。 ③：復旧対応
※４　火災発生時は自衛消防隊として活動を行う。 ④：プラント監視対応
※５　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については ⑤：対外対応
　　  必要な措置を講じるまでに時間的余裕があるため，２号炉 ⑥：情報管理
　　  対応を優先する。 ⑦：ロジスティック・リソース管理
※６　復旧班長２名のうち１名が，１号復旧対応を実施する際に，
　　  必要な指示を実施する。
　　　は人数を示す

本部長 ２ ２号炉原子炉主任技術者 １

技術班長 １

放射線管理班長 １

技術班員 ３

放射線管理班員 １

技術統括 １

復旧班員 ６復旧統括 １ 復旧班長

プラント監視班長 １ プラント監視班員 ２プラント監視統括 １

報道班長 １

対外対応班長 １ 対外対応班員 １

広報統括 １

情報管理班長 １

通報班長 １

情報管理班員 ２

通報班員 １

情報統括 １

支援班長 １

警備班長 １

支援班員 ９

警備班員 ２

支援統括 １

緊急時対策要員

技術支援組織

実施組織

運営支援組織

復旧班
現場要員 24

※１

①

②

③

⑤

⑦

合計：１０１名

放射線管理班
現場要員 ４

※２

④

⑥

※６

運転補助要員 ２

３号炉中央制御室

自衛消防隊長 １

消防チーム ６

自衛消防隊

※Ａ

※Ａ

※Ｂ

※３

２

消火班 ８

１，２号炉中央制御室

１号運転員

２号運転員

※４

※４

※Ｂ

運転員

当直長 １
※４

２

６

※３

 

 

第１図 島根原子力発電所 原子力防災組織 体制図（要員参集後） 
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※２

３号炉中央制御室

１，２号炉中央制御室


※１　火災発生時は自衛消防隊として活動を行う。

※２　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については必要な措置を講じるまでに

　　　時間的余裕があるため，２号炉対応を優先する。

※３　故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により，１，２号炉中央制御室

　　　（運転員を含む。）が機能しない場合に活動を期待する要員。

２号運転員 ６

　運転員

※Ｂ 当直長 １ １号運転員 ２

　自衛消防隊

※Ａ 自衛消防隊長 １ 消防チーム ６

アクセスルート確保要員 ２

運転補助要員 ２

※Ａ

※Ｂ

送水確保要員 ６

燃料確保要員 ４

電源確保要員 ３

連絡担当者 ３

放射線管理要員 ３

給水確保要員 ６

１

　重大事故等に対処する要員

　緊急時対策要員

指示者
［副原子力防災管理者］

１ 連絡責任者

合計：４７名

※１

※１

※１

※１ ※１

※１ ※１

※１

※３

※１

 

 

第２図 島根原子力発電所 原子力防災組織 体制図（夜間及び休日） 
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　重大事故等に対処する要員

※１ 　本部員含む。 ①：意思決定・指揮
※２ 　プルーム通過時，中央制御室待避室に当直長１名及び２号 ②：情報収集・計画立案

　運転員４名がとどまり，１号運転員２名と２号運転員２名 ③：復旧対応
　は，緊急時対策所に待避する。 ④：プラント監視対応

※３ 　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については ⑤：対外対応
　必要な措置を講じるまでに時間的余裕があるため，２号炉 ⑥：情報管理
　対応を優先する。 ⑦：ロジスティック・リソース管理
　は人数を示す
　は交替要員あり

※３

本部長 ２ ２号炉原子炉主任技術者 １

技術班長 １

放射線管理班長 １

技術班員 １

放射線管理班員 １

技術統括 １

復旧班長 ２ 復旧班員 ０復旧統括 １

プラント監視班長 １ プラント監視班員 ０プラント監視統括 １

報道班長 １

対外対応班長 １

広報統括 １

情報管理班長 １

通報班長 １

情報管理班員 ０

通報班員 ０

情報統括 １

支援班長 １

警備班長 １

支援班員 １

警備班員 ０

支援統括 １

緊急時対策要員

復旧班
現場要員 12

※１

①

②

③

⑤

⑦

合計：６９名

放射線管理班
現場要員 ２

④

⑥

対外対応班員 ０

報道班員 ０

運転補助要員 ０

３号炉中央制御室

１，２号炉中央制御室

１号運転員

２号運転員

※Ｂ

運転員

※Ｂ

自衛消防隊長 ０

消防チーム ０

自衛消防隊

※Ａ 消火班 ０

※Ａ

２

６

当直長 １
※２ ※２

※２

 

 

第３図 島根原子力発電所 原子力防災組織 体制図（プルーム通過時） 
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第４図 中央制御室運転員の体制（２号炉運転中の場合） 

 

 

 

第５図 中央制御室運転員の体制（２号炉停止中の場合） 
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第６図 発電所における体制発令と重大事故等に対処する要員の非常招集 

 

緊急放送装置，緊急時サイレン 

（通常勤務時間帯の場合） 

通常勤務時間帯以外の時間帯及び 

緊急放送装置で招集できない場合に連絡する経路 

原子力防災管理者 

連絡責任者 

報告 

発令 

緊急時対策本部副本部長他 

非常招集 非常招集 

事象発見者（当直長等） 

連絡 

報告 電源事業本部部長 

（原子力管理） 

緊急時対策本部各統括 緊急時対策本部各班員 

緊急時対策本部情報統括 

（通常勤務時間帯以外の時間帯は連絡責任者） 
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 要員招集システムによる対応要員の招集

当直長等

連絡責任者

連絡

入力

回答確認
重大事故等に対処する要員

メール

回答入力

・緊急連絡・安否確認システム

・一斉招集システム

要員招集システム

気象庁
（気象業務支援センター）

連絡責任者が要員招集システムを操作し，招集メールを発信する。

※１

※２

※１ 発電所沿岸で津波警報，大津波警報が発令された場合は気象庁の情報により要員招集システムからも

招集メールが自動配信される。

※２ 松江市内で震度６弱以上の地震が発生した場合，自主的に参集を開始するが，地震情報は当該シス

テムからも自動配信される。

本社緊急時対策要員も

同様に招集される

 

 

第７図 要員招集システムによる非常招集連絡 
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第 10図 緊急時対策所における各機能班，緊急時対策総本部との 

情報共有イメージ 
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第 12図 緊急時対策総本部の構成 
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第 13図 本社における体制発令と緊急時対策要員の非常招集 
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第 15図 緊急時対策総本部及び原子力事業所災害対策支援拠点の構成 

 

 

 

 

 

 

 

1.0.10-32



別紙１ 

 

島根原子力発電所における緊急時対策本部体制と指揮命令及び情報の流れ 

 

島根原子力発電所における原子力防災組織の体制について，以下に説明する。 

 

１．基本的な考え方 

島根原子力発電所の原子力防災組織を第１図に示す。 

緊急時対策本部の体制の構築に伴う基本的な考え方は以下のとおり。 

・機能ごとの整理 

まず基本的な機能を以下の６つに整理し，機能ごとに責任者として「統括」

を配置する。さらに「統括」の下に機能班を配置する。 

(1) 情報収集・計画立案 

(2) 復旧対応 

(3) プラント監視対応 

(4) 対外対応 

(5) 情報管理 

(6) ロジスティック・リソース管理 

これらの統括の上に，組織全体を統括し，意思決定，指揮を行う「本部

長」を置く。このように役割，機能を明確に整理するとともに，階層化に

よって管理スパンを適正な範囲に制限する。 

・権限委譲と自律的活動 

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内において，本部長の権

限は各統括，班長に委譲されており，各統括，班長は上位職の指示を待つこ

となく，自律的に活動する。 

なお，各統括，班長が権限を持つ作業が人身安全を脅かす状態となる場合

においては,本部長へ作業の可否判断を求めることとする。 

・戦略の策定と対応方針の確認 

技術統括は，本部長のブレーンとして事故対応の戦略を立案し，本部長に

進言する。また，実施組織が行う事故対応の方向性の妥当性を常に確認し，

必要に応じて是正を助言する。 

  ・復旧操作対応 

原子力防災組織は，適切に緊急時対応ができるようにするため，緊急時対

策本部内における機能ごとに責任者として「統括」（技術統括，復旧統括，

プラント監視統括，広報統括，情報統括及び支援統括）を配置する。 

・申請号炉と廃止措置号炉への対応 

廃止措置号炉である１号炉は，すべての使用済燃料が１号炉の燃料プール

に保管され，十分な期間にわたり冷却された状態であり，対応作業までに時

間的な余裕があるため，監視や運転操作対応については，号炉ごとに確立し
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た指揮命令系統のもと，中央制御室に常駐している運転員により対応に当た

る。 

また，可搬型設備により１号炉の燃料プールへ注水する操作については，

平日の勤務時間帯においては発電所内に勤務する緊急時対策要員，夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）においては，発電所外から参集した緊急時対

策要員で２号炉の対応を優先しつつ対応に当たる。 

 

プラント監視対応：１号運転員及びプラント監視班員にて確認 

復旧対応：復旧班員にて対応。復旧班長２名のうち１名が，必要な指示を

実施 

  ・本部長の管理スパン 

以上のように，統括を配置することで，本部長は１，２号炉の現場対応に

ついて，技術統括，復旧統括，プラント監視統括の３名を管理することにな

る。 

本部長は各統括に基本的な役割を委譲していることから，３名の統括を通

じて１，２号炉の管理をする。 

  ・発電所全体に亘る活動 

発電所全体を所管する自衛消防隊は，復旧統括の指揮下で活動する。 

また，発電所全体を所管する放射線管理班は，技術統括配下に配置する。 

 

２．役割・機能（ミッション） 

緊急時対策本部における各職位の役割・機能（ミッション）を，第１表に示

す。 

この中で，特に緊急時にプラントの復旧操作を担当するプラント監視班，復

旧班，プラント監視統括，及び復旧統括の役割・機能について，以下のとおり

補足する。 

 

○プラント監視班： プラント設備に関する運転操作について，運転員による 

          実際の対応を確認する。この運転操作には常設設備を用 

          いた対応まで含む。 

これらの運転操作の実施については，本部長から当直

長にその実施権限が委譲されているため，プラント監視

班から特段の指示がなくても，運転員が手順に従って自

律的に実施し，プラント監視班へは実施の報告が上がっ

て来ることになる。万一，運転員の対応に疑義がある場

合には，プラント監視班長は運転員に助言する。 

○復旧班：     設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた対応を実施する。 

これらの対応の実施については，復旧班にその実施権

限が委譲されているため，復旧班が手順に従って自律的
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に準備し，復旧統括への状況の報告を行う。 

○プラント監視統括：運転員及びプラント監視班の実施するプラント運転操作に

関する報告を踏まえて，プラント運転操作の責任者とし 

て当該活動を統括する。 

 なお，あらかじめ決められた範囲での運転操作につい 

ては運転員及びプラント監視班にその実施権限が委譲さ

れているため，プラント監視統括は万一対応に疑義があ

る場合に是正の指示を行う。 

○復旧統括：     復旧班の実施するプラント復旧活動に関する報告を踏ま 

えて，プラント復旧活動の責任者として当該活動を統括 

する。 

なお，あらかじめ決められた範囲での復旧活動につい

ては復旧班にその実施権限が委譲されているため，復旧

統括は万一対応に疑義がある場合に是正の指示を行う。 

また，火災の場合には，自衛消防隊の指揮を行う。 

 

３．指揮命令及び情報の流れについて 

緊急時対策本部において，指揮命令は基本的に本部長を頭に，階層構造の上

位から下位に向かってなされる。一方，下位から上位へは，実施事項等が報告

される。これとは別に，常に横方向の情報共有が行われ，例えばプラント監視

班と復旧班等，連携が必要な班の間には常に綿密な情報の共有がなされる。 

なお，あらかじめ定めた手順の範囲内において，本部長の権限は各統括，班

長に委譲されているため，その範囲であれば特に本部長や統括からの指示は要

しない。複数号炉にまたがる対応や，あらかじめ定めた手順を超えるような場

合には，本部長や統括が判断を行い，各班に実施の指示を行う。 

以上のような指揮命令及び情報の流れについて，具体例として以下の場合を

示す。 

 

（具体例）大量送水車による原子炉圧力容器への注水（定められた手順で対応が

可能な場合の例：第３図） 

・復旧統括の指示の下，復旧班が自律的に大量送水車による送水の準備を開始

する。 

・復旧班長は，復旧統括に大量送水車の準備状況を報告し，復旧統括はプラン

ト監視統括に情報を共有する。 

・２号当直副長の指示の下，当直が自律的に原子炉圧力容器への注水ラインを

構成する。 

・プラント監視班長は，プラント監視統括に状況を報告し，プラント監視統括

は復旧統括に情報を共有する。 

・復旧班は，２号当直副長の指示により，大量送水車の注水弁開操作を開始す
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る。 

・復旧班は，２号当直副長に注水弁開操作完了を報告する。 

・２号当直副長は，原子炉圧力容器への注水が開始されたことをプラント監視

班長に報告する。 

・プラント監視班長は，プラント監視統括へ注水弁開操作完了した旨を報告し，

プラント監視統括は，報告を受け本部内に情報を共有する。 

 

４．その他 

(1) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の体制 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）については，初動対応に必要な要

員を中心に宿日直体制をとり，常に必要な要員数を確保することによって事

故に対処できるようにする。その後に順次参集する要員によって徐々に体制

を拡大していく。 

 

(2) 要員が負傷した際等の代行の考え方 

特に夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において万一何らかの理由で

要員が負傷する等により役割が実行できなくなった場合には，平日の勤務時

間帯のように十分なバックアップ要員がいないことが考えられる。こうした

場合には，同じ機能を担務する下位又は同位の職位の要員が代行するか又は

上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務する（例：連絡責任者が

負傷した場合は，連絡担当者が代行する）。 

具体的な代行者の選定については，上位職の者が決定する。 
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第１表 各職位のミッション 

職 位 ミッション 

本部長 ・防災体制の発令，変更の決定 

・緊急時対策本部の指揮・統括 

・重要な事項の意思決定 

原子炉主任技術者 ・原子炉安全に関する保安の監督，本部長への助言 

技術統括 ・原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価の統括 

・原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成の統括 

・発電所内外の放射線，放射性物質濃度の状況把握に係る測定の統括 

 技術班 ・原子炉の運転に関するデータの収集，分析及び評価 

・原子炉の事故の影響緩和及び拡大防止に必要な運転に関する技術的措置 

・原子炉の運転に関する具体的復旧方法，工程等作成 

放射線管理班 ・発電所内外の放射線及び放射性物質濃度の状況把握に係る測定 

・放射性物質の影響範囲の推定 

・緊急時対策活動に係る立入禁止措置，退去措置，除染等の放射線管理 

・重大事故等に対処する要員・退避者の線量評価及び汚染拡大防止措置・除染 

プラント監視統括 ・事故状況の把握の統括 

・事故の影響緩和及び拡大防止に必要な運転上の操作への助言 

 プラント監視班 ・当直（運転員）からの重要パラメータの入手 

・事故対応手段の選定に関する当直（運転員）への情報提供 

当直（運転員） ・事故の影響緩和及び拡大防止に係るプラントの運転操作 

運転補助要員 ・大規模損壊発生時の運転補助 

復旧統括 ・可搬型設備を用いた対応，不具合設備の復旧及び消火活動の統括 

 復旧班 ・事故の影響緩和及び拡大防止に係る可搬型重大事故等対処設備の準備と操作 

・不具合設備の応急措置のための復旧作業方法の作成及び復旧作業の実施 

自衛消防隊 ・消火活動 

広報統括 ・報道機関対応支援，対外対応活動の統括 

 報道班 ・緊急時対策総本部が行う報道機関対応の支援 

対外対応班 ・自治体からの問合せ対応，自治体派遣者の支援 

情報統括 ・関係機関への通報連絡等，情報管理の統括 

 情報管理班 ・情報の収集，共有等 

通報班 ・関係機関への通報連絡等 

支援統括 ・緊急時対策本部の運営支援，警備対応の統括 

 支援班 ・緊急時対策本部の運営支援 

・重大事故等に対処する要員の人員把握 

・避難誘導 

・資機材及び輸送手段の確保 

・救出・医療活動 

警備班 ・出入り管理及び警備当局対応 

・緊急車両の誘導 
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※１　本部員含む ①：意思決定・指揮
※２　火災発生時以外は復旧班員として活動を行う。 ②：情報収集・計画立案
※３　火災発生時は自衛消防隊として活動を行う。 ③：復旧対応
※４　１，２号炉含め本体制にて対応するが，１号炉については ④：プラント監視対応
　　　必要な措置を講じるまでに時間的余裕があるため，２号炉 ⑤：対外対応
　　　対応を優先する。 ⑥：情報管理

⑦：ロジスティック・リソース管理

　重大事故等に対処する要員

※４

本部長 ２号炉原子炉主任技術者

技術班長

放射線管理班長

技術班員

放射線管理班員

技術統括

復旧班長 復旧班員復旧統括

プラント監視班長 プラント監視班員プラント監視統括

報道班長

対外対応班長

報道班員

対外対応班員

広報統括

情報管理班長

通報班長

情報管理班員

通報班員

情報統括

支援班長

警備班長

支援班員

警備班員

支援統括

緊急時対策要員

技術支援組織

実施組織

運営支援組織

復旧班
現場要員

※１

①

②

⑤

⑦

放射線管理班
現場要員

④

⑥

自衛消防隊長 消火班

消防チーム

※２ ※２

運転補助要員

３号炉中央制御室

運転員

１号運転員

２号運転員

１，２号炉中央制御室

※３

※３

※Ｂ

自衛消防隊

※Ａ

※Ａ

③

※Ｂ 当直長
※３

 

第１図 島根原子力発電所 原子力防災組織 体制図 
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指示・命令の流れ（例：大量送水車による２号炉への注水が必要となった場合） 

 

 

第２図 大量送水車による原子炉圧力容器への注水が必要になった場合の

情報の流れ（例） 
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別紙２ 

 

自衛消防隊の体制について 

 

１. 自衛消防隊の体制 

自衛消防隊の体制を第１表に記す。 

火災が発生した際，発電所内に常駐している自衛消防隊長及び初期消火要員に

よる初期消火活動が行われる。 

その後，参集した消火班も加わった自衛消防体制が構築される。 

 

第１表 自衛消防隊編成表 
構成 所属等 役割 

自衛消防隊長 

（１） 

【平日昼間】 

① 保修部課長（保修管理） 

② 保修部課長（保修技術） 

③ 保修部課長（建築） 

【夜間及び休日】 

 自衛消防隊専属の宿直者 

① 自衛消防隊の責任者 

② 消火活動全体の指揮 

③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント

情報の共有 

④ 公設消防窓口（プラント状況・消火活動の

情報提供） 

初期消火要員 

（11） 

当直長（１） 

① 公設消防への通報 

② 自衛消防隊長，消防チームへの連絡 

③ 運転員への初期消火指示 

④ プラントの情報提供，消火活動の情報共有 

（当直長は，現場での消火活動のメンバーに

属さない） 

運転員（２） 

① 火災現場での消火活動 

② 火災現場での消火戦略検討 

③ 火災現場（屋内）への公設消防誘導・説明 

④ 放射線量測定 

連絡責任者（１） 関係者への連絡 

誘導員（１） 火災発生現場（構内全域）への公設消防誘導 

消防チーム（６） 屋内・屋外での消火活動 

【平日昼間】 

消火班：班長（１），班員（７） 

【夜間・休日昼間】 

 給水・送水確保要員（６）※１ 

【参集状況に応じ，班長が役割分担を指名】 

① 消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用） 

② 緊急時対策本部への情報連絡 

③ 火災発生現場での情報収集・記録 

（ ）内は人数 

 

※１ 重大事故等対応中に発電所敷地内で復旧班の現場操作を妨げるような火災が発生した場合， 

自衛消防隊長の指揮のもと，消火活動を行う。
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２. 重大事故等発生時における複数同時火災時の対応 

  緊急時対応中に島根原子力発電所構内において火災が発生し，消火活動が必

要になった場合の対応について示す。火災については，建物本館内部での火災

（以下「内部火災」という。）が２箇所で発生したケースと，発電所敷地内で

の火災（以下「外部火災」という。）が２箇所で発生したケースの２ケースを

示す。 

 

2.1 内部火災の場合 

(1) 前提条件 

  ・緊急時対応の最中に，建物本館内部で原因の特定されない同時火災を想定

する。 

  ・火災の発生防止対策，感知・消火対策を実施していることから，初期消火

要員が対応する火災は，原子炉建物，タービン建物等の可燃物が少ない火

災区域で発生し消火器で短期間に消火できる規模の火災を想定する。 

  ・緊急時対応において，運転員の現場操作に際して消火活動が必要な火災に

対しては，運転員の一部を活用する。 

  ・原子炉の運転状態として，２号炉運転中及び停止中を想定し，各運転状態

における運転員の人数を前提とする。 

 

(2) 内部火災での対応及び体制 

  建物本館内部での同時火災に対する対応フローを第１図に，建物本館内部で

の同時火災発生時の初期消火要員の体制を第２図に，運転員の体制を第３図，

第４図に示す。 

  当直長は，火災の状況を含めプラント状況の把握や緊急時対策本部との連絡

を行っていることから，初期消火活動の指示と現場指揮所設置までの指揮を執

る。自衛消防隊長は，指示者又は復旧統括の指示を受け，速やかに現場指揮所

を設置するとともに，設置後は消火活動の指揮を執る。指揮権の委譲の際には，

当直長と現場対応者から状況説明を受ける。その後は，消火班長から直接的，

間接的に適宜状況報告を受け，両方の火災対応の指揮を執るとともに，緊急時

対策本部との連絡を行う。 

  消火体制については，初期消火要員として選任されている運転員２名，消防

チーム（委託）６名で編成する。 

  なお，建物内での火災発生に対して，原子炉の高温停止及び冷温停止を達成

し維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域で煙

充満や放射線の影響により消火活動が困難となる区域は，固定式消火設備を設

置する設計としており，当該火災区域での火災発生に対して初期消火要員に依

存することなく，速やかな消火活動が可能である。 

よって，プラントの運転状態に依らず緊急時対応中の内部火災に対して，８

名の初期消火要員で十分に消火活動が可能で，その活動も短時間であることか
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ら，初期消火要員に充てた運転員は，消火活動後速やかに現場操作対応を行う

ことが可能であり，緊急時対応に支障を及ぼすことはない。 

本運用については，社内規程に定める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第１図 建物内部での同時火災に対する対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 建物内部での同時火災発生時の初期消火体制 

 

 

 

中央制御室 

【当直長】 

 ・自衛消防隊長，消防チームへ連絡 

 ・運転員の初期消火要員への編入指示 

【当直長，初期消火要員（運転

員）】 

・初期消火要員（２名）を招集 

・中央制御室でプラント状況及

び消火戦略確認 

【消防チーム】 

・隊員（６名）現場出動 

消防チーム控室 緊急時対策本部 

【自衛消防隊長】  

・火災対応を指揮する現場指揮

所設置（緊急時対策所又は火

災対象建物入口） 

⇒現場指揮所設置以後，当直長

から自衛消防隊長へ初期消火

要員の指揮権を委譲 

【初期消火要員（運転員）】 

・現場出動 

・当直長は自衛消防隊長， 

消防チームに火災発生 

場所を確実に連絡 

・自衛消防隊長は，消火活動終了 

と判断した時点で，運転員の 

現場操作への復帰可否を判断 

【初期消火要員（運転員），消防チーム】 

・現場到着 

・消火活動 

火災現場 

【中央制御室】 

 ・２号炉での２箇所の同時火災を認知 

運転員（１名） 

消防チーム（３名） 

自衛消防隊長 

運転員（１名） 

消防チーム（３名） 
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第３図 ２号炉事故及び火災対応時の運転体制について 

（２号炉運転中の場合） 

 

 

 

第４図 ２号炉事故及び火災対応時の運転体制について 

（２号炉停止中の場合） 
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2.2 外部火災の場合 

(1) 前提条件 

  ・外部火災として，緊急時対応中に発電所敷地内で現場操作を妨げるような

火災が同時に２箇所で発生することを想定する。 

  ・消火活動は，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車等の組合せによ

り，消火活動を行う。 

  ・化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車の操作は，消防チームが行う。 

  ・復旧班の現場操作に際して消火活動が必要な火災に対しては，大量送水車

等の操作が可能な給水・送水確保要員を活用する。 

 

(2) 外部火災での対応及び体制 

  発電所敷地内での同時火災に対する対応フローを第５図に，発電所敷地内で

の同時火災発生時の初期消火要員の体制を第６図に示す。 

  外部火災における消火活動は，自衛消防隊長が指揮を執る。通常，敷地内の

１箇所の火災発生に対しては，火災対応のため常時待機している消防チーム６

名で十分対応可能であるが，復旧班の現場操作に際して消火活動が必要な敷地

内２箇所の同時火災が発生した場合には，消防チームに加え，給水・送水確保

要員から６名を充て，消火活動を行う。 

  実際の放水活動は，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車等の組合せ

で行うことから，原則として，１班当たり６名の２班を編成し，２箇所に分か

れて消火活動を行う。その際，消防チーム等は化学消防自動車及び小型動力ポ

ンプ付水槽車等の操作を行う。 

  一方，初期消火活動に充てられた給水・送水確保要員は本来緊急時の原子炉

圧力容器への注水等の対応を行うため，消火活動が終了とした時点で，自衛消

防隊長の判断により速やかに原子炉圧力容器への注水等の作業に戻ることと

する。 

  本運用については，社内規程に定める。 
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第５図 発電所敷地内での同時火災に対する対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図 発電所敷地内での同時火災発生時の初期消火体制 

 

 

 

【当直長】 

・自衛消防隊長，消防チームへ連絡 

【消防チーム】 

・隊員（６名）が化学消防自動

車，小型動力ポンプ付水槽車

で現場出動 

消防チーム控室 緊急時対策本部 

・当直長は自衛消防隊長， 

消防チームに火災発生場所を 

確実に連絡 

【消防チーム，給水・送水確保要員】 

・現場到着 

・消火活動 

火災現場 

【中央制御室】 

・敷地内２箇所での同時火災を認知 

【自衛消防隊長】 

・プラント状況及び消火戦略確認 

・給水・送水確保要員へ初期消火活動指

示 

・火災発生場所を考慮し現場指揮所設置 

 

【給水・送水確保要員】 

・現場出動 

 

消防チーム（３名） 

給水・送水確保要員（３名） 

自衛消防隊長 

消防チーム（３名） 

給水・送水確保要員（３名） 
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別紙３ 

重大事故等時における重大事故等に対処する要員の動き 

重大事故等時における重大事故等に対処する要員の動きについては以下のとおり。 

・平日勤務時間帯において，重大事故等に対処する要員のほとんどが管理事務所

で執務しており，招集連絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に集合する。

・夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，初動対応する重大事故等に

対処する要員（本部要員，現場要員）は，免震重要棟又はその近傍，１，２号

炉制御室建物又はその近傍及び３号炉制御室建物又はその近傍で執務若しくは

待機しており，招集連絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に集合する。

第１図 緊急時対策所までのアクセスルート 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙４ 

 

緊急時対策所における主要な資機材一覧 

 

 緊急時対策所に配備している主要な資機材については以下のとおり。 

 

１． 緊急時対策所 

○通信連絡設備 

通信種別 主要設備 数量※１ 

発電所内外 

 

衛星電話設備 衛星電話設備（固定型） ５台 

衛星電話設備（携帯型） 10台 

電力保安通信用電話設備 固定電話機 10台 

ＰＨＳ端末 32台 

ＦＡＸ １台 

発電所内 所内通信連絡設備 ハンドセットステーション １台 

スピーカ １台 

無線通信設備 無線通信設備（固定型） ５台 

無線通信設備（携帯型） 62台 

発電所外 統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備 

ＩＰ－電話機（有線系） ４台 

ＩＰ－電話機（衛星系） ２台 

ＩＰ－ＦＡＸ（有線系） ２台 

ＩＰ－ＦＡＸ（衛星系） １台 

テレビ会議システム １式 

テレビ会議システム（社内向） テレビ会議システム（社内向） １式 

専用電話設備 専用電話設備（ホットライン） ４台 

衛星電話設備（社内向） 衛星社内電話機 １台 

衛星テレビ会議システム（社内向） １式 

局線加入電話設備 固定電話機 １台 

ＦＡＸ １台 

※1：予備を含む（今後，訓練等で見直しを行う） 

 
○必要な情報を把握できる設備 

通信種別 主要設備 数量 

発電所内外 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） １式 

データ伝送設備 １式 

 
○可搬型照明設備 

品名 数量 

懐中電灯 43個 

ＬＥＤライト（ランタンタイプ） ９個 
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別紙５ 

 

緊急時対策要員による通報連絡について 

 

重大事故等が発生した場合，発電所の連絡責任者が，内閣総理大臣，原子力規

制委員会，島根県知事，松江市長及び鳥取県知事並びにその他定められた通報連

絡先への通報連絡をＦＡＸを用いて一斉送信するとともに，通報連絡後の統合原

子力防災ネットワークの情報連絡の管理を一括して実施する。 

① 発電所の連絡責任者は，特定事象等発見者から事象発生の連絡を受けた場合

は，所長（原子力防災管理者）へ報告するとともに，他の通報対応者と協力

し通報連絡を実施する。 

② 重大事故等（原子力災害対策特別措置法第十条第一項に基づく通報すべき事

象等）が発生した場合の通報連絡は，内閣総理大臣，原子力規制委員会，島

根県知事，松江市長及び鳥取県知事及びその他定められた通報連絡先に，Ｆ

ＡＸを用いて一斉送信することで，効率化を図る。 

③ 内閣総理大臣，原子力規制委員会，島根県知事，松江市長及び鳥取県知事等

に対しては，電話でＦＡＸの着信の確認を行うとともに，その他通報連絡先

へもＦＡＸを送信した旨を連絡する。 

④ これらの連絡は，緊急時対策本部の連絡責任者（１名）と連絡担当者（３名）

が分担して行うことにより時間短縮を図る。 

⑤ その後，重大事故等に対処する要員の招集で，参集した情報管理班及び通報

班の要員確保により，更なる時間短縮を図る。 

⑥ 原子力規制庁への情報連絡は，必要により統合原子力防災ネットワークを活

用する。 

⑦ 通報連絡の体制，要領については，手順書を整備し運用を行う。 
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第１図 原子力災害対策特別措置法第十条第一項等に基づく通報連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所 

・連絡責任者 1 名 

・連絡担当者 3 名 

特定事象発見者 

(当直長等) 

本社 

(緊急時対策総本部) 

島根県知事，松江市長，鳥取県知事 

内閣府（政策統括官付），内閣官房， 

経済産業省（資源エネルギー庁） 

島根県警察本部，松江警察署，松江市消防本部 

出雲市長，米子市長，境港市長，安来市長，雲南市長 

島根原子力規制事務所 

松江市鹿島支所長，松江市島根支所長 

自衛隊島根地方協力本部，中国経済産業局， 

島根労働局，松江労働基準監督署， 

境海上保安部，鳥取県警察本部 

内閣府（内閣総理大臣）， 

原子力規制委員会 

  ：原災法に基づく通報先 

  ：FAX 送信 

  ：電話等での着信確認 

原子力防災管理者 
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別紙６ 

原子力事業所災害対策支援拠点について 

 
島根支社 

所在地 島根県松江市母衣町１１５ 

発電所からの
方位，距離 

南東約９km 

敷地面積 約６，３００㎡ 

非常用電源 可搬式発電機※ 

通信機器 
可搬型衛星通信機器（電話，ＦＡＸ）※ 
保安電話（災害時優先）※，一般電話・ＦＡＸ，衛星携帯電話 

その他 
消耗品類（燃料，食料，飲料水等）は最寄りの小売店より調達 
駐車場は島根支社から約４km 先に位置する自社関連会社の敷
地を使用 

※ 設営時に車両等で搬送する。 
 
 

中国電力ネットワーク株式会社 知井宮変電所 

所在地 島根県出雲市知井宮町１７５６－７ 

発電所からの
方位，距離 

南西約３４km 

敷地面積 約８，１００㎡ 

非常用電源 可搬式発電機※ 

通信機器 
可搬型衛星通信機器（電話，ＦＡＸ）※ 
保安電話（災害時優先）※ 

その他 消耗品類（燃料，食料，飲料水等）は最寄りの小売店より調達 

※ 設営時に車両等で搬送する。 
 
 
広瀬中央公園 

所在地 島根県安来市広瀬町広瀬３０７ 

発電所からの
方位，距離 

南東約２５km 

敷地面積 約３５，０００㎡ 

非常用電源 可搬式発電機※ 

通信機器 
可搬型衛星通信機器（電話，ＦＡＸ）※ 
保安電話（災害時優先）※ 

その他 消耗品類（燃料，食料，飲料水等）は最寄りの小売店より調達 

※ 設営時に車両等で搬送する。 
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第１図 原子力事業所及び原子力事業所災害対策支援拠点の位置 
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別紙７ 

 

発電所構外からの要員の参集について 

 

１．要員の招集の流れ 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に，発

電所外にいる重大事故等に対処する要員を速やかに非常招集するため，「要員招

集システム」，「通信連絡手段」等を活用し，要員の非常招集及び情報提供を行

う。（第１図） 

 

 要員招集システムによる対応要員の招集

当直長等

連絡責任者

連絡

入力

回答確認
重大事故等に対処する要員

メール

回答入力

・緊急連絡・安否確認システム

・一斉招集システム

要員招集システム

気象庁
（気象業務支援センター）

連絡責任者が要員招集システムを操作し，招集メールを発信する。

※１

※２

※１ 発電所沿岸で津波警報，大津波警報が発令された場合は気象庁の情報により要員招集システムからも

招集メールが自動配信される。

※２ 松江市内で震度６弱以上の地震が発生した場合，自主的に参集を開始するが，地震情報は当該シス

テムからも自動配信される。  

第１図 要員招集システム 

 

松江市内で震度６弱以上の地震が発生した場合には，社内規程に基づき，非

常招集連絡がなくても自主的に参集する。 

地震等により家族，自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出され

た場合は，家族の身の安全を確保したうえで参集する。 

集合場所は，基本的には構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び

佐太前寮）（第２図）とするが，発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所

へ参集可能とする。 

構外参集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）に集合した要

員は，緊急時対策本部と非常招集に係る以下の確認，調整を行い，通信連絡設

備，懐中電灯等を持参し，発電所と連絡を取りながら集団で移動する。構外参

集拠点（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）には通信連絡設備とし

て衛星電話設備（携帯型）を各５台配備する。 
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① 発電所の状況（発電所への移動が可能なプラント状況かどうか（格納容器

ベントの実施見通し），発電所に行くための必要な装備（放射線防護服，

マスク，線量計を含む。）） 

② その他発電所で得られた情報（発電所への移動に関する道路状況等，移動

するうえで有益な情報） 

③ 発電所へ移動する人の情報（人数，体調，移動手段（徒歩，車両），連絡

先） 

発電用原子炉主任技術者は通信連絡手段により，必要の都度，発電所の連絡責

任者と連絡をとり，発電用原子炉施設の運転に関し，保安上の指示を行う。 

 

 

第２図 島根原子力発電所とその周辺 

 

２．重大事故等に対処する要員の所在について 

発電所員の社宅・寮がある島根原子力発電所から半径５km 圏内に，発電所員

（約 540 名）の約４割が居住している。更に，島根原子力発電所から半径５～10km

圏内には，発電所員の約３割が居住しており，おおむね島根原子力発電所から半

径 10km 圏内に発電所員の約７割が居住している。（第 2図）（第 1表） 

 

第 1 表 居住地別の発電所員数（令和３年３月時点） 

居住地 ５km圏内 ５～10km圏内 10～20km圏内 
その他地域 

（半径 20km圏外） 

居住者数 
231 名 
（43%） 

155名 
（29％） 

90名 
（17%） 

60名 
（11%） 

 

３．発電所構外からの要員の参集ルート 

(1) 概要 

発電所構外からの参集ルートについては，第３図に示すとおりであり，参集

ルートの障害要因としては，比較的に平坦な土地であることから，土砂災害の

影響は少なく，地震による橋の崩壊，津波による参集ルートの浸水が考えられ

る。 
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地震による橋梁の崩落については，参集ルート上の橋梁が崩落等により通行

ができなくなった場合でも，迂回ルートが複数存在することから，参集は可能

である。また，木造建物の密集地域はなくアクセスに支障はない。なお，地震

による参集ルート上の主要な橋梁への影響については，平成 12 年鳥取県西部

地震においても，実際に徒歩による通行に支障はなかった。 

大規模な地震が発生し，発電所で重大事故等が発生した場合には，住民避難

の交通渋滞が発生すると考えられるため，交通集中によるアクセス性への影響

回避のため，参集ルートとしては可能な限り住民避難の渋滞を避けることとし，

複数ある参集ルートから適切なルートを選定する。 

第３図 発電所構外からの要員参集ルート 

津波浸水時については，アクセス性への影響を未然に回避するため，大津波

警報発生時には基準津波が来襲した際に浸水が予想されるルート（第３図に示

す，比較的海に近いルート）は使用しないこととし，これ以外の参集ルートを

使用して参集することとする。 

(2) 津波による影響が考えられる場合の参集ルート

松江市津波ハザードマップによると，松江市中心部から発電所までの参集ル

ートへの影響はほとんど見られない（川岸で数 10cm程度）が，大津波警報発生

時は，津波による影響を想定し，海側や佐陀川の河口付近を避けたルートによ

り参集する。（第４図） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第４図 参集拠点からの参集ルート 

(3) 住民避難が行われている場合の参集について

全面緊急事態に該当する事象が発生し，住民避難が開始している場合，住民

の避難方向と逆方向に要員が移動することが想定される。 

発電所へ参集する要員は，原則，住民避難に影響のないよう行動し，自動車

による参集ができないような場合は，自動車を避難に支障のない場所に停止し

たうえで，徒歩や自転車により参集する。 

４．発電所構内への参集ルート 

発電所敷地外から発電所構内への参集ルートは，通常の一矢入口及び本谷入

口を通過するルートに加え迂回ルートを確保している。（第５図） 

  発電所近傍にある 500kV，220kV 及び 66kV の送電鉄塔の倒壊による障害を想

定し，鉄塔が倒壊しても影響を受けない参集ルートを設定する。 

発電所近傍にある 500kV，220kV及び 66kVの送電鉄塔の倒壊による障害を想定

し，鉄塔が倒壊した場合における通行の考え方を別紙補足 1 に示す。 

  平日の勤務時間帯において，重大事故等に対処する要員の多くは管理事務所

で執務しており，招集連絡を受けた場合は，速やかに緊急時対策所に参集する。 

  夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，初動対応する重大事故

等に対処する要員が免震重要棟又はその近傍及び１，２号及び３号炉制御室建

物又はその近傍で執務若しくは待機しており，招集連絡を受けた場合は，速や

かに緊急時対策所に参集する。 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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  管理事務所及び免震重要棟から緊急時対策所までの主なアクセスルートを，

第５図に示す。 

第５図 発電所構内への参集ルート及び緊急時対策所へのアクセスルート 

５．夜間及び休日における要員参集について 

(1) 要員の想定参集時間

第１表及び第２図に示すとおり，要員の大多数は発電所から半径 10km 圏内に

居住していることから，仮に発電所から 10km 地点に所在する要員が，夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）において，発災 30 分後に自宅を出発するものと

し，徒歩移動で参集する場合であっても，参集時間は約６時間 30 分と考えられ

る。 

さらに，要員集合場所（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）に立寄

り，情報収集を行ったうえで参集することから，情報収集する場合の時間を 30

分必要であると仮定した場合であっても，発電所から 10kmに所在する要員は，

約７時間で発電所に参集可能であると考えられる。 

(2) 要員参集調査

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発生した場合

の重大事故等に対処する要員の参集動向（所在場所（準備時間を含む。）～集合

場所（情報収集時間を含む。）～発電所までの参集に要する時間）を評価した結

果，要員の参集手段が徒歩移動のみを想定した場合かつ，年末年始やゴールデン

ウィーク等の大型連休であっても，７時間以内に参集可能な要員は 150 名以上

（発電所員約 540 名の約３割）と考えられる。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.0.10-56



なお，自動車等の移動手段が使用可能な場合は，より多くの要員が早期に参

集することが期待できる。 

※ 必要な要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能 

性がある。 

  また，集合場所（緑ヶ丘施設）からの参集訓練結果について別紙補足２に示

す。 

 

＜参考：要員参集調査による評価＞ 

○夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発生した場

合の重大事故等に対処する要員の参集動向をより具体的に把握するため，

「平日夜間」「休日日中」「休日夜間」「大型連休日中」「大型連休夜間」の５

ケースにおいて緊急呼び出しがかかった場合を想定し，その時々における要

員の所在場所（発電所からの直線距離に応じた区分を回答）を調査すること

で，参集状況を評価する。（第７図及び第８図） 

○参集の流れは，所在場所（準備時間を含む。）～集合場所（情報収集時間を

含む。）～発電所までの移動とする。 

○集合場所（緑ヶ丘施設，宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）での情報収集時間

30分を考慮する（第 6図）。 

○過去５回の要員参集調査を実施し，重大事故等が発生した場合の重大事故等

に対処する要員の参集動向を評価した結果，年末年始やゴールデンウィーク

等の大型連休であっても，7時間以内に参集可能な重大事故等に対処する要

員は 150名以上（発電所員約 540名の約３割）と考えられる。このことから，

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初動体制の拡大を図り，長期的な

事故対応を行うために外部から発電所へ参集する緊急時対策要員（54 名）

は，要員参集の目安としている８時間以内に確保可能であることを確認して

いる※。 

 

※（ａ）平成 28 年５月：162名（うち，実施組織 109名（復旧班 49名，プラ

ント監視班 60名）） 

（ｂ）平成 29 年５月：167名（うち，実施組織 118名（復旧班 67名，プラ

ント監視班 51名）） 

（ｃ）平成 30 年１月：151名（うち，実施組織 102名（復旧班 50名，プラ

ント監視班 52名）） 

（ｄ）令和元年１月：157名（うち，実施組織 105名（復旧班 49名，プラン

ト監視班 56 名）） 

（ｅ）令和２年１月：221名（うち，実施組織 145名（復旧班 74名，プラン

ト監視班 71 名）） 
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第６図 要員参集の流れについて（イメージ） 

 

ａ．車が使える場合（第７図） 

○３時間 30 分以内に約８割の要員が参集可能な場所にいることを確認した。

（大型連休は除く。） 

○大型連休でも，３時間 30 分以内に約５割の要員が参集可能な場所にいる。 

 

ｂ．徒歩移動のみの場合（第８図） 

○車を使用した場合に比べ要員参集のタイミングが遅くなるが，６割程度の要

員は，７時間以内に参集可能な場所にいることを確認した。（大型連休は除

く。） 

○通常の休日と大型連休を比較すると，大型連休には約３割多い要員が半径

10km 圏内から不在（徒歩７時間以上）となるが，７時間以内で参集可能な

要員は約３割。 
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（ｃ）平成 30年１月   （ｄ）令和元年１月   （ｅ）令和２年１月 

※発電所からの直線距離に応じた区分を回答してもらい，その区分に応じた移動

時間（30分以内（～10km），30分～1.5 時間（10～30km），1.5 時間以上（30km

～））に以下の数値を加えて算出。 

・出発までの準備時間：30分 

・集合場所での情報収集時間：30分 

・集合場所から発電所間に設ける一時立寄場所に駐車し，そこから徒歩で発電所

までの移動時間：１時間 

 

第７図 要員参集シミュレーション結果（車でアクセス可能） 
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（ｃ）平成 30年１月   （ｄ）令和元年１月   （ｅ）令和２年１月 

※出発までの準備時間を考慮のうえ，天候が良好な状況を想定し，集合場所を経

由した場合の発電所（緊急時対策所）までの移動距離 4.0時間以内（～3.5km），

4.0～6.5時間（3.5～10km），6.5～10.0 時間（10～20km），10.0 時間以上（20km

～）により算出。なお，移動速度は参集訓練の実績（4.0km/h（67m/min））を基

に算出している。（別紙補足２） 

※発電所からの直線距離に応じた区分を回答。 

※集合場所での情報収集時間の 30分を考慮 

 

第８図 要員参集シミュレーション結果（徒歩移動のみ） 
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(3) 参集要員の確保 

(1)要員の想定参集時間，及び(2)要員参集調査から，夜間及び休日（平日の

勤務時間帯以外）かつ，参集手段が徒歩移動のみを想定した場合であっても，

発電所構外の重大事故等に対処する要員は事象発生から約７時間で発電所に参

集可能と考えられること，また，年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休

に重大事故等が発生した場合であっても，７時間以内に参集可能な重大事故等

に対処する要員は 150 名以上（発電所員 540 名の約３割以上）と考えられる。

このことから，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初動体制の拡大を図

り，長期的な事故対応を行うために外部から発電所へ参集する緊急時対策要員

（54 名※）は，要員参集の目安としている８時間以内に確保可能であることを

確認した。 

 

※ 要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 
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別紙補足１ 

鉄塔倒壊時のアクセスについて 

１．鉄塔の倒壊と参集ルートについて 

  発電所周囲には 500kV，220kV 及び 66kV の送電鉄塔が設置されており，送電

線及び送電鉄塔は参集ルート上を横断又は参集ルートに近接している。（第１

図） 

  送電線の脱落及び断線，あるいは送電鉄塔が倒壊した場合においても，垂れ

下がった送電線又は倒壊した送電鉄塔に対して十分な離隔距離を保って通行す

ること，又は複数の参集ルートからその他の適切な参集ルートを選択すること

で，発電所に参集することは可能である。 

２．送電鉄塔の倒壊時に通行する参集ルート 

  送電鉄塔の倒壊等が発生した際に通行する参集ルートについては，倒壊した

送電鉄塔の場所及び損壊状況に応じて，その他の複数の参集ルートから，以下

の事項を考慮して，確実に安全を確保できる適切な参集ルートを選定して通行

する。 

・大津波警報発生の有無

・倒壊した送電鉄塔及び送電線の損壊状況及び送電線の停電状況

・上記以外の倒壊物による参集ルートへの影響状況

第１図 発電所周辺の参集ルートと送電鉄塔の位置

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（１）66kV No.54-甲及び No.54-乙送電鉄塔が倒壊した場合

発電所侵入道路を阻害することになる 66kV No.54-甲及び No.54-乙送電鉄塔

の倒壊がおきても，これらの鉄塔を迂回することでアクセスすることは可能で

ある。（第２図） 

第２図 一矢入口周辺の参集ルートと送電鉄塔の位置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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３．倒壊した送電鉄塔の影響について 

  自然災害により送電鉄塔が倒壊した事例を以下に示す。 

  強風による送電鉄塔の倒壊事例①※１  強風による送電鉄塔の倒壊事例②※１ 

地震による斜面の崩落に伴う送電鉄塔の倒壊事例※２ 

津波による隣接鉄塔の倒壊に伴う送電鉄塔の倒壊事例※２

重大事故等に対処する要員は，送電線の停電など安全を確認したうえで，

倒壊した送電鉄塔の影響を受けていない箇所を，離隔距離を保って迂回する

ルートで鉄塔の近傍を通過することが可能である。

【出典】 
※１ 電力安全小委員会送電線鉄塔倒壊事

故調査ワーキンググループ報告書 
（平成 14年 11月 28日） 

※２ 原子力安全・保安部会・電力安全小委
員会電気設備地震対策ワーキンググ
ループ報告書（平成 24年 3月）
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別紙補足２ 

参集訓練の実施結果 

１．概要 

  重大事故等が発生した場合において，発電所外から参集する重大事故等に対

処する要員の参集性を評価するため参集訓練を実施した。集合場所である緑ヶ

丘施設から緊急時対策所に参集する時間を実際に計測して，移動速度を算出し

た。 

この結果から，発電所外から参集する重大事故等に対処する要員の参集するた

めの速度を設定した。 

２．参集訓練の実施 

  参集訓練の実施に当たっての条件と実施結果を以下に示す。 

（１）参集訓練の実施概要

・移動経路は，通常参集ルートである一矢入口及び本谷入口，迂回ルートで

ある宇中入口及び内カネ入口を通過して発電所にアクセスする４ルートを

設定して実施。（第１図）

・移動速度の計測は，移動手段を徒歩として実施。

・各コースとも２名／組で実施。

第１図 集合場所（緑ヶ丘施設）からの参集訓練ルート 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（２）参集訓練の実施結果

  第１表 参集訓練の実績結果（令和元年 11 月 22日実施） 

ルート 移動手段 
実際の 

移動距離 
参集時間 

実際の 

移動速度 
備考 

①一矢ルート 徒歩 5.7km 80分 
4.3 km/h 

（72 m/min） 
通常ルート 

②本谷ルート 徒歩 9.0km 110分 
4.9 km/h 

（82 m/min） 
通常ルート 

③宇中ルート 徒歩 11.4km 169分 
4.0 km/h 

（67 m/min） 
迂回ルート 

④内カネルート 徒歩 7.0km 99分 
4.2 km/h 

（70 m/min） 
迂回ルート 

平均移動速度 4.4 km/h（73 m/min） 

３．参集訓練の評価 

  第１表の参集訓練の結果より，徒歩での移動速度は 73 m/min（4.4 km/h）と

算出され，本訓練の評価用平均速度を 67 m/min（4.0 km/h）で設定した。 

  また，上記の参集性の評価に当たっては，測定結果に交通事情や道路条件及

び道路上に発生した障害によって発生する迂回に要する時間を考慮し，保守的

に参集に係る移動速度を 67m/min（4.0 km/h）とした。 
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４．参集訓練の様子 

  参集訓練の様子を第２図に示す。 

第２図 参集訓練の様子 
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補足１ 

２号当直副長又は１号当直主任による運転士への 

操作指示／確認手順について 

運転員の事故時における対応は，２号当直副長又は１号当直主任による「運転

士」への操作指示がなされ，「運転士」による操作がなされる。（１人による対応） 

一方，確率論的リスク評価※１では，以下のとおり人間信頼性評価（ＨＲＡツ

リー）にて評価を行っている。

人間信頼性評価（ＨＲＡ）ツリーを用いた定量評価 

（炉心冷却後のＲＨＲによる停止時冷却の例） 

人的過誤確率では，操作員の認知失敗や操作失敗があったとしても，１名の指

示者の確認により是正がなされる評価手法を採用している。 

以上により，実際の運転員による操作と，確率論的リスク評価で用いた評価手法

は，整合が取られている。 

※１ 第 244回 審査会合 資料 3-4-2 島根原子力発電所２号炉確率論的リス

ク評価（ＰＲＡ）について 参照

※２ 認知失敗の過誤回復については，ＴＨＥＲＰの標準診断曲線時にて既に考

慮されているため，ＨＲＡツリーとして人的過誤の分岐を設定しない 

（チームとしての認知の失敗確率が適用される）

認知失敗 a b1 

b2 

成功 

失敗 

過誤回復 

人的過誤確率＝a+b 

除熱 

の操作 

除熱 

の認知 

操作失敗 b 

a ※2
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補足２ 

発電所が締結している医療協定について 

島根原子力発電所では，自然災害等が複合的に発生した場合等を想定し，医療

機関で汚染傷病者を診療いただけるように体制を整備しておくことが必要である

と考えている。 

現時点で，松江赤十字病院と放射線被ばく又は放射能汚染を伴う傷病者等が発

生した場合の診療に関する覚書を締結して汚染傷病者の受け入れ体制を確保して

いる。 
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補足３ 

送配電部門の法的分離に伴う本社原子力防災組織について 

 令和２年４月１日の送配電部門の法的分離を踏まえ，中国電力株式会社（以下

「中国電力」という。）は，送配電事業を担う 100％子会社である中国電力ネット

ワーク株式会社（以下「中国電力ネットワーク」という。）を設立し，送配電事業

を分社化した。 

この分社化を受けて，令和２年４月１日，中国電力と中国電力ネットワークは，

原子力災害が発生または発生するおそれがある場合において，両社が一体となっ

た体制により，協力して円滑かつ迅速な原子力災害対策活動を実施するため，「災

害時の復旧対応等に関する事業者間協力協定」を締結した。 

 本社原子力防災組織における原子力災害対策活動においては，中国電力の社長

（緊急時対策総本部長）と中国電力ネットワークの社長（２名の緊急時対策副総

本部長のうち１名）が連携して対応を行い，各社長は，緊急時対策総本部の各班

に所属するそれぞれの要員に対して指揮命令を行う。 

緊急時対策総本部の各班のうち，資材班及び地域対応班は中国電力と中国電力

ネットワークの両社の要員で構成し，外部電源復旧班及び通信班は中国電力ネッ

トワークの要員のみで構成している。

本社原子力防災組織を第１図に，緊急時における防災組織の情報・指令伝達経

路を第２図に示す。 

なお，送配電部門の法的分離に伴う本社原子力防災組織の構成，情報・指令伝

達経路等の見直しについては，原子力災害対策特別措置法第七条に基づき作成し

ている「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」に，令和２年４月１日

に反映している。 
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第１図 本社原子力防災組織 

（島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画（令和２年８月） 

「別図２ 本社原子力防災組織」抜粋）
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1. はじめに

東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所については，全交流動力

電源の喪失，常設直流電源の喪失とともに安全系の機器又は計測制御機器の多重

故障等のこれまでに経験したことがない事象が発生した。過酷環境において原子

炉を冷却するために種々の対応が行われ，この対応において得られた様々な知見

や国内外の各機関が指摘した問題点及び教訓が，東京電力をはじめ，国内外の各

機関によって整理・指摘され，対策が提言されている。 

これらの指摘及び提言は，重大事故等対処設備の整備強化等の設備面の対策だ

けでなく，重大事故等対処設備の活用のための手順書の整備，教育・訓練の充実

及び運転操作を補助する資機材の充実についても挙げられている。 

本項では，これらの指摘及び提言を踏まえ，重大事故等対処設備の活用に関す

る運用面の課題を整理し，島根原子力発電所２号炉での対策及び取組みについて

述べる。今後も，東京電力福島第一原子力発電所事故により得られる新たな知見

や対策が得られ次第，適宜，対策の実施可否について検討し，対応が必要な課題

については対策を講じていく。 
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2. 東京電力福島第一原子力発電所における事故対応の運用面の問題点及び対策 

(1) 課題の抽出要領 

重大事故等対処設備の運用面の課題の抽出に当たっては，以下の報告書に記

載された指摘又は提言から，島根原子力発電所２号炉において対応すべき対策

を抽出した。 

 

第１表 重大事故等対処設備の運用面の課題を抽出した報告書 

 報告書名称 機関 報告年月 

1 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故調査委員会報告書 
国会事故調 2012 年６月 

2 
東京電力福島原子力発電所における事故調

査・検証委員会 最終報告書 
政府事故調 2012 年７月 

3 
福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報

告書 
民間事故調 2012 年２月 

4 福島原子力事故調査委員会 最終報告書 東京電力 2012 年６月 

5 
福島第一原子力発電所における原子力事故

から得た教訓 

ＩＮＰＯ 

（原子力発電運転

協会） 

2012 年８月 

 

上記の各報告書には，内容が同様あるいは類似の指摘及び提言があるため，

抽出された指摘及び提言を分類化し，島根原子力発電所２号炉におけるこれま

での対応を踏まえて，対応すべき課題を選定した。 

各報告書の指摘及び提言には，深層防護の考え方に基づく重大事故等対処設

備の多重化や多様化の設備対応の強化が含まれているが，これらのハード対策

は，他の説明資料にて対策方針が示されているため本資料には記載しない。本

資料では，別紙１に示すように，指摘及び提言の対応方針が確立し，かつ他資

料に記載していない運用面に関する課題を抽出した。 

抽出した課題は「手順書の整備」「訓練の充実」「運転操作を補助する資機

材の充実」に分類化することができ，その対策とあわせて以下に整理した。 

 

(2) 抽出された課題と対策 

抽出された課題と島根原子力発電所２号炉における対策について，「手順書

の整備」「訓練の充実」「運転操作を補助する資機材の充実」の観点に整理し

た。その対策とあわせて以下に示す。 
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ａ．手順書の整備 

 

第２表 手順書の整備に関する課題と対策 

 課題 対策 

1 

・全電源喪失状態となった場合の非常用

復水器（ＩＣ）の操作，その後の確認

作業についてのマニュアルがなく，系

統確認や運転操作に対し迅速に対応で

きていなかった。 

・全電源喪失時の手順を整備し，重大事

故等にも対応できる手順を整備する。 

2 

・事故時の運転手順書は電源があること

を前提としていた。 

このため，事故時の徴候ベースの手順

書からシビアアクシデント手順書への

移行も，電源があることを前提とした

計器パラメータ管理であった。 

故に，シビアアクシデント手順書は，

全電源喪失等の事態では機能できない

実効性に欠いたものであった。 

・電源機能が喪失した場合でも，重要な

パラメータについては確認できるよう

可搬型の計測器を使用したパラメータ

の確認手順を整備する。 
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ｂ．訓練の充実 

 

第３表 訓練の充実に関する課題と対策 

 課題 対策 

1 

・㈱ＢＷＲ運転訓練センターにおける重

大事故等対応の運転員の教育・訓練

は，直流電源が確保され中央制御室の

制御盤が使える前提であった。このた

め，常設直流電源が喪失した条件での

重大事故等は対象としていなかった。 

・㈱ＢＷＲ運転訓練センター及び自社シ

ミュレータ施設における運転員の訓練

においては，シミュレータを用いて全交

流動力電源の喪失，常設直流電源の喪失

等での重大事故等の状態を想定し，重大

事故等対処設備を使用した訓練を実施

することにより，実効性のある訓練を行

う。 

2 

・㈱ＢＷＲ運転訓練センターにおける運

転員の教育訓練は，重大事故等対応の

内容を「説明できる」ことが目標の机

上教育に留まっており，実効性のある

訓練となっていなかった。 

3 

・防災訓練を１年に１回の頻度でしか実

施していなかった。 

このため，防災訓練の経験者の増加が

僅かであり，チームとしての対処能力

の向上には至っていなかった。 

・訓練参加者に対して，事前に訓練シナ

リオを伝えない訓練を実施することに

より，実効的な緊急時対応能力の向上

に努める。 

・東京電力福島第一原子力発電所事故か

ら得られた知見，その他各種知見を基

にした新規制基準の適合申請において

想定した事故シナリオ及び対処策を用

いて，定期的な訓練を計画・実施する。 

・高頻度に原子力防災訓練を行うことに

より，訓練経験者を増やし，交替要員

を含めたチーム全体の対処能力の向上

を図る。 
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【実施状況】 

(a) 運転訓練施設における運転員の訓練実績（平成26年４月～令和３年３月） 

・自社シミュレータ施設における直員連携訓練：75回（累計の参加人数

638名）

・社外シミュレータ施設における運転員の訓練：65回（累計の参加人数

80名）

（上記２つの訓練は，いずれも電源機能等喪失，重大事故等の発生を想

定し，シミュレータを用いて対処操作を検討・評価する。） 

シミュレータを用いた運転操作訓練の状況

（写真は自社施設での実施状況，全交流動力電源喪失時を想定） 

(b) 発電所における訓練実績（平成26年４月～令和３年３月の累計）

・総合訓練：８回（緊急時対策本部を設置し対応，現場での実模擬操作

と連動）

・要素訓練：386回（高圧発電機車の操作及びケーブル敷設，大量送水

車の移動及びホース展張，タンクローリの移動及びホース展張 他）

総合防災訓練の状況    高圧発電機車を用いた電源供給訓練の状況 

（写真は全交流動力電源喪失時を想定した 

電源ケーブル接続作業） 
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大量送水車による訓練状況 

（写真はホース展張とホース接続作業） 
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ｃ．運転操作を補助する資機材の充実 

 

第４表 運転操作を補助する資機材の充実に関する課題と対策 

 課題 対策 

1 

・電源喪失によって，中央制御室での計

装系の監視及び制御である中央制御

室の機能，発電所内の照明，ホットラ

イン以外の通信手段を失った。 

このため，有効なツールや手順書がな

い中で，現場の運転員たちによる臨機

の判断，対応に依拠せざるを得ず，手

探りの状態での事故対応となった。 

・電源喪失により，中央制御室の既存の

計装設備への交流電源が停止した場合

にも，速やかに直流電源を供給し，監視

を継続及び制御が可能な構成とする。ま

た，重大事故等対応に必要な新規に設置

する計装設備は直流電源による給電と

する。 

・中央制御室及び緊急時対策所から操作

及び作業の連絡を行うため，所内通信

連絡設備，電力保安通信用電話設備を

整備する。 

・電源喪失時の準備として，避難用の照

明とは別に作業用照明を設置し，中央制

御室及び機器へのアクセスルート等は

非常用電源により照明が使用できるよ

うにするとともに，懐中電灯等の可搬型

照明等により，既存の照明設備のない状

況での操作及びパトロールを可能とす

る。 

・発電所内の連絡手段を確保するため，

電源機能喪失時の対応用資機材とし

て，無線通信設備，有線式通信設備及

び衛星電話設備等を配備する。 
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3. その他の取組み

２．項で述べた東京電力福島第一原子力発電所事故における事故対応の運用面

の問題点及び対策のほかに，当社として取り組むべき事項を以下のとおり整理し，

対応している。 

(1) 手順書の整備

ａ．手順書の整備によるヒューマンエラー防止対策の取組み 

従来から，当社は手順書を整備し，運転操作ミス（誤操作）の防止に取

り組んでいる。重大事故等発生時における対処に係る運転操作に当たって，

運転操作ミスの防止に係る重要性がさらに高まることから，今後は，重大

事故等対処設備の運転操作に関わる事項の整備に当たっては，第５表に記

載した事項について考慮する。 

第５表 ヒューマンエラー防止対策の取組み 

1 
・設計基準事故を超える事故に対し，的確かつ柔軟に対処できるよう，必要な手

順書類を整備する。

2 
・適切な判断を行うために必要となる情報の種類，入手方法及び判断基準を整備

する。

ｂ．その他 

上記ａ．のほかに，重大事故等時における手順書について，第６表の観

点も追加して整備する。 

第６表 その他考慮する事項（手順書の整備） 

1 

・炉心損傷及び格納容器破損を防ぐために最優先すべき操作等（ほう酸水注入，

海水注入，格納容器ベント）の判断基準をあらかじめ明確化し，当直副長の判

断により迅速な操作ができるようにする。

2 
・重大事故等時に運転操作する設備，監視する計器及び通信連絡設備等について

は，その他の設備等と識別化しておく。

(2) 運用面での改善

従来から，当社では重大事故等の発生時に迅速・的確な事故対応ができるよ

うに，原子力防災訓練等の事故対応の教育・訓練を実施している。また，発電

所員の事故対応意識の向上のため，安全文化醸成活動を継続的に実施している。

このような，運用面での取組みについて，第７表に関する事項について改善を

行う。 
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第７表 その他考慮する事項（運用面での改善） 

1 

・本部長の指揮下に各統括を配置し，各統括の指揮下には各班を設け，従来の本

部長に集中する情報を各統括を介しての情報連絡に見直すことにより，整理さ

れた情報伝達を可能とし，対応戦略の意思決定等を円滑に行う。

2 

・各種の情報が本社とも共有可能な情報共有ツール（時系列管理システム，ＣＯ

Ｐ（Ｃｏｍｍｏｎ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｐｉｃｔｕｒｅ））を整備し，電

話や紙による情報共有に加え，より円滑に情報を関係者で共有できるようにす

る。

3 
・社外対応を行う者に対して，モバイルパソコンやタブレット等のツールを活用

した情報提供を行う。

4 

・夜間・休日昼間においては，重大事故等が発生した場合，速やかに対策の対応

を行うため，発電所構内に重大事故等に対処する要員を常時確保する。また，

あらかじめ定めた連絡体制に基づき，夜間・休日昼間を含めて必要な要員を招

集できるよう，定期的に連絡訓練を実施する。

5 

・発電所と中国電力ネットワーク株式会社で系統事故時対応訓練を実施して協力

関係を強化する。また，外部電源復旧訓練を中国電力ネットワーク株式会社と

合同で実施する等，連携も強化する。

6 

・地震の揺れに対する防護のため，中央制御室の制御盤に地震時対応用手摺りの

取付け及び中央制御室内の什器の固定など，地震を念頭に置いた対策を実施す

る。

7 

・事故時に要求される特殊技量（重機の操作等）を有した要員を確保するために，

大型自動車・けん引及び重機等の免許等について社員の資格取得を継続して計

画する。また，資格所有者の管理を実施する。

8 

・運転訓練シミュレータとは別に，シビアアクシデント時の知識，理解力向上の

ためプラント挙動等を可視化する研修ツール（卓上ＰＣシステム）を構築して

おり，プラント挙動を可視化するツールの特徴を活かした事故時の挙動の解説

や事故の影響緩和策等の対応策の検討等，教育へ活用する。
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 別紙１ 

 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る重大事故等対処設備の 

運用面の課題抽出について 

 

1. 抽出要領 

本資料における東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る重大事故等対処

設備の運用面の課題の抽出の概要を以下に示す。 

指摘及び提言事項は，調査対象となる報告書の記載を確認して抽出した。抽出

された指摘及び提言事項は，重複するものを整理した後に，各部門にて各々の指

摘及び提言事項の対応方針を確認し，対応方針が未確立の事項について，本検討

の中で改めて対応方針を検討し確立した。この抽出された指摘及び提言事項とそ

の対応方針は，原子力部門戦略会議に報告し，その進捗状況を管理している。 
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調査対象 

報告書名称 機関 

1 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故調査

委員会報告書（2012年６月） 
国会事故調 

2 
東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証

委員会 最終報告書（2012年７月） 
政府事故調 

3 
福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書

（2012 年２月） 
民間事故調 

4 
福島原子力事故調査委員会 最終報告 

（2012 年６月） 
東京電力 

5 
福島第一原子力発電所における原子力事故から 

得た教訓（2012 年８月） 

ＩＮＰＯ 

（原子力発電運転協会） 

島根原子力発電所２号炉に係る指摘及び提言事項 

抽出した指摘及び提言事項について，内容が類似の事項を統合 

約440項目 

約60項目 

統合した指摘及び提言事項のうち，対応が明確である事項を抽出 

ただし，以下に示すような他の説明資料で記載される事項は対象外とした。 

（他の説明資料で記載されるため対象外とした内容） 

・設備及び資機材の整備に係る事項

・設備及び資機材の整備に伴って対応する事項

（手順書を整備すること，整備した手順書を用いた訓練を行うこと等）

・発電所の緊急時対策本部及び本社の緊急時対策総本部の体制や要員の

活用等に係る事項

・その他（他の説明資料で記載される内容）

本資料中の下記の表に集約 

・第２表 手順書の整備に関する課題と対策

・第３表 訓練の充実に関する課題と対策

・第４表 運転操作を補助する資機材の充実に関する課題と対策
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別紙２ 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る課題及び現状 

 

1. はじめに 

原子力規制委員会「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係

る検討会」（以下「事故分析検討会」という。）において取りまとめられた

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」

（以下「中間取りまとめ」という。）に記載された事項から課題を抽出し，島

根原子力発電所２号炉における現状を整理した。 

中間取りまとめは，事故分析検討会において，2021年３月までに技術的な内

容の具体的検討を行った結果等を取りまとめたもので，今後，引き続き調査・

分析を継続することとされており，事故時の現象に関する未解明のメカニズム

等については最終報告を確認する必要があるが，東京電力福島第一原子力発電

所事故から可能な限り教訓を得る観点から，対応すべき課題を抽出した。 

 

2. 抽出された課題及び現状 

中間取りまとめから抽出された課題に対して，島根原子力発電所２号炉にお

ける現状を整理した結果を第１表に示す。 

今後も，事故分析検討会における検討状況を注視し，新たな知見が得られ次

第，適宜，対策の実施可否について検討し，対応が必要となった課題について

は対策を講じていく。 
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題
及
び

現
状

（
１

／
６

）
 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

1 

ラ
プ

チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
の
破
壊
設
定
圧
力
 

・
 2
号

機
ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
は
破
裂
し

て
お
ら

ず
、
同
号

機
は

一
度

も
ベ
ン
ト
に
成
功
し
な
か
っ
た
と
判

断
す
る

。【
P.
11
】
 

・
 ラ

プ
チ

ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
の
破
壊
圧
力
が

0.
52
8M
Pa
(a
bs
)と

い
う

高
い

圧
力
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ

り
、
ラ

プ
チ
ャ
ー

デ
ィ

ス
ク

の
破
壊
圧
力
の
設
定
の
妥
当
性
に
つ

い
て
検

討
す
る
こ

と
が

重
要

で
あ
る
。【

P.
29

】
 

・
 耐

圧
強

化
ベ

ン
ト
ラ

イ
ン
の
ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク

（
0.
45
M
Pa
[g
ag
e]
）

は
撤
去

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

・
 格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ

ベ
ン
ト
系
の
ラ
プ
チ
ャ
ー
デ
ィ
ス
ク
（
圧

力
開

放
板
）

の
設
計

破
裂
圧
力
は
，
十
分
に
低
い
圧
力

（
0.
08
MP
a[
ga
ge
]）

に
設
定

す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
 

・
 現

状
対

応
で

シ
ビ
ア

ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
上
の
問
題
は
無
い
。
 

補
足
資
料

(1
)参

照
 

 補
足
資
料

(2
)参

照
 

 

2 

ウ
ェ

ッ
ト
ウ
ェ
ル
ベ
ン
ト
時
の
除
染
係
数
 

・
 従

来
、
1号

機
と

3号
機
で
は
、

3号
機
の
方

が
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
（
S/

C）
の
内
部
水
の
温
度
が

飽
和
温

度
に
近
か

っ
た

こ
と

に
よ
っ
て
、
ベ
ン
ト
時
に
減
圧
沸
騰

し
た
可

能
性
が
あ

り
、

こ
の

水
の
状
態
に
よ
り
ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
に

よ
る
除

染
係
数
（

DF
）

が
著

し
く
低
く
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と

の
考
え

が
示
さ
れ

て
き

た
。【

P.
15
】
 

・
 1
号

機
及
び
3号

機
の
ベ
ン
ト
時
に
想
定
さ

れ
る
サ

プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
（
S/

C）
内
の
水
位
や
水
温
の

条
件
付

近
で
は
、

除
染

係
数

は
、
ベ
ン
ト
管
の
下
端
部
か
ら
水
面

ま
で
の

高
さ
（
ス

ク
ラ

ビ
ン

グ
時
の
水
位
（
サ
ブ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス

））
が
重

要
な
影

響
因

子
で

あ
っ
て
、
減
圧
沸
騰
を
含
む
水
温
の

影
響
は

あ
ま
り
大

き
く

な
い

と
い
う
知
見
を
得
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
考
え

は
除
染
係

数
の

差
を

説
明
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
な
い
と

判
断
し

て
い
る
。

【
P.
15

】
 

・
 サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
・

プ
ー
ル
沸
騰
時
の
ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
効
果
に

つ
い

て
，
電

力
共
同

研
究
に
て
実
験
を
行
っ
て
お
り
，
沸
騰
時

と
未

飽
和
時

で
ス
ク

ラ
ビ
ン
グ
効
果
は
同
等
程
度
で
あ
る
こ
と

を
確

認
し
て

い
る
。
 

・
 今

後
の

調
査

・
分
析

の
動
向
を
注
視

す
る
。
 

補
足
資
料

(3
)
参
照
 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題
及
び

現
状

（
２

／
６

）
 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

3 

真
空

破
壊
弁
の
機
能
不
全
に
よ
る
ス
ク
ラ
ビ

ン
グ

・
バ
イ
パ

ス
説
 

・
 サ

プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
（

S/
C）

に
接

続
し
て

い
る
真

空
破

壊
弁

の
1つ

が
故
障
し
、
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

（
D/
W）

中
の
気

体
が

ベ

ン
ト

時
に
ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
を
経
由
せ
ず
に

排
気
さ

れ
た
可
能

性
が

指
摘

さ
れ
た
。【

P.
16

】
 

・
 福

島
第

二
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
、
真

空
破
壊

弁
の
ガ
ス

ケ
ッ

ト
ず

れ
が
確
認
さ
れ
た
。【

P.
16

】
 

・
 B
WR
の

確
率
論
的
リ
ス
ク
評
価
（

PR
A
）
手

法
の
改

善
等
の

観
点

か

ら
、

今
後
も
検
討
す
べ
き
項
目
で
あ
る
と

考
え
ら

れ
る

。

【
P.
16

】
 

・
 真

空
破

壊
装

置
の
ガ

ス
ケ
ッ
ト
は
シ
リ
コ
ン
ゴ
ム
製
で
あ
っ
た

が
，

シ
リ
コ

ン
ゴ
ム

は
高
温
蒸
気
環
境
で
の
劣
化
が
確
認
さ
れ

て
い

た
こ
と

か
ら
，

改
良
Ｅ
Ｐ
Ｄ
Ｍ

製
シ
ー
ル
材
に
変
更
す
る

こ
と

と
し
て

い
る
。
 

・
 真

空
破

壊
装

置
の
ガ

ス
ケ
ッ
ト
は
，

フ
ラ
ン
ジ
部
の
溝
に
伸
縮

性
の

あ
る
ガ

ス
ケ
ッ

ト
を
広
げ
て
は
め
込
む
構
造
で
あ
り
，
簡

単
に

は
外
れ

に
く
い

構
造
と
し

て
い
る
。
 

・
 仮

に
ガ

ス
ケ

ッ
ト
が

溝
か
ら
完
全
に

外
れ
た
場
合
，
フ
ラ
ン
ジ

と
弁

体
の
機

械
加
工

さ
れ
た
部
分
が
接
触
す
る
こ
と
か
ら
，
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

側
か
ら

の
圧
力
が
掛
か
っ
て
い
る
状
態
に
お
い
て

は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
に
大
量
に
蒸
気
が
漏
え
い
す

る
可

能
性
は

低
い
と

考
え
ら
れ
る
。

な
お

，
弁
体
と
フ
ラ
ン
ジ

の
間

に
ガ
ス

ケ
ッ
ト

の
噛
み
込
み
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
，

ガ
ス
ケ

ッ
ト
の

厚
み
程
度
で
は
隙
間
は
小
さ
く
，
ド
ラ
イ

ウ
ェ

ル
側
か

ら
圧
力

が
掛
か
っ
て
い
る
状
態
で
あ
れ
ば
，
大
量

に
蒸

気
が
漏

え
い
す

る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

・
 真

空
破

壊
装

置
故
障

は
，
現
状
の
許
認
可
モ
デ
ル
と
し
て
考
慮

し
て

い
な
い

が
，
今

後
，
Ｐ
Ｒ
Ａ

モ
デ
ル
の
高
度
化
の
一
環
で

真
空

破
壊
装

置
故
障

に
よ
る
影
響
を
考
慮

す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
 

補
足
資
料

(4
)参

照
 

   補
足
資
料

(5
)参

照
 

 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題
及
び

現
状

（
３
／

６
）

 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

4 

ベ
ン

ト
ガ
ス
の
自
号
機
へ
の
逆
流
及
び
他
号

機
へ

の
流
入
 

・
 1
号

機
及
び
3号

機
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

、
自
号

機
へ
の
相

当
量

の
ベ

ン
ト
ガ
ス
の
逆
流
が
あ
っ
た
と
判
断

す
る

。【
P.
1
6】

 

・
 3
号

機
へ
の
逆
流
量
は

4号
機
へ
の
流
入
量

の
2倍

程
度

【
P.
17

】
 

・
 1
号

機
へ
の
自
号
機
逆
流
は
2号

機
へ
の
流

入
量
の

数
倍
【
P.
17

】
 

・
 1
／

2号
機
及
び

3／
4号

機
の
ス
タ
ッ
ク
が

そ
れ
ぞ

れ
共
用
さ

れ
て

お
り

、
SG

TS
配
管
も
ス
タ
ッ
ク
の
手
前
で

合
流
す

る
系
統
構

成
と

な
っ

て
い
る
。【

P.
15

1】
 

・
 系

統
構

成
中
、
SG

TS
フ
ィ
ル
タ
ト
レ
イ
ン

前
後
に

設
置
さ
れ

て
い

る
隔

離
弁
は
電
源
喪
失
時
に
全
開
と
な
る

こ
と
、

逆
流
防
止

の
た

め
の

グ
ラ
ビ
テ
ィ
ダ
ン
パ
は
仕
様
上
、
一

定
の
漏

え
い
（
逆

流
）

が
生

じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。【

P.
15
1】

 

・
 耐

圧
強

化
ベ

ン
ト
ラ

イ
ン
の
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
か
ら
の
分
岐

箇
所

を
変
更

し
，
非

常
用
ガ
ス
処
理
系
と
の
接
続
配
管
に
は
隔

離
弁

を
２
重

で
設
置

す
る
設
計
と
し
て
い
る
。
 

・
 耐

圧
強

化
ベ

ン
ト
ラ

イ
ン
は
他
号
機
と
共
用
し
て
お
ら
ず
，
排

気
管

は
単
独

で
排
気

筒
頂
部
ま
で
設
置
し
て
い
る
。
 

・
 非

常
用

ガ
ス

処
理
系

フ
ィ
ル
タ
出
口
側
の
隔
離
弁
は
電
動
駆
動

弁
（

フ
ェ
ー

ル
ア
ズ

イ
ズ
）
で
，
グ
ラ
ビ
テ
ィ
ダ
ン
パ
は
フ
ィ

ル
タ

入
口
側

（
排
風

機
出
口
側
）
に
設
置
し
て
い
る
。
 

・
 な

お
，

格
納

容
器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
は
，
他
系
統
と
の
接
続

配
管

に
隔
離

弁
を
２

重
で
設
置
し
，
排
気
管
は
単
独
で
原
子
炉

建
物

頂
部
ま

で
設
置

し
て
い
る
た
め
，
自
号
機
へ
の
逆
流
及
び

他
号

機
へ
の

流
入
は

な
い
設
計
と
し
て
い
る
。
 

・
 現

状
対

応
で

シ
ビ
ア

ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
上
の
問
題
は
無
い
。
 

補
足
資
料

(1
)
参
照
 

 

5 

シ
ー

ル
ド
プ
ラ
グ
の
下
面
の
汚
染
 

・
 1
～

3号
機
原
子
炉
建
屋
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
フ

ロ
ア
（
以

下

「
オ

ペ
フ
ロ
」
と
い
う
。）

の
線
量
率
の

測
定
結

果
等
を
分

析
し

た
結

果
、
原
子
炉
格
納
容
器
（

PC
V）

の
上

部
に
設

置
さ
れ

て
い

る
シ

ー
ル
ド
プ
ラ
グ
の
下
面
の
汚
染
の
程

度
が
高

い
こ
と
が

確
認

さ
れ

た
。【

P.
17
】
 

・
 1
号

機
の
シ
ー
ル
ド
プ
ラ
グ
の
歪
み
の
形

状
か
ら

は
、
シ
ー

ル
ド

プ
ラ

グ
が
下
に
向
か
っ
て
大
き
な
力
を
受

け
た
形

跡
を
示
し

て
い

る
こ

と
な
ど
か
ら
、
水
素
爆
発
時
に
生
じ

た
可
能

性
が
高
い

と
考

え
ら

れ
る
。【

P.
20
】
 

・
 シ

ー
ル

ド
プ

ラ
グ
は

，
５
分
割
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
を
組
み
合
わ

せ
た

ラ
ビ
リ

ン
ス
構

造
と
し
て
い
る
。
 

・
 今

後
の

調
査

・
分
析

の
動
向
を
注
視
す
る
。
 

補
足
資
料

(6
)参

照
 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題

及
び

現
状

（
４

／
６

）
 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

6 

3号
機

の
水
素
爆
発
現
象
 

・
 3
号

機
の
水
素
爆
発
は
単
純
な
非
常
に
短

時
間
で

の
爆
発
に

よ
る

単
一

現
象
で
は
な
く
、
多
段
階
の
事
象
が

積
み
重

な
っ
た
も

の
と

す
る

「
多
段
階
事
象
説
」
が
有
力
と
の
認

識
に
至

っ
た

。

【
P.
22

】
 

・
 3
号

機
の
水
素
爆
発
時
点
の
原
子
炉
建
屋

内
部
の

雰
囲
気
は

、
水

素
、（

可
燃
性
）
有
機
化
合
物
、
水
蒸
気

及
び
空

気
が
混
合

し
た

も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。【

P.
24
】
 

・
 今

後
の

調
査

・
分
析

の
動
向
を
注
視
す
る
。
 

 

7 

オ
ペ

フ
ロ
（
5階

）
以
外
に
お
け
る
水
素
爆
発
の

可
能
性
 

・
 3
号

機
原
子
炉
建
屋
3階

天
井
部
の
梁
の
損

傷
が
判

明
し
た
。

【
P.
25

】
 

・
 4
階

の
水
素
爆
発
に
よ
っ
て
、

30
0～

50
0k
Pa

の
圧

力
が
20
～

40
ms

か
か

る
と
、
大
梁
の
変
形
が
生
じ
う
る
と

の
見
解

を
得
た
。

【
P.
25

】
 

・
 水

素
を

含
む

高
温
の

ガ
ス
は
上
昇
す
る
こ
と
を
想
定
し
，
オ
ペ

フ
ロ

に
静
的

触
媒
式

水
素
処
理
装
置
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
）
を
設
置
す
る

こ
と

と
し
て

い
る
。
 

・
 漏

え
い

想
定

箇
所
で

あ
る
ハ
ッ
チ
等
の
シ
ー
ル
材
を
改
良
Ｅ
Ｐ

Ｄ
Ｍ

製
シ
ー

ル
材
へ

変
更
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

。
 

・
 ハ

ッ
チ

等
の

付
近
に

は
水
素
濃
度
計
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
て

い
る

。
 

・
 原

子
炉

建
物

水
素
濃

度
2.

5v
o
l
％

到
達
で
格
納
容
器
ベ
ン
ト
を

実
施

す
る
手

順
を
整

備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

・
 現

状
対

応
で

シ
ビ
ア

ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
上
の
問
題
は
無
い
。
 

   補
足
資
料

(7
)参

照
 

 補
足
資
料

(8
)参

照
 

 補
足
資
料

(9
)参

照
 

8 

3号
機
及

び
4号

機
に
お
け
る
爆
燃
現
象
 

・
 3
号

機
原
子
炉
建
屋
4階

並
び
に

4号
機
原
子

炉
建
屋

3階
及
び
4階

の
破

損
状
況
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
い

く
つ
か

の
箇
所
で

は
、

爆
轟

現
象
で
は
な
く
圧
力
上
昇
（
爆
燃
現

象
）
が

生
じ
た
結

果
で

あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
【
P.
26

】
 

・
 今

後
の

調
査

・
分
析

の
動
向
を
注
視
す
る
。
 

 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題
及
び

現
状

（
５

／
６

）
 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

9 

主
蒸

気
逃
が
し
安
全
弁
（
SR
V）

の
不
安
定
動

作
 

・
 全

交
流

動
力
電
源
喪
失
（
SB
O）

条
件
下
で

、
ア
キ

ュ
ム
レ

ー
タ

の
窒

素
が
消
耗
し
、
主
蒸
気
逃
が
し
安
全

弁
（

SR
V
）

が
完

全
開

に
も

完
全
閉
に
も
な
ら
な
い
不
十
分
な
開

閉
が
反

復
し
て
い

る
状

態
（

以
下
「
中
途
開
閉
状
態
」
と
い
う
。）

に
至
る

と
、
原

子
炉

圧
力

容
器
（
RP

V）
圧
力
が
主
蒸
気
逃
が

し
安
全

弁
（

SR
V）

の
開

信
号

の
解
除
圧
力
を
下
回
っ
て
も
中
途
開

閉
状
態

の
状
態
が

継
続

さ
れ

る
。【

P.
27
】
 

・
 原

子
炉

圧
力
容
器
（
RP

V）
圧
力
の
小
刻

み
な
変

動
は
、
主

蒸
気

逃
が

し
安
全
弁
（
SR
V
）
の
弁
体
押
さ
え

バ
ネ
の

温
度
が
上

昇
し

た
影

響
に
よ
り
、
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

（
SR
V）

が
所
定

の
設

定
圧

力
よ
り
も
低
い
圧
力
に
お
い
て
、
安

全
弁
機

能
と
し
て

動
作

し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。【

P.
27
】
 

・
 窒

素
の

不
足
の
み
な
ら
ず
、
主
蒸
気
逃
が

し
安
全

弁
（

SR
V
）

の

逃
が

し
弁
機
能
の
制
御
機
構
等
に
何
ら
か

の
未
解

明
の
要
素

が
あ

る
と

の
結
論
に
至
っ
た
。【

P.
27

】
 

・
 逃

が
し

安
全

弁
窒
素

ガ
ス
供
給
系
に
よ
り

Ｓ
Ｒ
Ｖ

に
窒
素
を
供

給
可

能
な
設

計
と
し

，
窒
素
不
足
が
発
生
し
な
い
よ
う
予
備
の

ガ
ス

ボ
ン
ベ

を
配
備

す
る
こ
と
と
し
て
い
る

。
 

・
 Ｓ

Ｒ
Ｖ

用
電

磁
弁
及

び
Ｓ
Ｒ
Ｖ
シ
リ
ン
ダ
の
シ
ー
ル
部
を
改
良

Ｅ
Ｐ

Ｄ
Ｍ
製

シ
ー
ル

材
に
変
更
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
 

・
 格

納
容

器
代

替
ス
プ

レ
イ
系
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温

度
低

下
が
可

能
な
設

計
と
し
て
い
る

。
 

・
 Ｓ

Ｒ
Ｖ

の
駆

動
用
窒

素
の
不
足
に
関
し
て
は
，
現
状
対
応
で
シ

ビ
ア

ア
ク
シ

デ
ン
ト

対
策
上
の
問
題
は
無
い

。
 

・
 中

間
開

閉
状

態
が
解

除
さ
れ
ず
に
継
続
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関

す
る

未
解
明

の
要
素

に
つ
い
て
は
，

今
後
の
調
査
・
分
析
の
動

向
を

注
視
す

る
。
 

補
足
資
料

(1
0)
参

照
 

 補
足
資
料

(1
1)
参

照
 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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第
１

表
 

中
間
取

り
ま

と
め
か
ら

抽
出
さ

れ
た

課
題
及
び

現
状

（
６

／
６

）
 

 
課
題
 

現
状
 

備
考
 

10
 

設
計

上
予
定
さ
れ
な
い

AD
S
作
動
 

・
 3

号
機
ベ
ン
ト
成
功
は
、
状
況
が
推
移
す

る
中
で

必
ず
し
も

設

計
上

予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
が

、
自
動

減
圧
系

（
AD

S）
の
作
動
条
件
が
揃
い
、
そ
れ
に

よ
っ
て

生
じ
た
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
（

S/
C）

圧
力
の
急

上
昇
が

ラ
プ
チ
ャ

ー
デ

ィ
ス

ク
の
破
壊
と
ベ
ン
ト
の
成
功
に

繋
が

っ
た
【

P.
29
】
 

（
S/

C
の
圧
力
上
昇
を

RH
R
ポ
ン
プ
の
吐

出
圧
確

立
と
誤
検

知
）
 

・
 Ａ

Ｄ
Ｓ

の
作

動
条
件

と
し
て
，
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
信
号
で
は
な

く
，

ポ
ン
プ

遮
断
器

閉
信
号
を
設
定
し
て
い
る
。
 

・
 今

後
の

調
査

・
分
析

の
動
向
を
注
視
す
る
。
 

補
足
資
料

(1
2)
参

照
 

 

11
 

RP
V
か

ら
の
輻
射
を
考
慮
し
た

PC
V
過
温
破

損
の

可
能
性
 

・
 原

子
炉

格
納
容
器
（

PC
V）

上
部
は
、
原

子
炉
圧

力
容
器

（
RP
V）

と
の
距
離
も
近
く
、
原
子
炉
圧

力
容
器

（
RP
V）

が
高

温
に

な
っ
た
場
合
、
輻
射
な
ど
の
影

響
で

蒸
気
温

度
を
超
え

て

原
子

炉
格
納
容
器
（

PC
V）

温
度
が
上
昇

す
る
と

の
指
摘
も

あ

る
。【

P.
34
】
 

・
 大

量
の

水
蒸
気
が
存
在
す
る
条
件
に

お
け

る
過
温

破
損
の
メ

カ

ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る

。【
P.
3
4】

 

・
 重

大
事

故
等

対
処
設

備
を
用
い
た
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
応

に
よ

り
，
Ｒ

Ｐ
Ｖ
か

ら
の
輻
射
に
よ
り
Ｐ
Ｃ
Ｖ
が
過
温
破
損
に

至
る

よ
う
な

事
故
シ

ー
ケ
ン
ス
と
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

い
る

。
 

・
 自

主
対

策
設

備
と
し

て
，
原
子
炉
ウ
ェ
ル
注
水
設
備
を
設
置
す

る
こ

と
と
し

て
い
る

。
 

・
 現

状
対

応
で

シ
ビ
ア

ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
上
の
問
題
は
無
い
。
 

    補
足
資
料

(1
3)
参

照
 

 

注
：

課
題
欄

の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
中
間
取
り
ま
と
め
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
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3. 補足資料 

(1) 耐圧強化ベントラインについて 

(2) 圧力開放板の信頼性について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 別添資料－1抜粋） 

(3) サプレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル捕集効果 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足

説明資料12抜粋） 

(4) 改良ＥＰＤＭ製シール材の適用性について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録2抜粋） 

(5) 真空破壊装置の構造について 

(6) シールドプラグの構造について  

(7) 原子炉格納容器の漏えい想定箇所について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 別添資料－3及び

島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価 付録2抜粋） 

(8) 原子炉建物水素濃度監視設備について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 別添資料－3抜粋） 

(9) 水素漏えい時の対策について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 別添資料－3抜粋） 

(10) 逃がし安全弁窒素ガス供給系について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 3.3抜粋） 

(11) ＳＲＶの耐環境性能向上に向けた取り組みについて 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足

説明資料30抜粋） 

(12) 自動減圧機能及び代替自動減圧機能の論理回路について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対策の有効性評価 成立性確認 補足

説明資料42抜粋） 

(13) 原子炉ウェル代替注水系について 

（島根原子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 補足説明資料 53

条抜粋） 
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補足資料(1) 

耐圧強化ベントラインについて 

 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための自主対策設備である耐圧強化ベントラ

インによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱手段は，万一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が使用できない場合に，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素

ガス制御系及び非常用ガス処理系を経由して，主排気筒に沿って設置している排

気管から排出することで，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行うものである。 

耐圧強化ベントラインの系統概要図を第１図に示す。 

耐圧強化ベントラインに関するアクシデントマネジメント対策実施当時からの

変更点は以下のとおり。 

・ラプチャーディスクの撤去 

・MV226-5の撤去 

・耐圧強化ベントラインの分岐位置の変更 

・AV226-11,12，MV226-15,16，MV217-20 の追設 

（格納容器フィルタベント系の他系統との隔離弁について２重で設置） 

・AV217-4,5,18（ベント弁第１弁及び第２弁）を電動駆動弁に変更 

・MV217-23の追設（ベント弁第２弁の多重化） 

 

耐圧強化ベントラインの隔離弁の仕様を第１表に示す。 

AV226-11,12及び MV226-15,16については，弁シート部がメタル又は膨張黒鉛製

であるため，200℃，２Pd環境下において十分な耐熱性能を有しており，高温劣化

の懸念が無い。 

MV226-2A,2Bは弁シート部に EPTゴムを使用しており，耐熱温度は 150℃である

が，有効性評価のうち高圧・低圧注水機能喪失時における格納容器温度の最大温

度は約 153℃であるため，炉心損傷前の格納容器ベント実施時の当該弁シート部の

温度は耐熱温度である 150℃以下となると考えられる。高圧・低圧注水機能喪失時

における格納容器温度の推移を第２図に示す。また，耐圧強化ベントラインによ

る格納容器ベント前の系統構成として，非常用ガス処理系が運転中であれば非常

用ガス処理系を停止し，当該弁の全閉を確認する手順を整備している。 
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第
１

図
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第１表 耐圧強化ベントラインの隔離弁の仕様 

 
耐圧強化ベントライン 

の隔離弁 

非常用ガス処理系との 

接続配管の隔離弁 

非常用ガス処理系 

フィルタ出口の隔離弁 

弁番号 AV226-11 MV226-15 AV226-12 MV226-16 MV226-2A MV226-2B 

型式 バタフライ弁 

駆動方式 空気作動 電動駆動 空気作動 電動駆動 電動駆動 電動駆動 

シート材 メタル 膨張黒鉛 メタル 膨張黒鉛 EPT ゴム EPT ゴム 

開閉状態 NC・FC NC・FAI NC・FC NC・FAI NC・FAI NC・FAI 

 

 

 

第２図 高圧・低圧注水機能喪失時における格納容器温度の推移 
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   補足資料(2) 

圧力開放板の信頼性について 

 

１．圧力開放板の信頼性について 

圧力開放板の設定破裂圧力は,ベントを実施する際の妨げにならないよう，ベ

ント開始時の格納容器圧力（約 384kPa[gage]）と比較して十分低い圧力で動作す

るように，設定破裂圧力は 80kPa（圧力開放板前後差圧）を適用している。 

操作実施後，圧力開放板が動作したことを第２表に示すパラメータの指示傾向

を監視し判断する。 

 

第２表 圧力開放板が作動したことの確認パラメータ 

確認パラメータ 指示傾向 

格納容器圧力 指示値が下降する。 

フィルタ装置出口配管圧力 指示値が一旦上昇し，その後下降する。 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（低レンジ） 
指示値が上昇する。 

 

２．圧力開放板の凍結による影響について 

圧力開放板は，大気との境界に設置されることから，フィルタ装置出口配管端

部から降水が浸入し，凍結することで機能に影響を与えることがないように系統

開口部から降水が浸入し難い構造とする。 

銀ゼオライト容器下流側の圧力開放板出口側は第３図に示すとおり大気側に

開放されているため，格納容器フィルタベント系の出口配管の頂部放出端から雨

水が流入した場合，圧力開放板まで流入する。そのため，圧力開放板の下流側配

管に雨水排水ラインを設けることにより，流入した雨水は圧力開放板下流側配管

内に蓄積せずに系外へ放出することができ，配管内で凍結することはない。 

一方で，圧力開放板の出口側配管は大気開放されていることから，配管内で水

分が結露して水滴が付着し，その状態で外気温が氷点下以下となった場合には圧

力開放板表面で水分が凍結する可能性がある。圧力開放板表面が凍結することに

よる設定圧力での作動影響については，圧力開放板表面を意図的に凍結させ，凍

結状態を模擬した破裂試験を実施し，破裂圧力に影響がないことを確認する。 
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第３図 雨水排水ライン系統図 

 

 

 

 

第４図 圧力開放板構造図 

 

 

雨水排水ラインの止め弁については，系統待機時に雨水排水ラインに雨水が溜

まらないよう，プラント通常運転中は開運用とする。そのため，雨水排水ライン

の止め弁については，ベント実施前に人力で確実に閉操作する運用とする。 

なお，ベン卜実施中は，常にベントガスの流れがあるため，放出口から雨水が

流入することは考えにくい。また，仮に放出口から雨水が流入したとしても，流

入した雨水はスクラバ容器に回収され，格納容器に移送することが可能である。 

 

  

400A 

ホルダー 
400A 
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３．製作時の考慮 

圧力開放板は以下の項目を確認することで，信頼性を確保している。 

圧力開放板の試験内容を第３表に示す。ホルダーについて耐圧・漏えい試験を

行い，漏えい及び変形が無いことを確認しており，ディスクについては複数（実

機取付用，破裂試験用，予備）製作しロット管理を行い，気密試験，耐背圧試験

及び破裂試験に合格したロットの中から，系統に設置する圧力開放板を選定する

こととしており，破裂圧力の許容差を考慮し 80kPa～110kPaで圧力開放板が確実

に動作すると考えている。 

第３表 ラプチャディスク試験内容 

試験項目 試験内容 試験個数 判定基準 

気密試験 

ディスク出口側（凹部）を大気圧とし，

ディスク入口側（凸部）より試験圧力  
※１にて加圧保持（10分以上）

し，漏えいの有無を圧力計の指示値に

て確認する。 

ディスク 

２枚 

圧力降下がな

いこと。 

耐背圧試験 

ディスク入口側（凸部）を大気圧とし，

ディスク出口側（凹部）より試験圧力  
※２にて加圧保持（10分以上）

し，漏えいの有無を圧力計の指示値に

て確認及び変形の有無を確認する。 

ディスク 

２枚※３ 

圧力降下・変

形がないこ

と。 

破裂試験 

ディスク出口側（凹部）を大気圧とし，

ディスクが破裂するまで入口側（凸部）

より加圧する。 

ディスク 

４枚以上※４ 

破 裂 圧 力 が

80 ～ 110kPa

の範囲内であ

ること。 

耐圧・漏えい試

験 

穴をあけたディスクをホルダーに組込

み，最高使用圧力 427kPa以上に加圧保

持（10分以上）し，漏えい・変形の有

無を圧力計・目視により確認する。 

ホルダー

１個（全数） 

圧力降下・変

形 が 無 い こ

と。 

※１：常用圧力の上限（差圧）

※２：メーカ設計値

※３：気密試験に使用した２枚にて実施

※４：気密試験，耐背圧試験に使用した２枚を含む計４枚以上にて実施

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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   補足資料(3) 

サプレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル捕集効果 

 

有効性評価の「添付資料 3.1.3.3」で評価している“雰囲気圧力・温度による静

的負荷(格納容器過圧・過温破損)時において残留熱代替除去系を使用しない場合

における格納容器フィルタベント系からのＣｓ－137放出量評価について”は，サ

プレッション・チェンバのスクラビングによるエアロゾル状の放射性物質の捕集

についても期待しており，その捕集効果はＭＡＡＰコード内（ＳＵＰＲＡ評価式）

で考慮している。 

事故発生後サプレッション・プール水は沸騰するが，沸騰時には気泡中の水蒸

気凝縮に伴う除去効率の向上が見込めないため，捕集効果に影響を及ぼす可能性

がある。 

ここでは，サプレッション・プール水の沸騰による，捕集効果への影響につい

て検討を行った。 

 

１．スクラビング時のサプレッション・プール水の状態 

事故発生後，ＣｓＩ及びＣｓＯＨは原子炉圧力容器から原子炉格納容器内気相

部へ移行し，また，その大部分は原子炉格納容器内液相部に移行する。ＭＡＡＰ

解析により得られた原子炉格納容器内液相部中のＣｓＩ及びＣｓＯＨの存在割

合の時間推移を第５図に，サプレッション・プール水温度の時間推移を第２図に

示す。 

第５図より，初期のブローダウンによるスクラビングの効果等により，ＣｓＩ

及びＣｓＯＨの大部分が初期の数時間で液相部へと移行することが分かる。また，

第６図より，最初の数時間においては，サプレッション・プール水温度は未飽和

状態であり，沸騰は起きていないことがわかる。すなわち，サプレッション・プ

ールでスクラビングされる大分部のＣｓＩ及びＣｓＯＨは，最初の数時間で非沸

騰状態下でのその効果を受け，残りの少量のＣｓＩ及びＣｓＯＨが沸騰状態下で

のスクラビングを受けることになる。 

このことから，サプレッション・チェンバの総合的な捕集効果に対しては，沸

騰条件下でのスクラビング効果の影響よりも，非沸騰状態下でのスクラビング効

果の影響の方が支配的になると考えられる。 
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第５図 原子炉格納容器内液相部中の存在割合 

第６図 サプレッション・プール水温度 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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２．沸騰時のスクラビング効果 

 (1)スクラビング効果に関する試験 

沸騰後においても少量のエアロゾル粒子がサプレッション・プールのスクラビ

ングを受けるため，沸騰時のスクラビング効果が極めて小さい場合は，サプレッ

ション・チェンバの総合的な捕集効果に与える影響は大きくなる可能性がある。 

沸騰時のスクラビング効果については，電力共同研究にて実験が行われており，

未飽和時のスクラビング効果との比較が行われている。試験の概要と試験結果を

以下に示す。 

ａ．試験の概要 

試験装置は直径約１m，高さ５mの第７図に示す円筒状容器であり，第４表

に示す試験条件のもと，スクラバ水のスクラビング効果を測定している。 

 

ｂ．試験結果 

スクラバ水が未飽和である場合と，沸騰している場合の試験結果を第８図

に示す。第８図では未飽和時の実験データを白丸，沸騰時の実験データを黒

丸で示しており，スクラバ水の水深を実機と同程度（約１m）とした場合で

は，スクラビング効果は沸騰時と未飽和時で同等程度となっている。このこ

とから，実機においても，沸騰後にサプレッション・プールのスクラビング

効果が全く無くなる（ＤＦ＝１）ことにはならず，沸騰後のスクラビングが

サプレッション・チェンバの総合的な捕集効果に与える影響は限定的となる

と考えられる。 

 
 

第７図 試験装置の概要 

 

 

 

 

第４表 試験条件 
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第８図 エアロゾル粒子に対するスクラビング効果 

出典：共同研究報告書「放射能放出低減装置に関する開発研究」（PHASE2）最

終報告書 平成 5年 3月 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 (2)沸騰による除去効果への影響について 

スクラビングによる除去効果について，ＭＡＡＰ解析ではスクラビング計算プ

ログラム（ＳＵＰＲＡコード）により計算されたＤＦ値のデータテーブルに，プ

ール水深，エアロゾルの粒子径，キャリアガス中の水蒸気割合，格納容器圧力及

びサプレッション・プールのサブクール度の条件を補間して求めている。 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の残留熱代

替除去系を使用しない場合では，第９図のとおり，格納容器フィルタベント系に

よる格納容器ベントの実施に伴いサプレッション・プールは飽和状態（沸騰状態）

になるため，サプレッション・プールの沸騰による除去効果への影響を確認した。 

ＭＡＡＰ評価条件及び評価結果を第５表及び第６表に示す。なお，エアロゾル

の粒径については，スクラビング前後でそれぞれ最も割合の多い粒径について除

去効果への影響を確認した。その結果，第６表のとおり沸騰時の除去効果は非沸

騰時に比べて小さいことを確認した。 

 

 

第９図 サプレッション・プールのサブクール度の推移 
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第５表 評価条件 

項 目 評価条件※ 選定理由 

蒸気割合 ％ 
格納容器ベント実施前の D/Wにおける

蒸気割合（約 89％）相当 

格納容器圧力 
kPa[gage] 

格納容器ベント実施前の格納容器圧力

を考慮して設定（設定上限値） 

サプレッション・

プール水深 
m 

実機では水深３m以上のため，設定上

限値を採用 

サブクール度
℃ 未飽和状態として設定（設定上限値） 

℃ 飽和状態として設定（設定下限値) 

エアロゾルの粒径

（半径） 

 μm スクラビング前の最も割合が多い粒径

 μm スクラビング後の最も割合が多い粒径

※ ＳＵＰＲＡコードにより計算されたデータテーブルの設定値を採用

第６表 評価結果 

粒径 

（半径） 

ＤＦ 

未飽和状態 

（サブクール度 ℃） 

飽和状態 

（サブクール度 ℃） 

μm 

μm 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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補足資料(4) 

改良ＥＰＤＭ製シール材の適用性について 

島根２号炉では，改良ＥＰＤＭ製シール材として

を採用する計画である。 

改良ＥＰＤＭ製シール材の開発経緯を以下に示す。 

・従来，原子炉格納容器のシール材（ガスケット）として使用していたシリコン

ゴムは，使用温度範囲が－60℃～＋200℃であり，従来のＥＰＤＭ製シール材

の使用温度範囲－50℃～＋150℃よりも耐熱性は若干高いものの，既往の試験

結果から高温蒸気環境での劣化が確認されていた。

・従来のＥＰＤＭ製シール材はシリコンゴムに比較して高温蒸気に強い材料であ

ったが，更なる耐熱性向上を目的に材料の改良を進め，改良ＥＰＤＭ製シール

材を開発した。 

改良ＥＰＤＭ製シール材については，ガスケットメーカにおいて，耐熱性，耐

高温蒸気性及び耐放射線性の確認を目的に，事故時環境を考慮した条件（放射線

量 800kGy を照射した上で 200℃の蒸気環境にて 168 時間）にて圧縮永久ひずみ試

験が実施されており，耐性が確認されている。 

島根２号炉で採用予定の改良ＥＰＤＭ製シール材

については，ガスケットメーカで実施された試験と同様に圧縮永久ひずみ試験を

実施するとともに，重大事故等時の温度及び放射線による劣化特性がシール機能

に影響を及ぼすものでないことを実機フランジ模擬試験にて確認している。 

また，改良ＥＰＤＭ製シール材は，ガスケットメーカにて材料や特長に応じ定

めている型番品 として管理されているものであり，

当該品を特定可能であることから，メーカ型番を指定することにより今回シール

機能が確認されたものを確実に調達することが可能である。 

なお，今後の技術開発により，より高い信頼性があるシール材が開発された場

合は，今回と同様に圧縮永久ひずみ試験等を実施し，事故時環境におけるシール

機能評価を行うことで，実機フランジへの適用性について確認する。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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補足資料(5) 

真空破壊装置の構造について 

 

以下に真空破壊装置の構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10図 真空破壊装置構造図 

 

 

 

 

 

ベント管 

ドライウェル側 サプレッション 
・チェンバ側 

O リング設置位置 

（改良 EPDM シール材

に変更） 

ガスケット設置位置 

（改良 EPDM シール材に変更） 

Ａ 

Ａ 
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補足資料(6) 

 

 

シールドプラグの構造について 

 

以下にシールドプラグの概略構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

第 11図 シールドプラグ概略構造図 

 

Ａ Ａ 

シールドプラグ ラビリンス構造 

原子炉格納容器 

 

 

 
 

 

  

Ａ－Ａ断面 

 

原子炉建物４階の上からシールドプラグを見た平面図 
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補足資料(7) 

 

 

原子炉格納容器の想定漏えい箇所について 

 

１．想定漏えい箇所 

原子炉格納容器の想定漏えい箇所を第７表に示す。ＰＡＲの設計条件では格納容器

バウンダリ構成部ハッチ類シール部８箇所のうち口径及び許容開口量に対する裕度

から漏えいポテンシャルが最も大きいと考えられるドライウェル主フランジから全

量漏えいすることを想定する。有効性評価結果を踏まえた条件では当該８箇所から分

散して水素が漏えいすることを想定する。 

 

第７表 想定漏えい箇所 

フロア 想定漏えい箇所 
設計 
条件 

有効性評価結果を
踏まえた条件 

原子炉建物 
原子炉棟４階 

ドライウェル主フランジ（１箇所） ○ ○ 

原子炉建物 
原子炉棟２階 

逃がし安全弁搬出ハッチ（１箇所）  ○ 

原子炉建物 
原子炉棟１階 

機器搬入口（２箇所）  ○ 

所員用エアロック（１箇所）  ○ 

制御棒駆動機構搬出ハッチ（１箇所）  ○ 

原子炉建物 
原子炉棟 
地下階 

サプレッション・チェンバ 
アクセスハッチ（２箇所） 

 ○ 
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第 12図 評価対象部位位置図（原子炉建物４階） 

第 13図 評価対象部位位置図（原子炉建物２階） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 14図 評価対象部位位置図（原子炉建物１階） 

 

 

 

 

第 15図 評価対象部位位置図（原子炉建物地下階） 

 

  

 

 

所員用エアロック 

機器搬入口 

制御棒駆動機構搬出ハッチ 

TIPドライブ 

ISI用ハッチ 

 

 

サプレッション・チェンバ
アクセスハッチ 
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２．原子炉格納容器バウンダリにおけるシール材の変更について 

原子炉格納容器バウンダリに使用しているシール材については，今後，下記に

示すとおり重大事故環境下で健全性が確認されたシール材に変更する。 

第８表 原子炉格納容器バウンダリに使用されているシール材の変更 

バウンダリ箇所 部品 変更前部材 変更後部材 

原子炉格納容器 

本体・ハッチ類 

ドライウェル 

主フランジ 
フランジガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

機器搬入口 
フランジガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

所員用エアロック 
扉ガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

均圧弁シート フッ素樹脂 ＰＥＥＫ材 

電線貫通部シール フッ素樹脂 黒鉛 

ハンドル軸貫通部

Ｏリング
フッ素ゴム 改良ＥＰＤＭ 

逃がし安全弁 

搬出ハッチ 
フランジガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

制御棒駆動機構搬

出ハッチ 
フランジガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

配管貫通部 貫通部フランジ

(X-7A,B) 
フランジガスケット シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

貫通部フランジ

(X-23A～E) 
フランジＯリング シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

貫通部フランジ

(X-107) 
フランジＯリング シリコンゴム 改良ＥＰＤＭ 

原子炉格納容器 

隔離弁 

窒素ガス制御系 

バタフライ弁 
弁座シート ＥＰゴム 改良ＥＰＤＭ 

ＴＩＰボール弁 
弁座シート フッ素樹脂 改良ＥＰＤＭ 

グランドシール フッ素樹脂 改良ＥＰＤＭ 

弁ふたシール 

フッ素ゴム

改良ＥＰＤＭ 

フッ素樹脂

ＴＩＰパージ弁 
弁体シート ＥＰゴム 改良ＥＰＤＭ 

グランドシール ＥＰゴム 改良ＥＰＤＭ 

弁ふたシール ＥＰゴム 改良ＥＰＤＭ 
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補足資料(8) 

原子炉建物水素濃度監視設備について 

１．原子炉建物水素濃度監視設備の設計方針について 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物原子炉棟の水素濃度が

変動する可能性のある範囲で測定するための設備として原子炉建物水素濃度を

設置する。 

(1) 設計方針

原子炉建物水素濃度は炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－水反応等

で短期的に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生

し続ける水素ガスが格納容器から原子炉建物原子炉棟へ漏えいした場合に，原

子炉建物原子炉棟において，水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行

い，中央制御室において連続監視できる設計とする。また，原子炉建物水素濃

度は電源が喪失した場合においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

(2) 主要仕様

原子炉建物水素濃度の主要仕様を第９表に示す。原子炉建物水素濃度は原子

炉建物原子炉棟の水素濃度を触媒式または熱伝導式水素濃度検出器を用いて

電気信号として検出する。検出された電気信号を演算装置にて水素の濃度信号

に変換した後，中央制御室に指示し，緊急時対策所にて記録する。第 16 図に

概略構成図を示す。 

第９表 原子炉建物水素濃度の主要仕様 

名称 
検出器 

の種類 
計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉 

建物 

水素濃度 

触媒式 

水素検出器 

０～ 

10vol％ 
１ 

原子炉建物原子炉棟地下１階 

・トーラス室：１個

熱伝導式 

水素検出器 

０～ 

20vol％ 
６ 

原子炉建物原子炉棟４階 

・床から５m：１個

・天井から－１m：１個

原子炉建物原子炉棟２階 

・非常用ガス処理系吸込配管近傍：１個

・ＳＲＶ補修室：１個

原子炉建物原子炉棟１階 

・ＣＲＤ補修室：１個

・所員用エアロック室：１個
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第 16図 原子炉建物水素濃度の概略構成図 

(3) 設置場所

原子炉建物水素濃度の検出器の設置場所を第 17図から第 20図に示す。

なお，局所エリア（SRV 補修室，CRD 補修室及び所員用エアロック室）及び

トーラス室に漏えいした水素ガスを早期検知及び滞留状況を把握することは，

水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するために有益な情報になることか

ら，局所エリア及びトーラス室に漏えいした水素ガスを計測するため水素濃度

計を設置し，事故時の監視性能を向上させる。これにより，格納容器内にて発

生した水素ガスが漏えいするポテンシャルのある箇所での水素濃度と，水素ガ

スが最終的に滞留する原子炉建物原子炉棟４階での水素濃度の両方を監視で

きることとなり，原子炉建物原子炉棟全体での水素影響を把握することが可能

となる。なお，トーラス室の水素ガスの挙動としては，格納容器から漏えいし

た高温の気体による上昇流（エネルギーとしては１kW 程度）と，上昇した気

体が天井および側壁にて冷却されることで発生する下降流により，トーラス室

の雰囲気全体を混合する自然循環流が生じ，水素濃度はほぼ均一になると考え

られるため，第 20図に示す設置場所に１台設置する。 

指 示 

中央制御室 
触媒式 

水素検出器 
演算装置 

記 録(注 1) 

緊急時対策所 

(注 1) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ
Ｓ）（ＳＰＤＳ伝送サーバ） 

設計基準対象施設

重大事故等対処設備

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備

指 示 

中央制御室 
熱伝導式 

水素検出器 

記 録(注 1) 

緊急時対策所 

(注 1) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ
Ｓ）（ＳＰＤＳ伝送サーバ） 

設計基準対象施設

重大事故等対処設備

設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備
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第 17図 原子炉建物水素濃度の設置場所（原子炉建物４階） 

第 18図 原子炉建物水素濃度の設置場所（原子炉建物２階） 

第 19図 原子炉建物水素濃度の設置場所（原子炉建物１階） 

検出器
ＣＲＤ
補修室

原子炉建物１階

検出器
所員用エアロック室

PN

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 20図 原子炉建物水素濃度の設置場所（原子炉建物地下１階） 

 

 

検出器
トーラス室

原子炉建物地下１階

PN
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補足資料(9) 

水素漏えい時の対策について 

有効性評価結果を踏まえた条件における原子炉建物原子炉棟の水素濃度解析

では，局所エリアを含めて水素濃度が可燃限界未満となること，原子炉建物原子

炉棟４階の全てのサブボリュームにおいて水素濃度に偏りがないこと，格納容器

ベント実施により水素発生源を断ち，原子炉建物原子炉棟への水素漏えいを抑制

できることを確認している。 

また，ＰＡＲ設計条件における原子炉建物原子炉棟の水素濃度解析では，ＰＡ

Ｒによる水素処理による原子炉建物原子炉棟の水素上昇を抑制できること，原子

炉建物原子炉棟４階の全てのサブボリュームにおいて水素濃度に偏りがないこ

とを確認している。 

これらの解析結果を踏まえ，格納容器設計漏えい率を超えるような異常な漏え

いが発生した場合には，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを実施

し，原子炉建物原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制することが有効と考える。また，

局所エリアへ設置する水素濃度計により格納容器からの水素漏えいを早期に検

知することが可能であり，原子炉建物原子炉棟４階に設置する水素濃度計ととも

に原子炉建物原子炉棟内全体での水素影響を把握することが可能である。自主対

策設備も含めた水素漏えい時の対策の全体フローを第 21 図に，フローに記載し

ている判断基準の考え方を以下に示す。 
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【判断基準の考え方】 

① 異常な漏えいを抑制するため格納容器ベントを実施

水素濃度が 1.5vol％を超えるとＰＡＲの作動，水素処理による水素濃度上昇

の抑制効果を見込むことができ，また，格納容器の設計漏えい率を超えた状態

では水素とともに放射性物質も漏えいする可能性が高いため，早期に格納容器

ベント操作へ移行する方が有効と考え，水素濃度 2.5vol％に到達した時点でベ

ント実施を判断する。また，ベント実施基準の 2.5vol%に対し，運転操作の余

裕時間（0.4vol%＝３時間※１）を踏まえ，水素濃度 2.1vol%に到達した時点でベ

ント準備を判断する。

※１：図 11 に示す解析結果から，傾きが大きくなるよう読み取った水素濃度

上昇率（約 3.2vol%/24 時間≒0.133vol%/時間）を基に設定した値

（0.4/0.133≒３時間） 

② 非常用ガス処理系の停止

非常用ガス処理系は，格納容器から漏えいしたガスに含まれる放射性物質を

低減しつつ，水素を大気へ放出することで原子炉建物原子炉棟の水素濃度上昇

を抑制でき，また，水素の成層化を防ぐ換気効果を有することから，運転可能

な場合は使用する。ただし，非常用ガス処理系は防爆仕様ではないため，系統

内での水素爆発のリスクを回避する必要があり，可燃限界を下回る水素濃度

1.8vol％※２を非常用ガス処理系の停止基準とする。 

※２：非常用ガス処理系内の蒸気凝縮による水素濃度上昇（約 1.36 倍※３）を

考慮し，水素濃度計の計器誤差（±1.1%）を加味した上で，可燃限界の

４vol%に到達しない基準として設定（４/1.36-1.1≒1.8vol%） 

※３：原子炉建物原子炉棟２階の重大事故等時に想定される環境条件（温度：

66℃，湿度：100%）における水蒸気（蒸気濃度：約 26%）が全て凝縮す

るとした場合の倍率（１/(１-0.26)≒1.36 倍） 

③ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放

ＰＡＲによる水素処理や格納容器ベントによる水素処理にも関わらず，原子

炉建物原子炉棟への水素が漏洩する場合には，原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネルを開放することにより水素濃度上昇を抑制する。ＰＡＲによる水素

処理や格納容器ベントによる水素上昇の抑制効果を考慮し，原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル開放は格納容器ベントを実施してもなお水素濃度が低

下しない場合に実施する。なお，第 22 図に原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル開放による燃料取替階の水素濃度の時間変化を示すが，格納容器ベント

の判断基準である水素濃度 2.5vol%から，原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル開放の判断及び準備時間を踏まえても，可燃限界到達までには十分に時
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間的余裕があることから，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放操

作は可能であり，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放後は燃料取替

階の水素濃度の低減が期待できる。 

 

④ 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェル注水 

ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制するため，原子炉格納

容器内の温度の上昇が継続し，171℃に到達した場合において，原子炉ウェル代

替注水系が使用可能であれば原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの

注水を実施する。 

 

第 21図 水素漏えい時の対策フロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系 起動 

④原子炉ウェル代替注水系による 

原子炉ウェル注水 

②非常用ガス処理系の停止（判断基準）

水素濃度：1.8vol％ 

≪２階非常用ガス処理系 

吸込口付近の 

原子炉建物水素濃度≫ 

事故発生 

格納容器内水素濃度確認 

≪格納容器水素濃度（ＳＡ）≫ 

≪格納容器水素濃度≫ 

炉心損傷確認 

≪格納容器雰囲気放射線モニタ≫ 

≪原子炉圧力容器温度（ＳＡ）≫ 

原子炉建物原子炉棟への漏えい確認 

（以降，監視強化） 

≪原子炉建物水素濃度≫ 

ＰＡＲ作動確認 

≪静的触媒式水素処理装置入口温度≫ 

≪静的触媒式水素処理装置出口温度≫ 

③原子炉建物燃料取替階ブローアウト 

パネル開放 

≪原子炉建物水素濃度≫ 

水素濃度が低下

した場合 

水素濃度が低下

した場合 

水素濃度が低下

しない場合 

30 分経過しても水素濃度が 

低下しない場合 

継続監視 

格納容器ベントの準備 

（判断基準）水素濃度：2.1vol% 

 

≪原子炉建物水素濃度≫ 

①異常な漏えいを抑制するため， 

格納容器ベントを実施 

（判断基準）水素濃度：2.5vol％ 

 

≪原子炉建物水素濃度≫ 
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第 22図 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素濃度の 

時間変化（ＰＡＲ及び格納容器ベント不作動時） 

解析条件   ：格納容器漏えい率 10%/日

漏えい箇所  ：ドライウェル主フランジのシール部

可燃限界

ＢＯＰ開放
（水素濃度 2.5vol%到達から約 4.5 時間後）

格納容器ベント判断基準

約 13 時間
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補足資料(10) 

逃がし安全弁窒素ガス供給系について 

１．設備概要 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの

供給圧力が喪失した場合に備え，逃がし安全弁窒素ガス供給系を設ける。 

本系統は，逃がし安全弁に対して窒素ガスを供給するものであり，逃がし安全

弁用窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁窒素ガス供給系の配管・弁等で構成する。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，独立した２系列で位置的分散を図る系統構成

であり，中央制御室又は現場での弁操作により逃がし安全弁用窒素ガスボンベの

高圧窒素ガスを，逃がし安全弁のアクチュエータのピストンへ供給する。 

なお，逃がし安全弁窒素ガス供給系の各系列には使用側及び待機側の２系列の

逃がし安全弁用窒素ガスボンベが設置されており，ボンベ圧力が低下した場合に

おいても，現場操作により逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えが可能な設計

とする。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の系統圧力は，逃がし安全弁の作動環境条件を考

慮して格納容器圧力が設計圧力の２倍の状態（853kPa[gage]）においても全開可

能な圧力に設定変更可能な設計とする。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の系統概要図を第 23図に，重大事故等対処設備

一覧を第 10表に示す。 
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第 10表 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）に関する重大事故等対処

設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ【可搬】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・弁【常設】 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備（補助）※1 ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力【常設】 

Ｎ２ガスボンベ圧力【常設】 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ 

 

２．主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

個数      :15（予備 15） 

容量      :約 47L/個 

充填圧力    :約 15MPa[gage] 

設置場所    :原子炉建物付属棟２階 

保管場所    :原子炉建物付属棟２階 
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 補足資料(11) 

 

ＳＲＶの耐環境性能向上に向けた取り組みについて 

 

１．概要 

ＳＲＶの耐環境性向上対策は，更なる安全性向上対策として設置を進め

ている逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備に対して，ＳＲＶ駆動源である

高圧窒素ガスの流路となる「ＳＲＶ用電磁弁」及び「ＳＲＶシリンダ」に

対してシール材の改良を実施するものとする。 

 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備は，逃がし安全弁窒素ガス供給系と独立し

た窒素ガスボンベ，自圧式切替弁及び配管・弁類から構成し，ＳＲＶ用電磁弁の

排気ポートに窒素ガスボンベの窒素ガスを供給することにより，電磁弁操作を不

要としたＳＲＶ開操作が可能な設計とする。 

ここで，自圧式切替弁をＳＲＶ用電磁弁の排気ポートと逃がし安全弁窒素

ガス代替供給設備の接続部に設置し，以下の（１）通常運転時，（２）逃が

し安全弁窒素ガス供給系によるＳＲＶ動作時，（３）逃がし安全弁窒素ガス

代替供給設備によるＳＲＶ動作時に示すとおりの切替操作が可能な設計と

する。 

（１）通常運転時（ＳＲＶ待機時） 

   自圧式切替弁は，弁体が逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素

ガスボンベ側を閉止し排気ポート側を原子炉格納容器内に開放するこ

とで，ＳＲＶピストンが閉動作するときの排気流路を確保する。 

（２）逃がし安全弁窒素ガス供給系によるＳＲＶ動作時 

   自圧式切替弁は，排気ポート側を開放しており，ＳＲＶ閉動作時の

ピストンからの排気を原子炉格納容器へ排気するための流路を確保す

る。 

（３）逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備によるＳＲＶ動作時 

   自圧式切替弁は，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボ

ンベ圧力によりバネ及び弁体を押し上げられることにより排気ポート

を閉止し，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の窒素ガスボンベから

ＳＲＶピストンまでの流路を確保する。 

 また，自圧式切替弁の弁体シール部は全て，無機物である膨張黒鉛シ

ートを使用しており，重大事故等時の高温蒸気や高放射線量の影響に

よりシール性が低下することがない設計としている。 

本系統は，ＡＤＳ機能がない２個へ，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設

備の窒素ガスボンベの窒素ガスの供給を行う設計とする。 

ここで，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の系統概要図を第 24 図に，

ＳＲＶ本体に対する電磁弁及び自圧式切替弁の配置図を第 25 図に，自圧式

切替弁の構造図を第 26 図に，自圧式切替弁及び電磁弁の動作概要図を第

27 図に示す。 
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第 24 図 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 系統概要図 
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第 25 図 ＳＲＶ本体に対する電磁弁及び自圧式切替弁の配置図 

第 26 図 自圧式切替弁 構造図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 27 図 自圧式切替弁及び電磁弁 動作概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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２．ＳＲＶ用電磁弁の耐環境性能試験結果並びに今後の方針について 

（１）試験目的

  ＳＲＶの機能向上させるための更なる安全対策として，逃がし安全弁窒

素ガス供給系及び逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により高圧窒素ガ

スを供給する際に流路となるバウンダリについて，電磁弁の作動性能に影

響を与えないシール部を，従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良Ｅ

ＰＤＭ材に変更し，高温蒸気環境下におけるシール性能を試験により確認

する。 

（２）試験体概要

  試験体であるＳＲＶ用電磁弁の概要並びに改良ＥＰＤＭ材の採用箇所

を第 28 図に示す。 

第 28 図 改良ＥＰＤＭ材を採用したＳＲＶ用電磁弁概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（３）試験手順及び項目

  本試験で実施する試験項目を第 29 図に示す。 

 

 

 

 

 

第 29 図 試験手順及び項目 

※１シール性確認の判定基準

・排気(ＥＸＨ)ポート側圧力に供給(ＳＵＰ) ポート側圧力の漏えいが認

められないこと。

・無励磁時の漏えい量は目標として 以下であること。 

初期機能試験 

蒸気曝露試験（シール性能確認※1） 

事故時放射線照射処理 

熱・放射線同時劣化処理 

加圧劣化処理 

機械劣化処理 

振動劣化処理 

劣化処理後の機能試験 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（４）蒸気曝露試験装置概要及び蒸気曝露試験条件

本試験で使用する蒸気曝露試験装置の概要を第 30 図に示す。また，重

大事故環境試験条件を第 11 表及び蒸気曝露試験条件を第 31 図に示す。 

第 30 図 蒸気曝露試験装置の概要 

第 11 表 重大事故環境試験条件 

項目 条件 

時間(経過) 0～168時間 168～175時間 

圧力(kPa[gage]) 710 854 

温度(℃) 171 178 

雰囲気 蒸気 蒸気 

放射線量(MGy) ※１

※１：事象発生から 7日間の累積放射線量を示す。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 31図 蒸気曝露試験条件 

（５）蒸気曝露試験並びに分解調査結果

  蒸気曝露試験の結果，蒸気曝露試験中において漏えいが確認されること

はなく，分解調査の結果，僅かな変形，軟化が確認されたものの，従来の

設計基準事故環境下に比べ高温蒸気に対して，より長時間（第 28 図参照）

にわたって，ＳＲＶ駆動部(シリンダ)へ窒素ガスを供給する経路のシール

性能が発揮され耐環境性が向上していることを確認した。 

  蒸気曝露試験後のＳＲＶ用電磁弁を分解し，主弁，ピストン弁シート部

及び主弁シート部Ｕパッキン(第 28 図参照)シール部分について，健全品

との比較調査を行った。第 12 表にシール部分の分解調査結果(主弁シート

部シール部分及び主弁シート部Ｕパッキンシール部分)を示す。 

  外観及び寸法確認の結果，主弁シート部シール部分については，シート

部が軟化してシール部分の凹部の変形が確認されたが僅かなものであっ

た。また，従来のフッ素ゴム材を使用する主弁シート部Ｕパッキンについ

ても変形が確認されたが僅かなものであった。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 12 表 シール部分の分解調査結果 

（主弁シート部シール部分及び主弁シート部Ｕパッキンシール部分） 

（６）今後の方針

ＳＲＶ駆動部（シリンダ）へ窒素ガスを供給する経路のシール性能が

発揮されていることが確認されたことから，ＳＲＶの機能向上させるた

めの更なる安全性向上対策として，全てのＳＲＶ用電磁弁について改良

ＥＰＤＭ材を採用した電磁弁に交換する。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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３．ＳＲＶシリンダ改良の進捗及び今後の方針について 

 

（１）設計方針 

  ＳＲＶシリンダのシール部においては，熱によって損傷する恐れがある

ことから，高温蒸気環境下におけるシール性能を向上させることを目的と

して，シリンダピストンの作動に影響を与えないシール部（シリンダＯリ

ング）を，従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良ＥＰＤＭ材に変更

する予定である。 

  また，従来のフッ素ゴム材を使用するピストンの摺動部においては，ピ

ストン全開動作時に，フッ素ゴム材のシート部（ピストンＯリング）の外

側に改良ＥＰＤＭ材のシート部（バックシートＯリング）を設置すること

により，ピストンＯリングが機能喪失した場合においてもバックシートに

よりシール機能を維持することが可能となる改良を実施する予定である。 

  ここで，既設シリンダの概要図を第 32 図に，改良シリンダの概要図を

第 33 図に示す。 

 

  なお，改良シリンダに対しては，シリンダ単体試験，ＳＲＶ組合せ試験

を実施するとともに，高温蒸気環境下におけるシリンダ漏えい試験を実施

している。 
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第 32 図 既設シリンダ概要図 

第 33 図 改良シリンダ 概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（２）健全性確認試験

  改良シリンダの健全性確認試験として，放射線劣化試験後（放射線量：

約  MGy），下記の第 13 表に示すシリンダ単体試験，ＳＲＶ組合せ試

験及び蒸気曝露試験を実施し，ＳＲＶ動作に対して影響がないことの確認

を実施した。 

第 13 表 改良シリンダの健全性確認試験内容 

確認項目 判定基準 結果 

シリンダ

単体試験 

駆動部作

動試験 

円滑に作動すること 
良 

駆動部漏

えい試験 

漏えいがないこと 

良 

ＳＲＶ組

合せ試験 

最小作動

圧確認試

験 

全開操作可能なこと 

良※1 

逃がし弁

機能試験 

アキュムレータ容量

（  L）で全開作動

すること 

回全開操作※2 可能な

こと 

入力信号から 秒以

内※2 に全開動作可能な

こと 

良 

蒸気曝露

試験 

開保持確

認 

168 時間連続開保持可

能なこと 
良 

※１:最小作動圧力 MPa で動作可能なことを確認 

※２:設計基準事故対処設備のＥＣＣＳ機能(ＡＤＳ機能)としての系統設計

要求事項 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 34図 蒸気曝露試験装置の概要 

（３）今後の対応

ＳＲＶシリンダの改良は，ＤＢＡ時のＳＲＶ動作に影響を与える変更※

１となることから，信頼性確認試験※２を実施し，プラント運転に影響を与

えないこと及び 200℃／0.854MPa[gage]／168hr の環境下において開保持

可能できることを確認した。試験条件を第 35 図（緑線）に示す。また，

耐環境性試験（200℃／0.854MPa[gage]／168hr）前後のシリンダピストン

部の外観写真を第 36 図に示す。 

※１：改良シリンダは，ＳＲＶ本体に接続するシリンダ摺動部となるピ

ストン寸法及び重量が増加する

※２：信頼性確認試験の項目は機械劣化試験，放射線劣化試験，熱劣化

試験，加振試験，耐震試験，水力学的動荷重試験，事故時放射線

試験，蒸気曝露環境試験及び作動試験等となる 

今後は，更なる安全性向上のため改良シリンダを採用することとし，

実機への導入準備が整い次第，至近のプラント停止中に設置する。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 35 図 試験条件 

（ａ）耐環境試験前 （ｂ）耐環境試験後 

第 36 図 耐環境性試験前後のシリンダピストン部の外観写真 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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４．シール材の健全性について 

ＳＲＶ用電磁弁及びＳＲＶシリンダのシール材をフッ素ゴムから改良

ＥＰＤＭへ変更することにより，シール機能の耐環境性向上について下記

のとおり示す。 

①フッ素ゴム及び改良ＥＰＤＭ製シール材の圧縮永久ひずみ試験について

フッ素ゴム及び改良ＥＰＤＭ製シール材の圧縮永久ひずみ試験結果の

比較を表 14 に示す。 

第 14 表の試験結果は，ＳＲＶが設置されている原子炉格納容器内にお

ける事故後７日間の累積放射線量を上回る 800kGy を照射し，原子炉格納

容器限界温度である 200℃以上の環境に曝露した後，フッ素ゴム及び改良

ＥＰＤＭ製シール材の圧縮永久ひずみを測定した結果を示している。その

結果，フッ素ゴムは 800kGy，乾熱，200℃の環境に３日間（72h）曝露され

ることで圧縮永久ひずみが  に劣化することが予想されるのに

対して，改良ＥＰＤＭ製シール材は 800kGy，乾熱/蒸気，200℃の環境に７

日間(168h)曝露されても圧縮永久ひずみは最大  であることが

確認できている。本結果が示すとおり，改良ＥＰＤＭ製シール材はフッ素

ゴムより耐環境性が十分高いことが確認できるため，シール機能の耐環境

性向上が達成できると考えている。 

第 14 表 シール材の圧縮永久ひずみ試験結果 

材質 
放射線 

累積照射量 
ガス性状 温度 

圧縮永久ひずみ試験※ 

24h 72h 168h 

フッ素ゴム 800kGy 乾熱 200℃ 

改良ＥＰＤＭ 800kGy 乾熱 200℃ 

改良ＥＰＤＭ 800kGy 乾熱 250℃ 

改良ＥＰＤＭ 800kGy 蒸気 200℃ 

改良ＥＰＤＭ 800kGy 蒸気 250℃ 

※圧縮永久ひずみ試験とは，所定の圧縮率をかけ変形させた後，開放時の戻り量を評価するものである。完全

に元の形状に戻った場合を０％，全く復元せず完全に圧縮された状態を 100％としている。圧縮永久ひずみ

試験結果が低い程，シール材の復元量が確保されていることを意味しており，シール機能は健全であること

を示している。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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②改良ＥＰＤＭ製シール材の性能確認試験について

上記の①で示すシール材特性試験に加え，改良ＥＰＤＭ製シール材のシ

ール機能を確認するために，小型フランジ試験装置を用いて事故環境下に

曝露させ，性能確認試験を実施している。本試験は原子炉格納容器内にお

ける事故後７日間の累積放射線量の目安である 800kGy，格納容器限界温度

である 200℃と余裕を見た 250℃の環境に７日間(168h)曝露した試験体に

対して He 気密性能確認試験を実施し，格納容器限界圧力 2Pd(0.853MPa)

を超える MPa 加圧時において漏えいがないことを確認した。 

なお，改良ＥＰＤＭ製シール材の試験の詳細を別紙-1「改良ＥＰＤＭシ

ール材の試験について」で示す。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙-1 

 

改良ＥＰＤＭシール材の試験について 

 改良ＥＰＤＭシール材について，耐高温性，耐蒸気性を確認するために，

800kGy のガンマ線照射を行った材料を用いて，高温曝露又は蒸気曝露を行

った後，気密確認試験を実施して漏えいの有無を確認した。また，試験後の

外観観察，ＦＴ－ＩＲ分析及び硬さ測定を行い，曝露後のシール材の状況を

確認した。本試験に使用した試験治具寸法を第 37図，外観を第 38図に示す。

シール材の断面寸法は実機の１／２とし，内側の段差１mm に加えて外側か

らも高温空気又は蒸気に曝露されるため，実機条件と比較して保守的な条件

となると想定される。試験の詳細と結果を以下に記載する。 

①高温曝露

熱処理炉を使用して 200℃，168h の高温曝露を実施した。 

②蒸気曝露

東京電力技術開発センター第二研究棟の蒸気用オートクレーブを使用して，

１MPa，250℃の蒸気環境下で 168時間曝露を実施した。蒸気用オートクレーブ

の系統図を第 39 図に，試験体設置状況を第 40 図に示す。 

③He 機密確認試験

高温曝露及び蒸気曝露後の試験体について，He を用いて気密試験を実

施した。負荷圧力は 0.3MPa，0.65MPa，0.9MPa とし，スヌープでのリー

ク確認と，0.3MPa は保持時間 10 分，0.65MPa 及び 0.9MPa は保持時間 30

分で圧力降下の有無を確認した。また，0.8mm の隙間ゲージを用いて開

口変位を模擬した機密確認試験も実施した（実機 1.6mm 相当の変位）。

試験状況を第 41 図，第 42 図に，試験結果を第 15 表に示す。いずれの条

件下でもリーク及び圧力降下は認められなかった。 

④試験後外観観察

デジタルマイクロスコープを用いて He 気密確認試験後のシール材表

面を観察した。観察結果を第 43 図に示す。シール材表面に割れ等の顕

著な劣化は認められなかった。 

第 37 図 試験治具寸法 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 38 図 試験治具及びシール材外観 

第 39 図 蒸気用オートクレーブ系統図 

第 40図 蒸気曝露試験体設置状況 

試験体 

蒸気試験用オートクレーブ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 41図 He気密確認試験状況    第 42図 He 気密試験時開口模擬（隙間ゲージ使用） 

 

第 15 表 He 気密試験確認状況 

No. 曝露条件 
γ線照射

量 
変位 0.3MPa 0.65MPa 0.9MPa 

1 乾熱 200℃，168h 800kGy 
無し ○ ○ ○ 

0.8mm ○ ○ ○ 

2 
蒸気 1MPa，250℃， 

168h 
800kGy 

無し ○ ○ ○ 

0.8mm ○ ○ ○ 

3 
蒸気 1MPa， 250℃， 

168h 
800kGy 

無し ○ ○ ○ 

0.8mm ○ ○ ○ 

○：リーク及び圧力降下なし 

 

 

   

 

 

第 43 図 試験後外観観察結果 

（a:乾熱 200℃，168h  b，c:蒸気 250℃，168h） 

  

曝露面 曝露面 曝露面 

シート面 シート面 シート面 

試験体 

ａ ｂ ｃ 
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⑤ＦＴ－ＩＲ分析

試験後のシール材のＦＴ－ＩＲ分析結果を第 44 図，第 45 図に示す。

ＦＴ－ＩＲは赤外線が分子結合の振動や回転運動のエネルギーとして吸

収されることを利用して，試料に赤外線を照射して透過又は反射した光

量を測定することにより分子構造や官能基の情報を取得可能である。高

温曝露中に空気が直接接触する位置（曝露面）では，ベースポリマーの

骨格に対応するピークが消失していたが，その他の分析位置，曝露条件

では顕著な劣化は認められなかった。 

第 44 図 ＦＴ－ＩＲ分析結果（曝露面） 

第 45 図 ＦＴ－ＩＲ分析結果（シート面） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑥硬さ測定

試験後のシール材の硬さ測定結果を第 46 図に示す。曝露面，シート面，

裏面，断面の硬さを測定した。曝露面において，乾熱 200℃，168h 条件

では酸化劣化によって硬さが顕著に上昇していた。その他の部位，条件

では，蒸気 250℃，168h 条件の曝露面で若干の軟化が確認された以外，

硬さは初期値近傍であり，顕著な劣化は確認されなかった。 

第 46 図 硬さ測定結果 

以上の試験結果から，200℃，２Pd，168h の条件下では，改良ＥＰＤＭ

シール材を使用した場合は，圧力上昇時のフランジ部の開口を勘案しても

原子炉格納容器フランジ部の気密性は保たれると考えられる。 

◆ 曝露面

■ シート面

▲ 裏面

● 断面

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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   補足資料(12) 

 

自動減圧機能及び代替自動減圧機能の論理回路について 

 

１．自動減圧機能の論理回路について 

自動減圧機能は，設計基準事象（中小破断ＬＯＣＡ）の際に，自動的に原子炉

を減圧し，低圧炉心注水を促進させることを目的とした設備であり，事象条件と

しては中小破断ＬＯＣＡ＋外部電源喪失＋高圧炉心スプレイ系の単一故障を想

定し,ドライウェル圧力高と原子炉水位低（レベル１，３）のＡＮＤ条件及び残

留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転の場合に，自動減圧させること

ができる設計としている。 

また，上記想定では，高圧炉心スプレイ系以外の非常用炉心冷却系（低圧ＥＣ

ＣＳ）は作動するが，低圧ＥＣＣＳが全て作動しなかった場合は，減圧しても冷

却水が注入されずインベントリが急減する恐れがあることから，低圧ＥＣＣＳポ

ンプ１台以上が運転中であれば作動する回路とし，自動減圧までに１２０秒の時

間遅れをもたせ，自動減圧機能の阻止スイッチを設置することで，低圧ＥＣＣＳ

が全て作動していない場合には，自動減圧を阻止する手順としている。 

  逃がし安全弁用電磁弁の作動信号について，第47図の逃がし安全弁Ｂの場合，

自動減圧機能の作動信号はＳＶ‐６Ｂ，７Ｂ弁に，手動減圧機能の作動信号は

ＳＶ‐５Ｂ弁に入力しており，電磁弁を共用しない設計とすることで自動減圧

機能は手動減圧機能に悪影響を及ぼさない設計としている。 

 

２．代替自動減圧機能の論理回路について 

代替自動減圧機能は，低圧ＥＣＣＳの多重故障も想定し，低圧ＥＣＣＳポンプ

が全台故障している場合には減圧しないよう原子炉水位低（レベル１）及び残留

熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転の場合に，自動減圧させることが

できる設計としている。 

逃がし安全弁用電磁弁の作動信号について，第47図の逃がし安全弁Ｂの場合，

代替自動減圧機能の作動信号はＳＶ‐５Ｂ弁に，自動減圧機能の作動信号はＳＶ

‐６Ｂ，７Ｂ弁に入力しており，電磁弁を共用しない設計とすることで代替自動

減圧機能は自動減圧機能に悪影響を及ぼさない設計としている。 

なお，ＴＱＵＸにおけるＳＲＶ手動開放失敗の想定については，手動操作の不

確実性を考慮しており，ＳＶ‐５Ｂ弁は健全性を有している想定としている。 

  

３．低圧ＥＣＣＳポンプ運転信号の検出方法について 

低圧ＥＣＣＳポンプ運転状態は，ポンプ遮断器「閉」信号又はポンプ吐出圧力

高信号で検出可能である。島根２号炉では，第48図のとおりポンプの吐出圧力計

をポンプ下流の逆止弁後段にのみ設置しており，ポンプ起動後に異常停止しても

残圧により，ポンプ運転状態を正確に判別することができない可能性があること

から，ポンプが起動していることを正常に検出可能な遮断器「閉」信号を採用し

ている。 
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電動機の制御回路には機械的な異常を検知する過電流継電器が設置されてお

り，軸固着等の機械的な異常時でも遮断器が開放され，ポンプ不動作を検知可能

である。他の過電流を生じない何らかの機械的な異常によりポンプが正常に運転

できていない可能性はあるが，低圧ＥＣＣＳポンプ４台全てが同様の故障状態

(電気的に正常かつ機械的に異常)となる可能性は極めて低い。低圧ＥＣＣＳポン

プ４台全てが同様の故障状態の場合でも，中央制御室のポンプ吐出圧力計等の確

認により運転員がポンプの異常を判断し，従来から整備している低圧ＥＣＣＳポ

ンプ全台故障時の自動減圧を手動で阻止する手順により対処可能である。 

 

第47図 自動減圧系及び代替自動減圧機能の論理回路図 
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第48図 低圧炉心スプレイ系 系統概要図 

※残留熱除去系についても，ポンプ，逆止弁，圧力計は 

同様な配置構成 
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   補足資料(13) 

 

原子炉ウェル代替注水系について 

 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための自主対策設備である原子

炉ウェル代替注水系は，重大事故等時において，ドライウェル主フランジを冷却

することで原子炉格納容器外への水素漏えいを抑制し，原子炉建物の水素爆発を

防止する機能を有する。ドライウェル主フランジは第 49図に示すように，原子炉

ウェルに注水することで，ドライウェル主フランジシール材を外側から冷却する

ことができる。 

ドライウェル主フランジは重大事故等時の過温・過圧状態に伴うフランジ変形

で，シール材が追従できない程の劣化があると，原子炉格納容器閉じ込め機能を

喪失する。このシール材は，以前はシリコンゴムを採用していたが，原子炉格納

容器閉じ込め機能の強化のために耐熱性，耐蒸気性，耐放射線性に優れた改良Ｅ

ＰＤＭ製シール材に変更し原子炉格納容器閉じ込め機能の強化を図っている。 

改良ＥＰＤＭ製シール材は 200℃蒸気が７日間継続しても原子炉格納容器閉じ

込め機能が確保できることを確認しているが，シール材の温度が低くなると，熱

劣化要因が低下し，原子炉格納容器閉じ込め機能もより健全となり，原子炉建物

原子炉棟への水素漏えいを抑制できる。 

 

 
第 49 図 原子炉ウェル代替注水系 概略図  
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原子炉ウェル代替注水系は，大量送水車，接続口等から構成され，重大

事故等時に原子炉建物外から代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））の水，又は海水を，大量送水車により原子炉ウェルに注水する

ことでドライウェル主フランジを冷却できる設計とする。 

なお，ドライウェル温度（ＳＡ）（ドライウェル上部温度）の指示値を

中央制御室にて監視することで，継続的にドライウェル主フランジが冷却で

きていることを確認可能である。 
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島根原子力発電所２号炉 

原子炉格納容器の長期にわたる 

状態維持に係る体制の整備について 
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はじめに 

重大事故等への対応操作や作業は，事故形態によっては長期間にわたることが

予想されるため，あらかじめ長期対応への体制整備や作業環境の維持，改善等に

ついて，準備しておくことが望ましい。 

島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画では，原子力災害事後対策として

「防災基本計画 第 12 編 原子力災害対策編」（中央防災会議）に定める災害復旧

対策についての計画として復旧計画を策定し，当該計画に基づき速やかに復旧対

策を実施する旨を規定している。 

島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画にて定める復旧計画に関する事項

は以下のとおり。 

・原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握

・原子炉施設の除染の実施

・原子炉施設損傷部の修理，改造の実施

・放射性物質の追加放出の防止

・各復旧対策の実施体制及び復旧に関する工程

緊急時対策本部は，招集した要員により，復旧計画に基づき災害発生後の長期

対応を行う。また緊急時対策総本部が中心となって，社内外の関係各所と連携し，

適切かつ効果的な対応を検討できる体制を整備する。 

1. 考慮すべき事項

(1) 原子炉格納容器の過圧・過温破損事象等においては，残留熱代替除去系及び

格納容器ベントにより長期的な原子炉格納容器除熱が可能であることを有効

性評価において確認している。

(2) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器除熱においては，原子炉格納容器の

圧力を，最高使用圧力を下回る状態で長期的に維持することが可能である。原

子炉格納容器の温度については，サプレッション・プール水の温度が長期にわ

たり最高使用温度に近い状態で継続するが，150℃を下回っている。ドライウ

ェル主フランジや機器搬入口に使用されている改良ＥＰＤＭ製シール材につ

いては，200℃の環境下において 7 日間継続した場合のシール機能に影響がな

いことを確認しており，また，7 日間以降についても 150℃の環境下が継続し

た場合に改良ＥＰＤＭ製シール材の基礎特性データにはほとんど変化はなく，

経時劣化の兆候は認められていないことから，原子炉格納容器の放射性物質の

閉じ込め機能を長期的に維持することが可能である。

また，残留熱代替除去系は重大事故が発生した場合における温度，放射線，

荷重その他の使用条件において，重大事故に対処するために必要な機能を有効

に発揮できる設計とし，長期運転及び設備不具合の発生等を想定した対策の検

討を行うこととする。 
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(3) 炉心損傷後に残留熱代替除去系の運転を実施することによる負の影響とし

て，建物内の環境線量が上昇し，故障した機器の復旧等の作業が困難になるこ

とが考えられる。

(4) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器除熱を実施することにより，長期的

に原子炉格納容器の圧力・温度を安定状態に保つことができるが，故障した残

留熱除去系の復旧等の対策についても検討を行う。

(5) 原子炉格納容器の圧力・温度を安定状態に保つためには，残留熱代替除去系

及び残留熱除去系による原子炉格納容器除熱が有効な手段であるが，これらの

手段は残留熱除去系熱交換器を使用する手段であるため，残留熱除去系熱交換

器が使用できない場合の除熱手段の検討を行う。

(6) 重大事故等時の中長期的な対応については，プラントメーカとの協力協定を

締結し，事故収束に向けた対策立案等必要な支援を受けられる体制の確立が必

要である。

以上より，(1)，(2)を踏まえ，「2.原子炉格納容器の冷却手段」に，重要事

故シーケンスにおける原子炉格納容器の除熱として使用できる冷却手段を整理

する。 

また，(3),(4),(5)を踏まえ「3.作業環境の線量低減対策の対応例について」，

「4.残留熱除去系の復旧方法について」，「5.可搬型格納容器除熱系統による原

子炉格納容器除熱等の長期安定冷却手段について」にそれぞれとりまとめる。 

(6)の発電所外からの支援体制について「6.外部からの支援について」に示

す。 

2. 原子炉格納容器の冷却手段

(1) 原子炉格納容器除熱手段について

東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，島根原子力発電所２号炉で

は多様な原子炉格納容器除熱手段を整備することとし，その手段の有効性につ

いて有効性評価において確認している。 

第１表に原子炉格納容器除熱手段を示す。また，第１図～第４図に原子炉格

納容器除熱手段の概要図を示す。 

第１表に示すとおり，島根原子力発電所２号炉では多くの原子炉格納容器バ

ウンダリが確保される除熱手段を整備するとともに，原子炉格納容器バウンダ

リの維持はできないものの格納容器ベントによる除熱手段も整備しており，多

様な除熱手段を有している。 

また，原子炉格納容器バウンダリが確保される除熱手段のうち，サプレッシ

ョン・チェンバを水源とした除熱手段については，第２表に示すとおり，フロ
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Ⅰ 

ントライン系とサポート系に対して，多様な手段を整備することにより，長期

的な原子炉格納容器除熱の信頼性を向上させている。 

第１表 島根原子力発電所２号炉における原子炉格納容器除熱手段 

島根原子力発電所２号炉の除熱手段 

原子炉格納容器バウンダリ

が確保される除熱手段  

残留熱代替除去系 ○ 

原子炉補機代替冷却系 ○ 

Ａ－残留熱除去系 △ 

Ｂ－残留熱除去系 ○ 

ドライウェル冷却系，原子炉浄化系※を 

用いた格納容器除熱 
△ 

原子炉格納容器バウンダリ

が維持されない除熱手段 

格納容器フィルタベント系 ○ 

耐圧強化ベント系 △ 

○：有効性評価で考慮する設備

△：有効性評価で考慮していない設備

※：原子炉再循環系吸込配管及び原子炉浄化系ボトムドレン配管破断の原子炉冷却材喪失 

事故（LOCA）時は使用不能 

第２表 サプレッション・チェンバを水源とした除熱手段に係る 

フロントライン系／サポート系の関係

サポート系

―
原
子
炉
補
機

冷
却
系

―
原
子
炉
補
機

冷
却
系

Ａ
―
原
子
炉
補
機

代
替
冷
却
系

Ｂ
―
原
子
炉
補
機

代
替
冷
却
系

フ
ロ
ン
ト 

ラ
イ
ン
系 

Ａ－残留熱除去系 ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去系 ○ ○ 

残留熱代替除去系 ○ ○ 

○：使用可能な組合せ

Ⅱ 
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(2) 残留熱代替除去系の長期運転及び不具合等を想定した対策について

残留熱代替除去系を運転する場合には，サプレッション・チェンバを水源と

して原子炉及び原子炉格納容器内に冷却水を循環させることとなるため，系統

水が流れる配管が高線量となる。配管表面での線量は，事故後 90日間の積算線

量で約 と評価しており，これを考慮し，系統に使用するポンプのメカ

ニカルシール部やポンプ電動機，電動弁の駆動部等について，耐放射線性が確

保されたものを使用する。 

また，事故後のサプレッション・プール水中には異物が流入する可能性があ

るが，サプレッション・プール水の吸込部には，大型のストレーナが設置され

ており，系統内に異物が流入することによるポンプ等の機器の損傷を防止する

系統構成となっている。 

なお，ストレーナは，サプレッション・チェンバの底面から約 1.9ｍの高さ

に設置されており，底面に沈降する異物を大量に吸上げることはないと考えて

いるが，ストレーナに異物が付着し，閉塞した場合を考慮し，外部水源から洗

浄用水を供給（大量送水車による淡水供給）することにより，ストレーナの逆

洗を行うことが可能な設備構成とする（第５図参照）。 

なお，炉心損傷に至る重大事故等発生時に残留熱代替除去系が使用できない

場合の除熱手段は「5.可搬型格納容器除熱系統による格納容器除熱等の長期安

定冷却手段について」に示す。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第１図 残留熱代替除去系 系統概要図 

第２図 原子炉補機代替冷却系 系統概要図 
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第３図 残留熱除去系 系統概要図 

 

 

 

第４図 格納容器フィルタベント系 系統概要図 
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第５図 残留熱除去系ストレーナ逆洗操作時の系統構成 

3. 作業環境の線量低減対策の対応例について

(1) 残留熱代替除去系を運転した場合の線量低減の対応について

残留熱代替除去系は，残留熱除去系が機能喪失した場合に使用する系統であ

る。このため，残留熱代替除去系により長期的に原子炉格納容器の圧力・温度

を安定状態に保つことができるが，故障等が発生する場合も考慮し，残留熱除

去系の復旧についても検討を行う。ここでは，残留熱代替除去系の運転によっ

て放射線量が上昇した環境下での残留熱除去系復旧作業時の線量低減対策の概

要を示す。 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバからの吸込み，原子炉格納

容器へのスプレイに，残留熱除去系のＢ系を使用し，原子炉圧力容器への注水

はＡ系を使用する設計としている。このため，復旧する残留熱除去系は，残留

熱代替除去系の運転に伴う線量影響を受けにくい残留熱除去系Ａ系を復旧対象

とする。 

残留熱除去系のＢ系（一部はＡ系）については，第５図に示す系統を使用す

ることで，外部水源から洗浄用水を系統内に供給（大量送水車による淡水供給）

することが可能である。このため，復旧作業の前に，必要に応じて，系統全体
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のフラッシングを行うことで，配管内の系統水に含まれる放射性物質を，可能

な限りサプレッション・プール水中に送水し，放射線量を低減させる。 

Ａ－残留熱除去ポンプ室での機器交換等の作業を想定した場合，原子炉建物

地下２階のＡ－残留熱除去ポンプ室又は原子炉建物地下１階のＡ－残留熱除去

ポンプ室上部ハッチにアクセスできる必要がある。 

第６図に示すとおり，残留熱代替除去系の運転により高線量となる配管は，

Ａ－残留熱除去ポンプ室及び同上部ハッチ付近から離れており，ポンプ室及び

同上部ハッチ付近にアクセス可能であると考える。 

また，復旧作業時には必要に応じて遮へい体の使用，適切な放射線防護具を

装備することにより，線量による影響の低減を図る。 

 

 
 

 

第６図 機器配置図（原子炉建物地下２階）(1/2) 
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第６図 機器配置図（原子炉建物地下１階）(2/2) 

 

(2) 汚染水発生時の対応について 

重大事故等発生時に放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合においても，

国内での汚染水処理の知見を活用し，汚染水処理装置の設置等の適用をプラン

トメーカの協力を得ながら対応する。 

 

4. 残留熱除去系の復旧方法について 

(1) 残留熱除去系の復旧方法及び予備品の確保について 

残留熱除去系の機能喪失の原因によっては，大型機器の交換が必要となり復

旧に時間がかかる場合も想定されるが，予備品の活用や発電所外からの支援等

を考慮すれば，1 ヶ月程度で残留熱除去系を復旧させることが可能である場合

もあると考えられる。 

残留熱除去系の復旧に当たり，屋外に設置され自然災害の影響を受ける可能

性がある原子炉補機海水ポンプについては，予備品を確保することで復旧まで

の時間が短縮でき，成立性の高い作業で機能回復できることから，重大事故に

より同時に影響を受けない場所に電動機を予備品として確保している。（詳細は

添付資料 1.0.3「予備品等の確保及び保管場所について」参照） 
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また，残留熱を除去する機能を有する残留熱除去系は２系統（残留熱除去系

３系統のうち１系統は注水機能のみ）あり，防波壁等の津波対策及び原子炉建

物内の内部溢水対策により区分分離されていることから，福島第一原子力発電

所事故のように複数の残留熱除去系が浸水により同時に機能喪失することはな

い。 

なお，ある１系統の残留熱除去系の電動機が浸水し，当該の残留熱除去系が

機能喪失に至った場合においても，残りの系統の残留熱除去系の電動機を接続

することにより復旧する手順を準備する。 

 

(2) 残留熱除去系の復旧手順について 

炉心損傷又は原子炉格納容器の破損に至る可能性のある事象が発生した場

合に，緊急時対策要員により残留熱除去系を復旧するための手順を「原子力災

害対策手順書（復旧班）」にて整備している。 

本手順では，機器の故障箇所，復旧に要する時間，炉心損傷又は原子炉格納

容器破損に対する時間余裕に応じて，「恒久対策」，「応急対策」又は「代替対策」

のいずれかを選択する。 

具体的には，故障個所の特定と対策の選択を行い，故障個所に応じた復旧手

順にて復旧を行う。第７図に，手順書の記載例を示す。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(1/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(2/8) 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(3/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のためできません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(4/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(5/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(6/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(7/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 残留熱除去系の復旧手順の記載例(8/8) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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5．可搬型格納容器除熱系統による原子炉格納容器除熱等の長期安定冷却手段につ

いて 

残留熱除去系の機能が長期回復できない場合，可搬型ポンプ及び可搬型熱交換

器を用いた除熱手段である「5.1 可搬型格納容器除熱系統による格納容器除熱

について」を構築する。既設設備である残留熱除去系の使用を優先するが，復旧

が困難な場合は可搬型格納容器除熱系統による格納容器除熱を実施する。 

また，これに加え原子炉格納容器を直接除熱することはできないが，原子炉圧

力容器を除熱することにより間接的に原子炉格納容器を除熱する「5.2 原子炉

補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系による原子炉除熱について」を構築する。 

5.1 可搬型格納容器除熱系統による原子炉格納容器除熱について 

(1) 可搬型格納容器除熱系統の概要について

重大事故等が発生した後，格納容器ベントによる格納容器除熱を実施してい

る場合，残留熱除去系を補修し，サプレッション・プール水冷却モードを復旧

する。また，残留熱除去系の復旧が困難な場合に可搬型設備等により構成され

る可搬型格納容器除熱系統による格納容器除熱を構築する。第８図に可搬型格

納容器除熱系統の系統概要図を示す。可搬型格納容器除熱系統は，高圧炉心ス

プレイ系配管から耐熱ホース・可搬ポンプを用いて可搬熱交換器にサプレッシ

ョン・チェンバのプール水を供給・除熱し残留熱除去系の原子炉注水ラインで

原子炉圧力容器に注水するライン構成である。可搬型設備を運搬・設置する等

の作業があるが，長納期品を事前に準備しておくことにより，1 ヶ月程度で系

統を構築することが可能であると考えられる。 

可搬型格納容器除熱系統について，可搬ポンプの吸込み箇所は，高圧炉心ス

プレイ・ポンプの吸込み配管にある「ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵タンク水入口逆

止弁」とし，耐熱ホースで接続する構成とする。 

可搬ポンプの吐出については，耐熱ホースを用いて原子炉建物大物搬入口に

設置する可搬熱交換器と接続する構成とし，可搬熱交換器の出口側については

低圧原子炉代替注水系の原子炉注水配管にある「ＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注

水ライン逆止弁」と耐熱ホースで連結する構成とする。これらの構成で可搬ポ

ンプによりサプレッション・チェンバのプール水を可搬熱交換器に送水し，そ

こで除熱した水を原子炉圧力容器に注水する系統を構築する。なお，可搬熱交

換器の二次系については，大型送水ポンプ車により海水を通水できる構成とす

る。 
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第８図 可搬型格納容器除熱系統 系統概略図 

(2) 作業に伴う被ばく線量について

炉心損傷で発生した汚染水は，サプレッション・プール水中にある。高圧炉

心スプレイ系については，サプレッション・チェンバ側のポンプ入口弁が通常

時開となっているため，系統内にサプレッション・プール水が流入することが

考えられる。 

ただし，高圧炉心スプレイ系については，運転している場合には，炉心損傷

を防止でき，運転が停止した後に炉心損傷に至ることが考えられる。このため，

炉心損傷によってサプレッション・プール水が汚染する段階では，高圧炉心ス

プレイ系の系統内は流動がない状態であり，汚染したサプレッション・プール

水が作業エリアに敷設されている配管系まで流入しないことも考えられる。 

また，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注水ライン逆止弁はＦＬＳＲ注水隔離弁に

より常時隔離されているため直接汚染水に接することはない。 

第９図に示される高圧炉心スプレイポンプ室内におけるＨＰＣＳポンプ復

水貯蔵タンク水入口逆止弁付近の雰囲気線量は，原子炉格納容器からの漏えい

に起因する室内の空間線量率上昇及び線源配管からの直接線による線量率上昇

により約 12.8mSv/h となる。 

第 10 図に示される原子炉建物１階におけるＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注水

ライン逆止弁付近の雰囲気線量は，原子炉格納容器からの漏えいに起因する室

内の空間線量率上昇により約 3.3mSv/h となる。 

原子炉建物大物搬入口における可搬型熱交換器配備箇所の雰囲気線量は，原

子炉格納容器からの漏えいに起因する室内の空間線量率上昇により約
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5.2mSv/hとなる。 

これらの作業については，準備作業，後片付けを含めて作業時間は，それぞ

れ約 10時間程度（５人１班で作業）と想定しており，必要に応じて遮へい等の

対策を行い，作業員の交代要員を確保し，交代体制を整えることで実施可能で

ある。 
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第９図 原子炉建物地下２階 機器配置図 

第 10図 原子炉建物１階 機器配置図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.0.15-22



(3) フランジ部からの漏えい発生時の対応

系統のフランジ部からの漏えい発生等の異常を検知した場合は，直ちに可搬

ポンプを停止し，復水輸送ポンプからの洗浄用水によりフラッシングを実施す

る。 

フラッシングにより現場へのアクセスが可能になった後，フランジの増し締

め等の補修作業を実施する。 

5.2 原子炉補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系による原子炉除熱について 

(1) 原子炉補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系による原子炉除熱の概要につ

いて

原子炉浄化系は通常運転中に原子炉冷却材の浄化を行う系統であり，重大事

故等時に原子炉水位の低下（レベル３）により隔離状態になる。また，通常は

原子炉補機冷却系を冷却水として用いているが，本除熱手段では原子炉補機代

替冷却系を用いることで冷却水を確保する。耐熱ホース等は原子炉浄化系では

使用する必要がなく，弁による系統構成のみで運転可能である。第 11図及び第

12 図に原子炉補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系による原子炉除熱の系統

概要図を示す。 

原子炉浄化系は原子炉圧力容器が水源であり，原子炉浄化ポンプの吸込み圧

力を確保するため原子炉水位が吸込配管である PLR 入口配管高さ以上（事故時

は原子炉水位低「レベル３」以上を目安とするが，原子炉圧力が低下している

場合は原子炉水位「通常運転水位」以上としている。）に十分に確保されている

ことが必要である。そのため，大 LOCA 事象のように原子炉水位を十分に確保で

きない場合は運転することができない。 
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第 11図 原子炉補機代替冷却系を用いた原子炉浄化系 

による原子炉除熱系統概要図 

 

 

第 12図 原子炉補機代替冷却系（原子炉浄化系除熱ライン） 

系統概要図 
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5.3 原子炉補機代替冷却系を用いたドライウェル冷却系による原子炉格納容器

除熱について 

(1) 原子炉補機代替冷却系を用いたドライウェル冷却系による原子炉格納容器

除熱の概要について 

ドライウェル冷却系は，ドライウェル内に設置された各機器類の正常な運転

のために，ドライウェル内雰囲気を適切な温度状態に保持する系統である。ド

ライウェル冷却系は，ドライウェル内の上部に３台，下部に３台設置され，冷

却器及び送風機により冷却した雰囲気ガスをダクトを経てドライウェル内各部

へ給気する。 

ドライウェル冷却系は，送風機が運転できない場合でも，冷却コイルに冷却

水を通水することにより，原子炉格納容器除熱に期待できる。各冷却器の冷却

水は，通常時は原子炉補機冷却系を用いているが，本除熱手段では，原子炉補

機代替冷却系を用いる。 

第 13図及び第 14図に原子炉補機代替冷却系を用いたドライウェル冷却系に

よる原子炉格納容器除熱の系統概要図を示す。 
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第 13図 原子炉補機代替冷却系を用いたドライウェル冷却系による 

原子炉格納容器除熱 系統概要図 

 

第 14図 原子炉補機代替冷却系（ドライウェル冷却系除熱ライン）系統概要図  

原子炉補機代替冷却系から 

 凡例 

：ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱で使用する箇所（冷却水通水） 

   ：ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱で使用する箇所（送気） 

ドライウェル冷却装置 

M

O 

M

O 

M

O 

原子炉格納容器 

C 
  
C 

C 
  
C 

C 
  
C 

C 
  

C 

C 
  

C 

C 
  
C 
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6. 外部からの支援について

重大事故等時における外部からの支援については，プラントメーカ（日立ＧＥ

ニュークリア・エナジー株式会社）及び協力会社等から重大事故等時に現場操作

対応等を実施する要員の派遣や事故収束に向けた対策立案等の技術支援や設備

の補修に必要な予備品等の供給及び緊急時対策要員の派遣等について，協議・合

意の上，支援計画を定め，「非常災害発生時における応急復旧の支援に関する覚

書」を締結し，重大事故等時に必要な支援が受けられる体制を整備している。 

覚書では平時から連絡体制を構築し，緊急時における原子力発電所安全確保の

ため緊急時対応を支援すること等が記載されている。 

外部からの支援に関する詳細な説明は，添付資料 1.0.4「外部からの支援につ

いて」にて示す。 
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